
 

 

環境未来都市計画策定に当たっての 
環境未来都市推進ボード実施推進会議および関係省庁からの意見について 

 

 

１．環境未来都市推進ボードからのコメント 
 各環境未来都市の計画策定及び事業実施時において、環境未来都市推進ボード実施推

進会議（以下「推進ボード」）が助言等の支援を行うこととしている。 
推進ボードが事業実施時における助言等の支援を行うに当たり、推進ボードより下記

コメントが提出された。 
 

 『被災地計画に関しては、①復興計画との整合性 ②実現可能性 ③自立性 の観点か

ら、一定期間（半年程度）の間に見直しを行う必要がある。』 

 

 

○それ以外の各地域毎に対する意見 
・北海道下川町    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 
・千葉県柏市    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 
・神奈川県横浜市    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 
・富山県富山市    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２ 
・福岡県北九州市    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６ 
・岩手県大船渡市、陸前高田市、住田町 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９ 
・岩手県釜石市    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２ 
・宮城県岩沼市    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４ 
・宮城県東松島市    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６ 
・福島県南相馬市    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９ 
・福島県新地町    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２ 

 
 

２．関係省庁からの意見 
・北海道下川町    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４ 
・千葉県柏市    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・３６ 
・神奈川県横浜市    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・４１ 
・富山県富山市    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・５３ 
・福岡県北九州市    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・５６ 
・岩手県大船渡市、陸前高田市、住田町 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・５９ 
・岩手県釜石市    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・６１ 
・宮城県東松島市    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・６２ 
・福島県南相馬市    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・６９ 

資料５ 



（様式４）
●計画の更なる明確化・具体化に向けた助言 

環境未来都市名　下川町

計画の更なる具体化・明確化に向けた助言（案） 助言（案）に対する選定都市の見解
左記を踏まえた、計画の更なる明確化・具体化に向けた助言の内容
（今後、現地支援における追加的助言を追加）

助言への各選定都市の対応状況

■環境関係 ●環境関係 ■環境関係
●環境関係
１ ・・・・・・

１．エネルギー自給率の目標年の確認。提案書５ページは、平成３０年ではなく、２０
３０年の誤りではないか。平成３０年（２０１８年）だとあと６年しかないが、それまでに
エネルギー自給率１００％実現するには、相当綿密な計画と大胆な実効策が必要で
ある。

１．エネルギー自給の目標年は平成３０年です。最適なエネルギーシス
テムを調査・設計の上、大胆な転換を図る計画を盛り込む方針です。

１．エネルギー自給率の目標年が平成３０年（２０１８年）だとあと６年しかな
いが、それまでにエネルギー自給率１００％実現するには、相当綿密な計画
と大胆な実効策が必要である。

エネルギー自給の中間目標値を平成28年に61％と定め、実現に向けたステップを取
組個票に記載しました。また、平成23年度にエネルギーポテンシャル調査を実施して
いるところであり、結果を踏まえた上でより詳細なロードマップを検討し、次回の計画
見直し時に反映させます。

２．エネルギーの種類ごとの目標値を中間目標とその達成年数、最終目標とその達
成年数で記載し、それぞれのタイミングで実現する計画を具体的に示すこと。

２．エネルギー種類ごとの計画については、平成２３年度にエネルギーポ
テンシャル調査を実施しており、その結果を踏まえた上で盛り込むことを
検討しています。

２．エネルギーの種類ごとおよび対象地域ごとに目標値を中間目標とその達
成年数、最終目標とその達成年数で記載し、それぞれのタイミングで実現す
る計画を具体的に示すこと。

エネルギー種類および対象地域ごとの計画については、平成２３年度にエネルギー
ポテンシャル調査を実施しているところであり、結果を踏まえた上で詳細なロードマッ
プを検討し、次回の計画見直し時に反映させます。

３．地域資源として、木質原料以外の可能性について検討し目標値と達成年数を記
載すること。

３．同上です。 ３．地域資源として、木質原料以外の可能性について検討し目標値と達成年
数を記載すること。 同上です。

■高齢化関係 ●高齢化関係 ■高齢化関係 ●高齢化関係
１．全般的に、高齢化関係の施策をもう少し位置付けるべきではないか。 １．具体的な施策を検討し、計画に盛り込む方針です。 １．全般的に、高齢化関係の施策をもう少し位置付けるべきではないか。

超高齢化対応の取組としては、下川町の現状や高齢者のニーズを踏まえ、有償ボラ
ンティア福祉サービス制度、地域公共交通システムの構築、高齢者住宅へのIT活用
見守りシステムの導入、健康づくりを当面の取組の柱とし、地域互助の力を高めてま
いります。

計画の更なる具体化・明確化に向けた助言（案） 助言（案）に対する選定都市の見解
左記を踏まえた、計画の更なる明確化・具体化に向けた助言の内容
（今後、現地支援における追加的助言を追加）

助言への各選定都市の対応状況

■環境関係 ●環境関係 ■環境関係
●環境関係
１ ・・・・・・

１．地域熱供給等も活用したエネルギー自給率100％に向けたステップについて、よ
り具体化する必要があると思われる。

１．上枠２．に同じです。 １．地域熱供給等も活用したエネルギー自給率100％に向けたステップにつ
いて、地域（一の橋地区、市街地地区等）、時期を整理した上でより具体化す
る必要があると思われる。

上枠２．に同じ。

２．国内林業活性化方策について、国内の関係自治体等との連携体制を構築する
べきではないか。例えば、木造高層建築については、国土交通省の回答によると法
令上は可能なようであり、運用上、また、ビジネス上どのような課題があるのか、ど
のような戦略があるのかについて、幅広いステークホルダーと連携して検討してもよ
りのではないか。

２．森林総合産業の構築については、既に国内の自治体と木材の利用
協定を締結しており、今後、企業等との具体的な連携も視野に入れた計
画を盛り込む方針です。

２．国内林業活性化方策について、国産材利用を志向する国内の関係自治
体等との連携体制を強化するべきではないか。また、ビジネス上どのような
課題があるのか、どのような戦略があるのかについて、幅広いステークホル
ダーと連携して検討してもよりのではないか。また、国産材利用を促進する
上での、企業との連携も重要ではないか。その際、木材生産に関わる他の
近隣自治体との連携も必要ではないか

国内の関係自治体、企業との連携の強化について、（３）都市間連携・ネットワークの
活用方針に記載しました。

３．森林関係事業のフィージビリティ－を現実的に評価するための体制を、ネット
ワークも構築しつつ確立するべきではないか。

３．森林総合産業の構築において、研究機関、有識者等を含めた専門の
プロジェクトチームを構成する方針です。

３．森林関係事業のフィージビリティ－を現実的に評価するための体制を、
ネットワークも構築しつつ確立するべきではないか。その上で、現状の木材
等生産コストと今後の投資を踏まえ、競争力を確保するためにどの時点でど
のような木材生産等のコストを目標とするのかを明示すべきではないか。

森林関係事業に関するネットワークについて、（３）都市間連携・ネットワークの活用
方針に記載したほか、木材生産等のコスト目標を取組個票で明示しました。

４．町の中における「ひと・もの（エネルギー・森林資源・その他資源）・かね」の流れ
について現状の調査を行うことと、目標年数（たとえば２０３０年）にどのような状態に
なっていることが望ましいか、スタート時点から検討することが必要である。

４．産業連関表の整備、エネルギーポテンシャル調査などを平成２４年度
に実施する方針です。

４．町の中における「ひと・もの（エネルギー・森林資源・その他資源）・かね」
の流れについて現状の調査を行うことと、目標年数（たとえば２０３０年）にど
のような状態になっていることが望ましいか、スタート時点から検討すること
が必要である。

平成２４年度に、産業連関表の整備やエネルギーポテンシャル調査を実施し、現状
の把握と目標にむけた詳細なロードマップを検討し、次回の計画見直し時に反映さ
せます。

５．各プロジェクトについて、規模がどれぐらいになるのか、どれだけの雇用効果が
見込めるのかの、プロジェクト進展の段階ごとの試算が必要。

５．現時点で経済的価値の創出が見込める取組については、できる限り
取組個票で段階的な目標値を記載する方針です。

５．各プロジェクトについて、規模がどれぐらいになるのか、どれだけの雇用
効果が見込めるのかの、プロジェクト進展の段階ごとの試算が必要。

経済的価値の創出を見込める森林総合産業の構築に係る取組について、取組個票
で段階的な目標値を記載しました。その他、高齢者雇用の創出等については、平成
24年度において課題整理やスキーム検討を実施した上で試算し、次回の計画見直
し時に反映させます。

■高齢化関係 ●高齢化関係 ■高齢化関係 ●高齢化関係
１．集住化の施策の長期的規模を具体化すべきではないか。 １．集住化施策については、町全体への適用を視野に入れて取組内容

の具体化を図ります。
１．集住化の施策の長期的規模を具体化すべきではないか。また、活性化
や長期的持続性を考えると、若者の移住・定着支援も重要ではないか。

集住化施策については、町全体への展開を検討することを明示しました。また、地域
おこし協力隊など若者の移住・定着支援の取組を含めました。

２．下川町の特色を活かした在宅サービスの提供形態等のソフト面での取り組みの
展開についても、現状を踏まえてより具体的な全体計画と目標を設定すべきではな
いか。

２．有償ボランティア福祉サービス制度、スマート公ミュニティ、健康づくり
等の取組の具体化とあわせて検討します。

２．下川町の特色を活かした在宅サービスの提供形態等のソフト面での取り
組みの展開についても、現状を踏まえてより具体的な全体計画と目標を設
定すべきではないか。特に、医師、看護師が少ない中でいかにして地域力を
活用するかが鍵ではないか。

超高齢化対応の取組としては、下川町の現状や高齢者のニーズを踏まえ、有償ボラ
ンティア福祉サービス制度、地域公共交通システムの構築、高齢者住宅へのIT活用
見守りシステムの導入、健康づくりを当面の取組の柱とし、地域互助の力を高めてま
いります。

３．基本的には高齢社会に対応した試みについても一定の方針をもって対応してる
ことは評価できる。

３．ありがとうございます。 ３．基本的には高齢社会に対応した試みについても一定の方針をもって対応
してることは評価できる。 ありがとうございます。

４．高齢者の買い物、診療、介護などに関する対応が少なく、これらについても配慮
する必要がるのではないか？

４．福祉サービスに重点を置きつつ、超高齢化に対応する施策の更なる
充実を検討します。

４．高齢者の買い物、診療、介護などに関する対応が少なく、これらについて
も配慮する必要がるのではないか？ 超高齢化対応に関する取組として、買い物支援となる地域公共交通システムの構築

や高齢者住宅へのIT活用見守りシステムの導入を記載しました。

５．ファンドの構想はおもしろいが、町民の貯蓄の活用では限界があり、市民債など
で広く原資を集めることも検討してはどうか？　また、各種プロジェクトへの幅広い層
の参加を取り付けるために、投資型のファンドに加えて、小規模の助成型ファンドも
構築する必要がある。

５．地域ファンドについては、住民参加型市場公募債、コミュニティファン
ド等の活用を視野に検討しているところです。また、町内外から広く資金
を募る方法で検討します。

５．ファンドの構想はおもしろいが、町民の貯蓄の活用では限界があり、市民
債などで広く原資を集めることも検討してはどうか？　また、各種プロジェクト
への幅広い層の参加を取り付けるために、投資型のファンドに加えて、ボト
ムアップ型の活動を促す小規模の助成型ファンドも構築する必要がある。

地域ファンドについては、住民参加型市場公募債、コミュニティファンド等の投資型
ファンドに加え、小規模な助成型ファンドも視野に入れて実施段階で検討してまいり
ます。

６．コレクティブハウスは空間の計画、設計が大事で、このマネジメントを行う体制づ
くりが必要。

６．集住化エリアの設計の重要性は十分に認識しており、プロジェクトマ
ネージャーを中心として関係者の多様な意見を考慮しながら取組を進め

６．コレクティブハウスは空間の計画、設計が大事で、このマネジメントを行う
体制づくりが必要。

集住化エリアの設計の重要性は十分に認識しており、プロジェクトマネージャーを中
心として関係者の多様な意見を考慮しながら取組をすすめてまいります。

７．町民の空間計画や地域づくりへの参加支援、関連したファンドの運用について町
民・市民の参加を実現するために、「環境みらいまちづくりセンター」のような小規模
の木造拠点施設をつくり、公設民営型（公設公営もあり得るが）で運営することも考
えられる。

７．町民との十分なコミュニケーション、協働のもとでプロジェクトが実施さ
れるよう推進体制を整えます。

７．町民の空間計画や地域づくりへの参加支援、関連したファンドの運用に
ついて町民・市民の参加を実現するために、「環境みらいまちづくりセンター」
のような小規模の木造拠点施設をつくり、公設民営型（公設公営もあり得る
が）で運営することも考えられる。

環境未来都市推進条例を制定し、町民との十分なコミュニケーション、協働のもとで
プロジェクトが実施されるよう推進体制を整えたところであり、場の確保については
今後検討してまいります。

■マネジメント関係 ●マネジメント関係 ■マネジメント関係 ●マネジメント関係
１．計画書15頁にはファンド構想が記載されているが、林業関連等への民間の投資
が必要になることを考え、ステークホルダーの意見も踏まえ、どのようにすれば民間
の投資が確保することができるのか、そのためには、外部のどのような機関との連
携が必要なのかについて、戦略を構築するべきではないか。

１．森林総合産業の構築において、研究機関、有識者等を含めた専門の
プロジェクトチームを構成し、必要な投資が得られるよう経済性等を十分
に精査しながら取組を進めます。

１．計画書15頁にはファンド構想が記載されているが、林業関連等への民間
の投資が必要になることを考え、ステークホルダーの意見も踏まえ、どのよう
にすれば民間の投資が確保することができるのか、そのためには、外部のど
のような機関との連携が必要なのかについて、戦略を構築するべきではない
か。

取組内容⑬「地域ファンドの創設」については、平成２４年度に十分な情報収集と外
部連携を含めたスキーム検討を実施する予定とし、次回の計画見直し時に反映させ
ます。

計画の更なる具体化・明確化に向けた助言（案） 助言（案）に対する選定都市の見解
左記を踏まえた、計画の更なる明確化・具体化に向けた助言の内容
（今後、現地支援における追加的助言を追加）

助言への各選定都市の対応状況

■環境関係 ●環境関係 ■環境関係
●環境関係
１ ・・・・・・

　１．町内の企画能力を高めるために、具体的にエネルギー・環境プランニングの経
験のある人・組織と協力してプランを描く必要がある。特に、国内外を問わず、森林
資源の活用に経験のある人材を積極的に巻き込む必要がある（たとえばベクショー
市の関係者など）

１．地域性を考慮しつつ、国内外の企業、研究機関等と幅広くネットワー
クを構築して取組をすすめるため、研究開発・教育研修・インキュベー
ション機関「しもかわフォレストセンター」（仮）の構築を図る方針です。

　１．町内の企画能力を高めるために、具体的にエネルギー・環境プランニン
グの経験のある人・組織と協力してプランを描く必要がある。特に、国内外を
問わず、森林資源の活用に経験のある人材を積極的に巻き込む必要がある
（たとえばベクショー市の関係者など）

取組内容⑭「研究開発・教育研修・インキュベーション機関」および（３）都市間連携・
ネットワークの活用方針において、積極的に人材ネットワークを構築することを明示
しました。

■マネジメント関係 ●マネジメント関係 ■マネジメント関係 ●マネジメント関係

①将来ビジョンに関する助言

環境未来都市の選定基準である下記３点のポイントに基づき、体

③体制に関する助言

・将来ビジョンの実現に寄与する包括的かつ戦略的な取組となっ
ているか。

・自立的・自律的なモデルが構築される見込はあるか。
・自らが責任を持って取り組む意思はあるか。

特に、５年後以上の中長期的ビジョンを踏まえつつ、今後１～５
年後の取組をより充実させるような助言を実施（目標、目的をよ

り明確にすること、より効果的な取組の追加など）。

a.包括性・戦略性
b.事業性・熟度

c.本気度

②取組内容に関する助言

・市民の目線で「暮らしたいまち」「活力あるまち」と感じるこ
とができるか。

・都市・地域の自然的社会的条件の特徴を踏まえているか。
・コンセプトの実現に向けた環境・超高齢化対応等に関する課

題・目標が適切に設定され、その課題の解決と目標達成の過程で
環境価値、社会的価値、経済的価値が総合的に創造され続ける

か。

a.魅力度
b.必然性

c.適切な課題・目
標設定と価値創造

性
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１．環境、高齢化、その他にわたる幅広い取り組みのシナジーを確保するためには、
幅広いステークホルダーを巻き込むための仕掛けを構築する必要がある。そのため
に、町内体制について横断的な体制を構築し、分野横断的議論を活性化する具体
的工夫を書き込むべきではないか。

１．推進体制について、役場内の横断的な体制を構築するほか、町内外
のステークホルダーを巻き込んで取組をすすめる体制を構築したところ
であり、計画に盛り込みます。

１．環境、高齢化、その他にわたる幅広い取り組みのシナジーを確保するた
めには、幅広いステークホルダーを巻き込むための仕掛けを構築する必要
がある。そのために、町内体制について横断的な体制を構築し、分野横断的
議論を活性化する具体的工夫を書き込むべきではないか。また、前提として
下川町における比較的コンパクトな居住状況の特質について触れるべきで
はないか

環境未来都市推進条例の制定により、幅広いステークホルダーを巻き込むための
仕掛けとして町内外の関係者で構成する環境未来都市しもかわ推進会議を設けま
した。また、既存の全部局にまたがる環境未来都市推進本部を設置しました。
居住状況については、現状分析に特質を記載しました。

２．計画書53頁にあるプロジェクトマネージャーの権限、計画52頁にある外部との
ネットワーク構築担当職員の在り方、外部からの人材確保が鍵になるのではない
か。プロジェクトマネージャーにはどの範囲の権限を与えるのかを具体化する必要
があるのではないか。

２．プロジェクトマネージャーの権限等については出来る限り具体的に記
載する方針です。

２．計画書53頁にあるプロジェクトマネージャーの権限、計画52頁にある外部
とのネットワーク構築担当職員の在り方、外部からの人材確保が鍵になるの
ではないか。プロジェクトマネージャーにはどの範囲の権限を与えるのか（既
存の関連部局との関係をどうするのか）を具体化する必要があるのではない

環境未来都市推進条例の制定により、既存の全部局にまたがる環境未来都市推進
本部を設置したところであり、各課長職が本部員となり、本部長が環境未来都市推
進に係る総括と指揮監督権限を持つこととしました。

３．多分野にまたがる様々な施策、事業をどのような順序で展開していくのか、ま
た、そのような順序で展開していくことによって、どのようなシナジーが確保されるの
かといった、今後の全体的な移行プロセスマネジメントについて検討すべきではない
か。

３．計画策定におけるスケジュール、取組内容個票において明確にする
方針です。

３．多分野にまたがる様々な施策、事業をどのような順序で展開していくの
か、また、そのような順序で展開していくことによって、どのようなシナジーが
確保されるのかといった、今後の全体的な移行プロセスマネジメントについ
て検討すべきではないか。森林を多様な要素をつなぐカギとしてどのように

計画策定におけるスケジュール、取組内容個票において明確にしました。特に、森
林文化の創造を含む森林総合産業をエネルギー自給による低炭素社会の構築と地
域内経済循環の拡大、健康づくり等高齢化に対応する社会づくりへと繋げることとし
ています。

４．今後の計画、事業の進展に応じて、外部からの意見を聞き、随時計画を変更す
る柔軟なシステムを構築するべきではないか。

４．推進体制について、自律的にＰＤＣＡサイクルをまわしていける仕組
みを構築したところであり、計画に盛り込みます。

４．今後の計画、事業の進展に応じて、外部からの意見を聞き、随時計画を
変更する柔軟なシステムを構築するべきではないか。 推進体制において、環境未来都市しもかわ評議委員会を設け、外部からの意見も取

り入れつつ自律的にPDCAサイクルをまわしていける仕組みとしました。

５．小規模自治体のモデルとなるためには、「知の拠点」等も活かしつつ、小規模自
治体における人材育成のメカニズムを明示的に埋め込むべきではないか。

５．知の拠点となる研究開発・教育研修・インキュベーション機関「しもか
わフォレストセンター」（仮）の取組の具体化を図る中で検討する方針で
す

５．小規模自治体のモデルとなるためには、「知の拠点」等も活かしつつ、小
規模自治体における人材育成のメカニズムを明示的に埋め込むべきではな
いか

知の拠点となる研究開発・教育研修・インキュベーション機関の役割として取組内容
概要に人材育成について明示しました。

環境未来都市の選定基準である下記３点のポイントに基づき、体
制の明確化・具体化のための助言を実施。
・実行ある取組を継続的に実施することができる実施主体となっ
ているか。
・環境未来都市全体の経営的なマネジメントと各プロジェクトの
進捗管理的なマネジメントを共に実施できるか。
・国内外の都市間連携・ネットワークを有効に活用し、自らの取
組の更なる高度化、創出した成功事例の普及展開の加速化を実現
できるか。

特に、実効性のある執行体制・強力なガバナンス体制の確認、プ
ロジェクト管理を行う場の設置の確認、都市間連携の具体的内容
を確認し、助言する。

a.実効性・熟度
b.プロジェクトマネ
ジメントの着実な
実施
c.都市間連携・ネッ
トワークの有効活
用
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（様式４）
●計画の更なる明確化・具体化に向けた助言 

環境未来都市名　柏市

計画の更なる具体化・明確化に向けた助言（案） 助言（案）に対する選定都市の見解
左記を踏まえた、計画の更なる明確化・具体化に向けた助言の内容
（今後、現地支援における追加的助言を追加）

助言への各選定都市の対応状況

●環境関係 ●環境関係 ●環境関係 ●環境関係

　１．市民目線でわくわくできる目標の選定・表し方ができないか。 　１．柏の葉キャンパスが目指す街は、省エネ住宅や省エネビルの集合体
ではない。この街に集う全ての人々のサスティナブルな暮らしをサポートす
るために、環境問題への多彩なアプローチや生活提案、災害対応等を視野
に入れた地域コミュニティの創造にも取り組む予定。上記の方針を前提に、
市民目線の目標選定、表現を検討したい。

１．市民目線でわくわくできる目標の選定・表し方ができないか。 　１．柏の葉キャンパスが目指す街は、省エネ住宅や省エネビルの集合体
ではない。この街に集う全ての人々のサスティナブルな暮らしをサポートす
るために、環境問題への多彩なアプローチや生活提案、災害対応等を視野
に入れた地域コミュニティの創造にも取り組む予定。上記の方針を前提に、
市民目線の目標選定、表現を検討したい。

２．駅周辺では、ＮＡＳ電池や太陽光パネルの装備、電力の蓄電状況に応じ
たエンジニアリング、エネルギーのプライオリティ、市民の動き方も含めた、
綿密な防災計画をつくっていただきたい。さらに、それを市レベルにスケー
ルアップし、市単位でエネルギーのデータを蓄積するシステムどうデザイン
するか、その部分のノウハウを期待する。

２．第１ステップとして駅周辺でＡＥＭＳ（エリアエネルギー管理システム）を
構築することにより、駅周辺のエネルギー需給状況を把握した防災対応が
可能となる。さらに駅周辺の地権者で構成された「駅前街づくり協議会」が、
非常時のライフライン設備に関して地域全体で情報共有することにより、プ
ライオリティを考慮した非常時の配電計画の策定を行う予定である。この柏
の葉キャンパス駅周辺の防災システム構築技術と地域防災協議会の運営
ノウハウをＵＤＣＫを通して対外情報発信することにより、柏市全域のみなら
ず、国内外に広く展開していく予定。

●高齢化関係 ●高齢化関係 ●高齢化関係 ●高齢化関係
　１．環境未来都市の提案としては、スケールが小さく、魅力度に欠ける。２
つの取り組みのそれぞれに新たなアイディアを導入して構想を膨らますとよ
い。

　１．包括的予防拠点については、規制緩和を求めていること自体からわか
るとおり、運動器リハビリ、栄養サポート、口腔ケアの３点を包括的に提供す
る介護予防拠点であること、かつ医療機関でない組織が医師と連携して運
営することに事業の新規性があると認識している。また、ケアステーションご
とに医師を置く必要がないことから、限られた医師の数で、多くのケアステー
ションを運営することができ、柏市全域に展開できれば地域に根ざしたケア
サービスの提供が可能となる。さらにはケアステーションを核として、例えば
健康料理教室や屋外運動プログラムなど、従来のケアサービスの枠を超え
た様々なサービスプロラムと連携することによって、疾病予防・健康増進プ
ログラムに市民が楽しみながら参加できるよう検討していきたい。

　１．環境未来都市の提案としては、スケールが小さく、魅力度に欠ける。２
つの取り組みのそれぞれに新たなアイディアを導入して構想を膨らますとよ
い。
（豊四季台より柏の葉は住民の年齢層が若いので、健康維持・増進に主眼
をおく柏の葉モデルのコンセプトの明確化と魅力的なプログラムの提案を期
待する。介護予防や予防というキーワードでは若い世代は惹きつけられな
い。ストーリーが必要。）

　１．包括的予防拠点については、規制緩和を求めていること自体からわか
るとおり、運動器リハビリ、栄養サポート、口腔ケアの３点を包括的に提供す
る介護予防拠点であること、かつ医療機関でない組織が医師と連携して運
営することに事業の新規性があると認識している。また、ケアステーションご
とに医師を置く必要がないことから、限られた医師の数で、多くのケアステー
ションを運営することができ、柏市全域に展開できれば地域に根ざしたケア
サービスの提供が可能となる。さらにはケアステーションを核として、例えば
健康料理教室や屋外運動プログラムなど、従来のケアサービスの枠を超え
た様々なサービスプロラムと連携することによって、疾病予防・健康増進プ
ログラムに市民が楽しみながら参加できるよう検討していきたい。

　２．元気高齢者の生きがい創出の提案には新規性がみられない。「市民健
康サポーター」は多くの自治体（近くでは市川市）で同様の取り組みがかなり
以前から行われている。ソーシャルビジネスも同様である。新たな切り口の
提案を期待する。

　２．市民健康サポーターについても、包括的予防拠点と連携し、その運営
をサポートすることにより、市民健康サポーター自身が、要介護に至るプロ
セスと予防策を習得することで、結果的に自らの介護予防にも役立てられる
という点、ソーシャルビジネスの専門性を高めるために学習するという点
は、自らのための介護予防学習に消極的な層を巻き込む上でユニークなア
プローチであると考える。

　２．元気高齢者の生きがい創出の提案には新規性がみられない。「市民健
康サポーター」は多くの自治体（近くでは市川市）で同様の取り組みがかなり
以前から行われている。ソーシャルビジネスも同様である。新たな切り口の
提案を期待する。
（上記のコメントに引き続き対応していただきたい）

２．市民健康サポーターについても、包括的予防拠点と連携し、その運営を
サポートすることにより、市民健康サポーター自身が、要介護に至るプロセ
スと予防策を習得することで、結果的に自らの介護予防にも役立てられると
いう点、ソーシャルビジネスの専門性を高めるために学習するという点は、
自らのための介護予防学習に消極的な層を巻き込む上でユニークなアプ
ローチであると考える。

a.魅力度
b.必然性
c.適切な課題・
目標設定と価値
創造性

・市民の目線で「暮らしたいまち」
「活力あるまち」と感じることがで
きるか。
・都市・地域の自然的社会的条件の
特徴を踏まえているか。
・コンセプトの実現に向けた環境・
超高齢化対応等に関する課題・目標
が適切に設定され、その課題の解決
と目標達成の過程で環境価値、社会
的価値、経済的価値が総合的に創造
され続けるか。

３．一番欠けているのが「柏の葉モデル」としての新しいコンセプト、切り口で
ある。柏の葉では、千葉大学に蓄積・伝統がある「生活の中での予防」とい
う観点を中心に、わくわくするような、住みたくなるような新しいコンセプトを
出していただきたい。柏の葉住民は若い世代が多いので、いわゆる「介護予
防」ではないセンスのある打ち出しがほしい。

２．千葉大では、今後、環境健康フィールド科学センターも通じて、植物と予
防医学をミックスさせた新たな展開ができないか考えている。
今回の提案は単にリハビリステーションつくろうというのではなく、農とつな
がる食イベントをやったり、データを蓄積するような、まちの健康のキース
テーションをつくろうということである。医科歯科連携も実現した街全体の
キーステーションをつくり、これを市民浸透させることで日本中の予防行為を
変える力になっていく可能性がある。
健康関連の民間企業のノウハウも活用し、高齢者だけでなく広い世代を対
象として、疾病予防や健康増進に軸足をおいた新たな視点での取り組みを
打ち出していく予定。千葉大学の予防医学の知をベースとしながら、市民に
とってわかりやすく、参加してみたいと思うようなコンセプトと具体的取組に
なるよう工夫をし、柏の葉モデルとして発信していきたい。

①将来ビジョンに関する助言
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●マネジメント関係 ●マネジメント関係 ●マネジメント関係 ●マネジメント関係

２．柏の弱いところは文化。住みたいまちにするためには成熟したまちの要
素として文化は重要。アートを何らかの形で入れていった方が良い。デザイ
ンすることで、まちの文化醸成のスピードが速くなることに挑戦できないか。

３．ＵＤＣＫの中にもアート担当ディレクターがおり、音楽やスポーツやアート
取組みはしている。月に一度のマルシェやピノキオ等も通じて、地域のブラ
ンドまでもっていくような展開を目指したい。

計画の更なる具体化・明確化に向けた助言（案） 助言（案）に対する選定都市の見解
左記を踏まえた、計画の更なる明確化・具体化に向けた助言の内容
（今後、現地支援における追加的助言を追加）

助言への各選定都市の対応状況

●環境関係 ●環境関係 ●環境関係 ●環境関係

　１．エネルギー管理・節電ナビゲーションの実施にあたり、対象者のプライ
バシーに十分配慮しながらも、分析に必要十分な情報を取得し、どのような
個別対策が有効なのか、調査研究を通じて常に改善策を模索するプロセス
が必要である。また、見える化だけでは効果は限られるので、料金システム
を含め、様々なインセンティブ・ディスインセンティブシステムの検討を行って
ほしい。

　１．2009年から定期的に「CO2見える化プロジェクト」として、柏市内にお住
まいの方を対象に、『家庭内のCO2削減量を「環境価値」とし、第三者機関
（柏の葉エコまち推進協議会）の認証を受けホワイト証書を発行し、地域の
商業施設などで利用可能なエコポイントとして還元するプログラム』を実施し
ている。国内において、3年前から住民の調査データを蓄積している例はな
いので、そのデータを活かし、改善プログラムを提供していきたい。

　１．エネルギー管理・節電ナビゲーションの実施にあたり、対象者のプライ
バシーに十分配慮しながらも、分析に必要十分な情報を取得し、どのような
個別対策が有効なのか、調査研究を通じて常に改善策を模索するプロセス
が必要である。また、見える化だけでは効果は限られるので、料金システム
を含め、様々なインセンティブ・ディスインセンティブシステムの検討を行って
ほしい。

１．2009年から定期的に「CO2見える化プロジェクト」として、柏市内にお住ま
いの方を対象に、『家庭内のCO2削減量を「環境価値」とし、第三者機関（柏
の葉エコまち推進協議会）の認証を受けホワイト証書を発行し、地域の商業
施設などで利用可能なエコポイントとして還元するプログラム』を実施してい
る。国内において、3年前から住民の調査データを蓄積している例はないの
で、そのデータを活かし、改善プログラムを提供していきたい。

　２．太陽光だけでなく、太陽熱ほかの再生可能エネルギーの可能性につい
て精査したうえでの、太陽光の導入の必要性について示してほしい。

　２．柏の葉エリアでは、太陽光発電以外にも、太陽熱利用、風力発電、温
泉熱利用、生ゴミバイオガス発電、排熱利用・複合型コジェネレーションなど
多様再生可能・未利用エネルギーを採用し、さらに次世代交通システム、資
源循環等の整備を実施し、エネルギーのネットワーク化や最適制御を行う
予定。
太陽光を含め、再生可能エネルギーの導入にあたり、電気の変換効率や電
気の使用用途に応じて適材適所の配置を検討した結果の計画を策定してい

　２．太陽光だけでなく、太陽熱ほかの再生可能エネルギーの可能性につい
て精査したうえでの、太陽光の導入の必要性について示してほしい。

２．柏の葉エリアでは、太陽光発電以外にも、太陽熱利用、風力発電、温泉
熱利用、生ゴミバイオガス発電、排熱利用・複合型コジェネレーションなど多
様再生可能・未利用エネルギーを採用し、さらに次世代交通システム、資源
循環等の整備を実施し、エネルギーのネットワーク化や最適制御を行う予
定。
太陽光を含め、再生可能エネルギーの導入にあたり、電気の変換効率や電
気の使用用途に応じて適材適所の配置を検討した結果の計画を策定してい

３．外から多くの資源を投入していて、モノのバランスとして循環していなけ
れば他に適用できない。例えば農業も含めたエネルギーや物質の収支、人
の交流などの研究を通じて、自然との調和と産業の活性化を図るアジア型
のモデルが出てくると「日本はすごい」と思われるのではないか。

３．駅周辺の都市的環境と郊外の自然環境が隣接しているのが柏の葉の特
徴でもあるので、今後、「農」あるライフスタイルや都市型農業振興の視点を
取り入れてた取り組みを具体化することを検討する。

４．既存住民への説明の仕方や、周辺エリアへの展開スケジュール感が見
えない。

４．まず柏の葉がモデルとなって、規制緩和と駅前地区での集中的な低炭
素化施策をスピード感を持って実証的に実行する。そのうえで、既存住民の
参加メリットを検証しながら既存住民への展開を検討していきたい。
そういう周辺エリアへの展開スケジュール感を計画書の中に入れておく。

　１．「目指すべき将来像」の冒頭に記述しているように、「高齢者から次世
代を担う若者、あるいは自由な発想を持つ子供まで、地域のために何かし
たいという思いを抱える誰もがまちづくりに参画できる、クリエイティブな新し
い社会システム」の構築が、柏の葉の取り組みの目指すところである
「環境未来都市」づくりに市民を巻き込んでいくためには、基本的な課題認
識を広い市民で共有すること、やる気のある市民が活動に係る機会（チャン
ネル）を広く提供すること、そして意欲のある市民自らの活動を応援すること
が必要である。既に、ＵＤＣＫを拠点にこれらの取り組みを5年間積み重ねて
きており、「千葉大学カレッジリンクプログラム」「まちのクラブ活動」など、市
民への様々な情報発信と身近でかつ具体的な市民活動も増えつつある。こ
れらの取り組みにおいては、市民と行政、企業との協働・連携を支援するＮ
ＰＯの参画を得て進めているほか、地域課題を地域自らで話し合い解決して
いくための組織として、住民と立地企業などからなる駅前まちづくり協議会も
昨年設立されている。新しい都市づくりに向け、公民学連携のネットワークを
市内各地域へ展開し、得られた成果の導入を図るとともに、市民の主体的
な参加を促進していきたいと考えている。
創業育成を推進するＴＸアントレプレナーパートナーズについては、企業によ
るスポンサーシップは得ているものの、構成するエンジェル会員及びサポー
ト会員は全て「個人」であり、柏を含むつくばエクスプレス沿線エリアの地域
の人々が、「地域を元気にしたい」という思い１つで、ボランティアにも関わら
ず多数ご参加いただき、積極的にベンチャー企業支援に携わって頂いてい
る。
また、アジア・アントレプレナーシップ・アワードの開催においては、ＴＸ各駅
や車内に広告を出すなどして沿線地域の盛り上げを試みており、開催年を
重ねるごとに、地域でつくりあげるアワードとして醸成させていきたい。

②取組内容に関する助言

　１．「目指すべき将来像」の冒頭に記述しているように、「高齢者から次世
代を担う若者、あるいは自由な発想を持つ子供まで、地域のために何かし
たいという思いを抱える誰もがまちづくりに参画できる、クリエイティブな新し
い社会システム」の構築が、柏の葉の取り組みの目指すところである
「環境未来都市」づくりに市民を巻き込んでいくためには、基本的な課題認
識を広い市民で共有すること、やる気のある市民が活動に係る機会（チャン
ネル）を広く提供すること、そして意欲のある市民自らの活動を応援すること
が必要である。既に、ＵＤＣＫを拠点にこれらの取り組みを5年間積み重ねて
きており、「千葉大学カレッジリンクプログラム」「まちのクラブ活動」など、市
民への様々な情報発信と身近でかつ具体的な市民活動も増えつつある。こ
れらの取り組みにおいては、市民と行政、企業との協働・連携を支援するＮ
ＰＯの参画を得て進めているほか、地域課題を地域自らで話し合い解決して
いくための組織として、住民と立地企業などからなる駅前まちづくり協議会も
昨年設立されている。新しい都市づくりに向け、公民学連携のネットワークを
市内各地域へ展開し、得られた成果の導入を図るとともに、市民の主体的
な参加を促進していきたいと考えている。
創業育成を推進するＴＸアントレプレナーパートナーズについては、企業によ
るスポンサーシップは得ているものの、構成するエンジェル会員及びサポー
ト会員は全て「個人」であり、柏を含むつくばエクスプレス沿線エリアの地域
の人々が、「地域を元気にしたい」という思い１つで、ボランティアにも関わら
ず多数ご参加いただき、積極的にベンチャー企業支援に携わって頂いてい
る。
また、アジア・アントレプレナーシップ・アワードの開催においては、ＴＸ各駅
や車内に広告を出すなどして沿線地域の盛り上げを試みており、開催年を
重ねるごとに、地域でつくりあげるアワードとして醸成させていきたい。

1. 市民全体のヴィジョンへ
企業や大学等の組織がパワフルに計画・活動していることから、「市民」とし
ては受け身で待っていてもいいようなイメージがある。産学に関するところで
は変化がよく見えるが、それ以外のエリアでも市民が環境未来都市を自分
たちの手でも作って行くのだということが見える将来ヴィジョンの説明がある
とよい。

1. 市民全体のヴィジョンへ
企業や大学等の組織がパワフルに計画・活動していることから、「市民」とし
ては受け身で待っていてもいいようなイメージがある。産学に関するところで
は変化がよく見えるが、それ以外のエリアでも市民が環境未来都市を自分
たちの手でも作って行くのだということが見える将来ヴィジョンの説明がある
とよい。
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●高齢化関係 ●高齢化関係 ●高齢化関係
　１．どちらの課題についても、当初から長期的な事業性を考慮して計画を
作成ていいただきたい。

　１．包括的予防拠点については、モデル事業所の運営予定者とは既に運
営方針を確認し、平成２６年４月の開業を目指して事業化検討の段階に入っ
ており、中長期的にみれば市場性もあり、事業性は十分あると判断してい
る。
　元気高齢者によるソーシャルビジネスは、年金その他で一定の生活資金
を得ている高齢者が、自らの経験や市民健康サポーターとして獲得した専
門スキルを活かして、比較的安い対価でサービスを提供するものである。
従って、スキルアップの機会提供などインセンティブを工夫することによっ
て、多くの元気高齢者を参画させることさえできれば、事業自体のリスクは
小さく、継続性を十分有していると考えられる。むしろ、今後固めなければな
らないのは、そのソーシャルビジネスを支援する仕組み、ニーズとサービス
のマッチングや受付などのバックオフィス機能を持つプラットフォームの事業

１．どちらの課題についても、当初から長期的な事業性を考慮して計画を作
成ていいただきたい。
 環境未来都市は、単に、他都市の事業やプログラムの2号店を出すことを
求めていない。理念に沿った新たな切り口で計画の具体化を進めていただ
きたい。また、千葉大の予防研究やカレッジリンクの知見と経験は貴重な資
源と思われる。

１．包括的予防拠点については、モデル事業所の運営予定者とは既に運営
方針を確認し、平成２６年４月の開業を目指して事業化検討の段階に入って
おり、中長期的にみれば市場性もあり、事業性は十分あると判断している。
　元気高齢者によるソーシャルビジネスは、年金その他で一定の生活資金
を得ている高齢者が、自らの経験や市民健康サポーターとして獲得した専
門スキルを活かして、比較的安い対価でサービスを提供するものである。
従って、スキルアップの機会提供などインセンティブを工夫することによっ
て、多くの元気高齢者を参画させることさえできれば、事業自体のリスクは
小さく、継続性を十分有していると考えられる。むしろ、今後固めなければな
らないのは、そのソーシャルビジネスを支援する仕組み、ニーズとサービス
のマッチングや受付などのバックオフィス機能を持つプラットフォームの事業
性であり、そのビジネスモデルの構築を急ぐ。

２．ソーシャルビジネスは事業化が課題。こうやれば市民がやってみたいと
思えて事業性もあるというような、新しい切り口、工夫が必要。企業の力もう
まく取り入れた新しい形のソーシャルビジネスのモデル開発も期待したい。

３．今回取り組もうとしているソーシャルビジネスは、企業が協賛するメリット
感じられるような形で、特定の人ではなく大勢の意思のある人が頑張れる仕
組みを考えている。協賛企業のメリットも取り込んだ支援システムの構築に
よって、継続可能なソーシャルビジネスの仕組みを開発していきたい。

３. 「介護予防」などの言葉を使っていては市民に響かない。言葉のセンスを
良くできないか。

●マネジメント関係 ●マネジメント関係 ●マネジメント関係
1. 各取組の全体的統合性の強化
それぞれの取組は戦略的あるが、全体の統合性の説明があるとわかりや
すい。つまり、それぞれの企業や組織がやりたいことをやっている、と見られ
るのではなく、これだけのことをやるからこそ、環境未来都市としての成功事
例となる、という説明が必要とされる。

　１．プロジェクトによっては、行政ばかりでなく、学がリーダーシップを取るこ
とがよいものもあれば、民がリーダーシップを取るのがよいものもあると考え
ている。公民学連携の中においては、各関係機関の強みや個性を上手く活
かして、「連携」や「調整」が逆に個性を潰すようなことが起きないよう心が
け、但しすべてのプロジェクトにおいて情報共有や意見交換は欠かさない、
とすることが、適材適所を活かし最善解・最大解を導き出す「Co-creation」
の方法であると考えている。
「柏の葉国際キャンパスタウン構想」という骨太な共有ビジョンと、「柏の葉
アーバンデザインセンター（ＵＤＣＫ）」という連携推進拠点があることによっ
て、こうした公民学のフラットかつ柔軟な連携が多岐の分野にわたって実現
していることこそ、成功事例を目指す柏の葉のまちづくりの強みである。今
回提案した取組みはすべて「柏の葉国際キャンパスタウン構想」に紐づけら
れるものであり、今回提案に入れていない取組みも多岐にわたって推進して
いる。それぞれの企業や組織がやりたいことをやっているのではなく、この
構想に基づき大きな方向性をゆるやかに共有しつつ進めることで、「まちづく
りを通じて新たな産業・文化・知」を創りだす「国際キャンパスタウン」の形成
を目指している。

1. 各取組の全体的統合性の強化
それぞれの取組は戦略的あるが、全体の統合性の説明があるとわかりや
すい。つまり、それぞれの企業や組織がやりたいことをやっている、と見られ
るのではなく、これだけのことをやるからこそ、環境未来都市としての成功事
例となる、という説明が必要とされる。

　１．プロジェクトによっては、行政ばかりでなく、学がリーダーシップを取るこ
とがよいものもあれば、民がリーダーシップを取るのがよいものもあると考え
ている。公民学連携の中においては、各関係機関の強みや個性を上手く活
かして、「連携」や「調整」が逆に個性を潰すようなことが起きないよう心が
け、但しすべてのプロジェクトにおいて情報共有や意見交換は欠かさない、
とすることが、適材適所を活かし最善解・最大解を導き出す「Co-creation」
の方法であると考えている。
「柏の葉国際キャンパスタウン構想」という骨太な共有ビジョンと、「柏の葉
アーバンデザインセンター（ＵＤＣＫ）」という連携推進拠点があることによっ
て、こうした公民学のフラットかつ柔軟な連携が多岐の分野にわたって実現
していることこそ、成功事例を目指す柏の葉のまちづくりの強みである。今
回提案した取組みはすべて「柏の葉国際キャンパスタウン構想」に紐づけら
れるものであり、今回提案に入れていない取組みも多岐にわたって推進して
いる。それぞれの企業や組織がやりたいことをやっているのではなく、この
構想に基づき大きな方向性をゆるやかに共有しつつ進めることで、「まちづく
りを通じて新たな産業・文化・知」を創りだす「国際キャンパスタウン」の形成
を目指している。

2. 子どもたちの教育についての取組
将来ヴィジョンには「柏の葉キャンパスで育つ子どもたちは〜理論構築や
ディスカッション能力の教育を小さい頃から徹底して受け〜」と書かれてお
り、ぜひ、そうなって欲しいと思うが、これについての本格的な取組が見当た
らない。どうやったら「自立心が強く国際的視野を持った豊かな人材」とでき
るのか、その戦略と取組案を入れて欲しい。

3. 創業支援プログラム
日本では初の取組でも、アジア全体を見渡すと韓国をはじめ、すでにスター
トしている国や地域がある。世界の中、そしてアジア内でのこの取組の差別
化や優位性を知りたい。また、アジアベンチャーアワードの価値や意義を、
どのように盛り上げ、築いていくかの説明もあると良い。

　３．この取組自体が世界に突出するわけではなく、あくまで創業育成に関
するインフラ整備、文化醸成のためであり、この点では日本は世界に大きく
出遅れている状態にある。
突出すべきは、これらの取組により促進される、日本の技術・研究開発力の
ビジネスとしての成就であり、特にこの分野の集積地である秋葉原とつくば
を結ぶＴＸ沿線を背景として、公民学連携ネットワークによる人、もの、情報
が交流する柏の葉で展開するという点において、世界的に見ても大きな優
位性を秘めていると考えられる。
アジア・アントレプレナーシップ・アワードは、上述の日本の技術・研究開発
力を要に、創業育成においても早急に環境整備を進めつつ、アジアの各関
係機関との連携や情報共有をコアとなって進めることで、アジアにおける技
術系ベンチャーのリーダーシップを得る１つの象徴となることを目指してい
る。

3. 創業支援プログラム
日本では初の取組でも、アジア全体を見渡すと韓国をはじめ、すでにスター
トしている国や地域がある。世界の中、そしてアジア内でのこの取組の差別
化や優位性を知りたい。また、アジアベンチャーアワードの価値や意義を、
どのように盛り上げ、築いていくかの説明もあると良い。また、この柏の葉の
価値が確立するまでの間、いかに将来の創業希望者をこの地域に魅力を感
じさせることができるかの、マーケティングストラテジーやインセンティブを明
確化する必要もある。

　３．この取組自体が世界に突出するわけではなく、あくまで創業育成に関
するインフラ整備、文化醸成のためであり、この点では日本は世界に大きく
出遅れている状態にある。
突出すべきは、これらの取組により促進される、日本の技術・研究開発力の
ビジネスとしての成就であり、特にこの分野の集積地である秋葉原とつくば
を結ぶＴＸ沿線を背景として、公民学連携ネットワークによる人、もの、情報
が交流する柏の葉で展開するという点において、世界的に見ても大きな優
位性を秘めていると考えられる。
アジア・アントレプレナーシップ・アワードは、上述の日本の技術・研究開発
力を要に、創業育成においても早急に環境整備を進めつつ、アジアの各関
係機関との連携や情報共有をコアとなって進めることで、アジアにおける技
術系ベンチャーのリーダーシップを得る１つの象徴となることを目指してい
る。

2. 子どもたちの教育についての取組
将来ヴィジョンには「柏の葉キャンパスで育つ子どもたちは〜理論構築や
ディスカッション能力の教育を小さい頃から徹底して受け〜」と書かれてお
り、ぜひ、そうなって欲しいと思うが、これについての本格的な取組が見当た
らない。どうやったら「自立心が強く国際的視野を持った豊かな人材」とでき
るのか、その戦略と取組案を入れて欲しい。
特に、柏の子どもたちは世界と日本をつなげることができるコネクターになる
ことを実現させるためにも、何割の子どもたちが英語で教育を受け、国際的
に活躍するようにすると、柏の葉プロジェクトが世界へ、そして将来へと繋
がっていく絵が描ける。例えば、すでに検討が始められているという、イン
ターナショナルスクールをいくつかつくるなどと言った点もぜひ実現に向けて
動き出してほしい。

２．国際的人材の教育に関しては、現在具体的なプロジェクトの模索をして
いるところである。子供たちの教育については、アートを通じて感性を養い
社会とのつながりを学ぶ取組み「ピノキオプロジェクト」や、東京大学の大学
院生が中心に開催している「サイエンスカフェ」などを既に実施している。4月
には地域内に新設となる「柏の葉小学校」が開校されるが、「柏の葉国際
キャンパスタウン構想に即した新しい小学校『柏の葉スクール』を目指す」と
して、「地域にやさしい」「地球にやさしい」小学校を基本コンセプトとしている
ほか，教育方針として特に「科学教育」「外国語教育」を掲げているところで
ある。地域による教育として、改めてどのような連携方法があり得るのか、
役割分担があり得るのか、検討を進めるなかで、具体的な取組みについて
も検討していきたい。

２．国際的人材の教育に関しては、現在具体的なプロジェクトの模索をして
いるところである。子供たちの教育については、アートを通じて感性を養い
社会とのつながりを学ぶ取組み「ピノキオプロジェクト」や、東京大学の大学
院生が中心に開催している「サイエンスカフェ」などを既に実施している。4月
には地域内に新設となる「柏の葉小学校」が開校されるが、「柏の葉国際
キャンパスタウン構想に即した新しい小学校『柏の葉スクール』を目指す」と
して、「地域にやさしい」「地球にやさしい」小学校を基本コンセプトとしている
ほか，教育方針として特に「科学教育」「外国語教育」を掲げているところで
ある。地域による教育として、改めてどのような連携方法があり得るのか、
役割分担があり得るのか、検討を進めるなかで、具体的な取組みについて
も検討していきたい。
今年の4月にオープンする小学校とも今後連携を考えていきたい。これとは
別にＵＤＣＫで国際教育部会をつくって、インターナショナルスクールの誘致
等について調査・検討している。

a.包括性・戦略
性
b.事業性・熟度
c.本気度

・将来ビジョンの実現に寄与する包
括的かつ戦略的な取組となっている
か。
・自立的・自律的なモデルが構築さ
れる見込はあるか。
・自らが責任を持って取り組む意思
はあるか。

特に、５年後以上の中長期的ビジョ
ンを踏まえつつ、今後１～５年後の
取組をより充実させるような助言を
実施（目標、目的をより明確にする
こと、より効果的な取組の追加な
ど）。
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４．個人がサポートするのは重要だが、日本人の個人資産レベルはアメリカ
とは違う。アメリカでは7割の起業家が自信を持っているが、日本で聞くと1割
にみたない。そういう状況にならないよう、もうちょっと仕組みを考え直した方
が良いのではないか。
市場の小さい日本ではなく、最初からアメリカやインドなどに行った方が良い
のでは。海外に最初から進出するような取組みも考えるべき。

４．ＴＥＰはアドバイザリーボードの中で産総研など、多面的な支援体制をつ
くっており、スタートアップ企業の成長を組織で支える独自の体制を構築して
いる。
ベンチャー企業のグローバル展開という側面でも、ＴＥＰはロサンジェルスに
も拠点があり、アメリカ在住のエンジェルもいる。ＴＥＰ会員ベンチャー企業の
アメリカやシンガポールでのプレゼン参加も推進するなど、戦略的に海外展
開はかなり意識しながらやっている。

●マネジメント関係 ●マネジメント関係 ●マネジメント関係
１．様々な取組み・主体相互のコミュニケーションや情報整理をどのように
行っていくのか。イノベーションを生むためにも、開かれた情報交流の仕組
みをつくることが重要。
大学や市の人、企業の人が集まる確率をあげるような場、クリエイティブな
オープンスペースがあると良い。

１．事業１４「ローカルルールに基づく道路等の区域の柔軟な維持管理」を加
筆・修正し、道路を含む駅周辺区域において、クリエイティブな交流環境を
創り出すという視点を強化した。

計画の更なる具体化・明確化に向けた助言（案） 助言（案）に対する選定都市の見解
左記を踏まえた、計画の更なる明確化・具体化に向けた助言の内容
（今後、現地支援における追加的助言を追加）

助言への各選定都市の対応状況

●環境関係 ●環境関係 ●環境関係 ●環境関係
　１．学術・ビジネスを中心としたプランニングのため、住民への積極的な関
与（電気が足りないときは止めることも含めた実験的な対応をお願いするな
ど）ができないのではないか、それによって需給一体となった挑戦にならな
いか、危惧される。

　１．本プロジェクトの最も特徴的かつ他のプロジェクト（世界的に見ても）と
の差別化要因として挙げられることは、多様なエネルギーを多様な用途（商
業施設、オフィス、賃貸住宅、ホテル、集合住宅）で効率的に運用していくこ
とである。供給サイドだけでなく、需要サイドの情報も随時把握することが可
能となる。集合住宅に関しては、電気使用量をコントロールすることは現実
的に困難であるが、積極的な啓蒙活動は行う予定。上記で記載したホワイト
証書プログラムを筆頭に、各建物管理会社および住民に対し、街や建物単
体の電気使用状況をお知らせすることに加え、電気が逼迫した場合は節電
の協力、節電に応じていただいた場合のインセンティブ情報、省エネ施策な
ど、定期的な情報発信を予定している。スマートフォン向けアプリも開発中。

　１．学術・ビジネスを中心としたプランニングのため、住民への積極的な関
与（電気が足りないときは止めることも含めた実験的な対応をお願いするな
ど）ができないのではないか、それによって需給一体となった挑戦にならな
いか、危惧される。

　１．本プロジェクトの最も特徴的かつ他のプロジェクト（世界的に見ても）と
の差別化要因として挙げられることは、多様なエネルギーを多様な用途（商
業施設、オフィス、賃貸住宅、ホテル、集合住宅）で効率的に運用していくこ
とである。供給サイドだけでなく、需要サイドの情報も随時把握することが可
能となる。集合住宅に関しては、電気使用量をコントロールすることは現実
的に困難であるが、積極的な啓蒙活動は行う予定。上記で記載したホワイト
証書プログラムを筆頭に、各建物管理会社および住民に対し、街や建物単
体の電気使用状況をお知らせすることに加え、電気が逼迫した場合は節電
の協力、節電に応じていただいた場合のインセンティブ情報、省エネ施策な
ど、定期的な情報発信を予定している。スマートフォン向けアプリも開発中。

２．成果を随時（一部はオンタイムで）「見える化」し、国内外からフィードバッ
クが得られるような、コミュニケーション広報体制を試みてほしい。それを元
に、国内外から様々なアイデアを受け入れ、編集し、柏内外で適用し、実験
し続けられる体制をどうすればできるか、検討してほしい。

　２．今年度から一部稼働しているAEMS見える化プログラムでは、街全体
（現在は駅前周辺5街区）の電気使用量をオンタイムで把握することができ
る。また住民向けに「柏の葉街エコSNS」を開設し、既にSNS内ではエコに関
する情報や知識共有、意見交換が活発に行われている。
また2014年春に竣工する148駅前街区・複合開発内（商業施設・オフィス・賃
貸住宅・ホテル）に設置する「柏の葉スマートセンター」ではオンタイムでの
電気使用量見える化はもちろん、気候に応じた棟間電気融通による最適マ
ネジメントを計画し、見せる化も予定している。現時点でもUDCKには年間
1,000人を超える見学者が国内外から訪れているため、148街区竣工時には
より多くの見学者が訪れることが予想され、情報発信する機会も増える。
AEMS構築体制を強化し、世界に展開できるモデルを創り上げたい。

２．成果を随時（一部はオンタイムで）「見える化」し、国内外からフィードバッ
クが得られるような、コミュニケーション広報体制を試みてほしい。それを元
に、国内外から様々なアイデアを受け入れ、編集し、柏内外で適用し、実験
し続けられる体制をどうすればできるか、検討してほしい。

　２．今年度から一部稼働しているAEMS見える化プログラムでは、街全体
（現在は駅前周辺5街区）の電気使用量をオンタイムで把握することができ
る。また住民向けに「柏の葉街エコSNS」を開設し、既にSNS内ではエコに関
する情報や知識共有、意見交換が活発に行われている。
また2014年春に竣工する148駅前街区・複合開発内（商業施設・オフィス・賃
貸住宅・ホテル）に設置する「柏の葉スマートセンター」ではオンタイムでの
電気使用量見える化はもちろん、気候に応じた棟間電気融通による最適マ
ネジメントを計画し、見せる化も予定している。現時点でもUDCKには年間
1,000人を超える見学者が国内外から訪れているため、148街区竣工時には
より多くの見学者が訪れることが予想され、情報発信する機会も増える。
AEMS構築体制を強化し、世界に展開できるモデルを創り上げたい。

２．街区間電気融通については、柏の葉が一つの突破口になって、同じよう
な課題を抱えているところと情報のやりとりをしていくことが大切

２．柏の葉の街区間電気融通の実現を通して、地域エネルギーマネジメント
を柏市全域あるいは全国へ展開するためのモデルを構築したいと考えてい
る。そのためには、スマートグリッド構築により地域レベルでのエネルギーマ
ネジメントを検討している他の環境未来都市選定地区とオープンな情報交
換を行いながら、推進していくことを検討する。

３．環境未来都市のなかで、柏は東大・千葉大があることが強みになる。学
術的知見を入れながら客観化しオモテに見える形で公表してこそ、モデルと
なる。その上で大学の役割が重要であるが、見えていない。

３．環境関連の個々取り組みについては東大・千葉大の研究室と連携して
行っているものもある。大学の学術的知見を包括的に環境未来都市の取り
組みに連携させていくための仕組み・態勢については現在検討中である。
環境関連のデータ解析の分野を中心に大学の役割を今後具体化していき
たい。

４．コストダウンしてアジアに展開していくようなストーリーを早めに示してい
ただきたい。

４．アジアを中心とした海外展開が有望なエネルギーインフラの分野につい
て、柏の葉では企業コンソーシアムがノウハウを出し合ってシステム構築し
ており、海外への展開についても、各国・各都市のニーズに応じたソリュー
ションを提供できるようなモデル構築を検討中である。

●高齢化関係
　当面の作業として：

●高齢化関係 ●高齢化関係
　当面の作業として：

　１．課題ごとにプロジェクト化する。 　１．課題ごとにプロジェクト化する。

　２．プロジェクトごとに、取り組みに参与する諸団体のメンバーからなる
ワーキンググループ（WG)を立ち上げる。

　２．プロジェクトごとに、取り組みに参与する諸団体のメンバーからなる
ワーキンググループ（WG)を立ち上げる。

　３．ビジョンをもってWGを束ねてプロジェクトを引っぱっていく実働部隊の統
括責任者（核となる方）をプロジェクトごとに早急に選んでお知らせいただき
たい。基本的に、推進ボード（高齢化担当）はその方を通じて、各プロジェク
トとの連携をはかる。

３．上記各プロジェクト間については、現在、柏市、大学、街づくり民間事業
者のコアメンバーで、その推進体制を協議している最中であり、今後、各取
り組み（ＷＧ）ごとの推進リーダーおよび各ＷＧを束ねて推進する統括推進
リーダーを、できる限り早期に関係者間で協議･確認した上で、推進ボードに
お伝えする。

　３．ビジョンをもってWGを束ねてプロジェクトを引っぱっていく実働部隊の統
括責任者（核となる方）をプロジェクトごとに早急に選んでお知らせいただき
たい。基本的に、推進ボード（高齢化担当）はその方を通じて、各プロジェク
トとの連携をはかる。

３．上記各プロジェクト間については、現在、柏市、大学、街づくり民間事業
者のコアメンバーで、その推進体制を協議している最中であり、今後、各取
り組み（ＷＧ）ごとの推進リーダーおよび各ＷＧを束ねて推進する統括推進
リーダーを、できる限り早期に関係者間で協議･確認した上で、推進ボードに
お伝えする。

４．同じ柏市内の豊四季台団地では後期高齢者層を対象とした在宅介護・
看護のモデルを構築しようとしているが、柏の葉では居住者層が比較的若
い世代なので、疾病予防とか介護予防を中心としたモデルになるのではな
いか。豊四季モデルと柏の葉モデルの２つのモデルが補完しあうような連携
を検討してほしい。

４．ターゲットとする年齢層が異なる豊四季台の取り組みと柏の葉での取り
組みを緩やかに連携することによって、柏市全域や全国各地の様々な年齢
層に対する健康長寿都市のモデル構築を目指したい。
柏の葉では比較的若い世代や元気高齢者を対象とした予防施策を優先的
に具体化することを検討していく。

a.実効性・熟度
b.プロジェクトマ
ネジメントの着

実な実施
c.都市間連携・
ネットワークの

有効活用

環境未来都市の選定基準である下記
３点のポイントに基づき、体制の明
確化・具体化のための助言を実施。
・実行ある取組を継続的に実施する
ことができる実施主体となっている

か。
・環境未来都市全体の経営的なマネ
ジメントと各プロジェクトの進捗管
理的なマネジメントを共に実施でき

るか。
・国内外の都市間連携・ネットワー
クを有効に活用し、自らの取組の更
なる高度化、創出した成功事例の普
及展開の加速化を実現できるか。

特に、実効性のある執行体制・強力
なガバナンス体制の確認、プロジェ
クト管理を行う場の設置の確認、都
市間連携の具体的内容を確認し、助

言する。

③体制に関する助言

　１．２．柏の葉地区では、包括的予防拠点（モデル事業所）の運営者、介護
予防プログラムの開発者、ソーシャルビジネスを支援するプラットフォームの
運営者は定まっており、それぞれが自立したプロジェクトとして動いており、
各プロジェクトの関係者（ＷＧ）間の連携を柏市、大学、民間事業者が協同し
てコーディネートしている。

　１．２．柏の葉地区では、包括的予防拠点（モデル事業所）の運営者、介護
予防プログラムの開発者、ソーシャルビジネスを支援するプラットフォームの
運営者は定まっており、それぞれが自立したプロジェクトとして動いており、
各プロジェクトの関係者（ＷＧ）間の連携を柏市、大学、民間事業者が協同し
てコーディネートしている。
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●マネジメント関係 ●マネジメント関係 ●マネジメント関係
1. 市民のオーナーシップ向上 1. 市民のオーナーシップ向上
a) 意思決定プロセスに、市民の声がどのように反映されるのかをより明確
にする。

a) 環境未来都市に係る全体の意思決定は、コンソーシアムで行うこととす
る。公民学連携の組織であるUDCKを中心とした会議体において、市民から
の意見も取り入れ、かつそれらの情報も市民へフィードバックしていく。ウェ
ブサイト上において、コンソーシアムの資料を公開し、随時市民に対して環
境未来都市の取組み内容を伝えるフォーラムを開催するほか、重要な事項
の決定にあたっては、パブリックコメントの実施についても検討する。これら
により、市民からの意見を個々の分科会あるいは全体のコンソーシアムに
おいて検討し、必要に応じて反映することとする。

a) 意思決定プロセスに、市民の声がどのように反映されるのかをより明確
にする。
また、市や大学が主となって住民とのコミュニケーションをしていくことも重要
である。

a) 環境未来都市に係る全体の意思決定は、コンソーシアムで行うこととす
る。公民学連携の組織であるUDCKを中心とした会議体において、市民から
の意見も取り入れ、かつそれらの情報も市民へフィードバックしていく。ウェ
ブサイト上において、コンソーシアムの資料を公開し、随時市民に対して環
境未来都市の取組み内容を伝えるフォーラムを開催するほか、重要な事項
の決定にあたっては、パブリックコメントの実施についても検討する。これら
により、市民からの意見を個々の分科会あるいは全体のコンソーシアムに
おいて検討し、必要に応じて反映することとする。

b) 「地域力ポイント制度」で、インセンティブは十分か？ b) ご指摘のとおり、地域力ポイントだけで十分とは考えていない。市民参画
を促すためには、啓発活動や情報提供から始まり、参画のきっかけとなる
オープンなイベントやプログラムの実施、市民ニーズをベースとした研究や
実証実験、市民活動の場の提供、さらには継続のためのコミュニティビジネ
ス化のサポートなども必要と考えられる。これらについては、ＵＤＣＫを中心
とする地域向けのプログラムの中で実施していく予定であるが、これらに係
る共通のツールの一つとして、ポイントとリンクした共通カード（認証システ
ム）を構築し、相乗効果を高めたいと考えている。

b) 「地域力ポイント制度」で、インセンティブは十分か？ b) ご指摘のとおり、地域力ポイントだけで十分とは考えていない。市民参画
を促すためには、啓発活動や情報提供から始まり、参画のきっかけとなる
オープンなイベントやプログラムの実施、市民ニーズをベースとした研究や
実証実験、市民活動の場の提供、さらには継続のためのコミュニティビジネ
ス化のサポートなども必要と考えられる。これらについては、ＵＤＣＫを中心
とする地域向けのプログラムの中で実施していく予定であるが、これらに係
る共通のツールの一つとして、ポイントとリンクした共通カード（認証システ
ム）を構築し、相乗効果を高めたいと考えている。

c) 駅前を中心としたプロジェクトではないか、とも思えるため、いかにUDCK
に駅周辺に来る機会の無い市民を巻き込んで行くかのしかけづくりを必要と
する。例えばそれぞれのターゲット層（高齢者、子育て世代、女性、学生な
ど）にいかにリーチするかコミュニケーションを細分化して考えるのはどう
か。 これにより、市民が自分にとっての価値を見極め易くなるのではない
か）

c)　ご指摘の点については、現地で活動をするなかでも必要性とその難しさ
を痛感している。例えば、リタイア層の男性の地域参加のためのきっかけと
して開催している「男性のための料理講座」が大人気を得るなど、「まちのク
ラブ活動」を通じてそうしたアプローチを始めつつある。今後は公民学連携
のネットワークを市内各地域へ展開し、得られた成果の導入を図るととも
に、例えば広域商業拠点であるＪＲ柏駅周辺の中心市街地との連携による
情報発信を始めとして、市民の主体的な参加を促進するべくアドバイスを踏
まえて、ターゲットを絞ったコミュニケーションについても充実していきたい。

c) 駅前を中心としたプロジェクトではないか、とも思えるため、いかにUDCK
に駅周辺に来る機会の無い市民を巻き込んで行くかのしかけづくりを必要と
する。例えばそれぞれのターゲット層（高齢者、子育て世代、女性、学生な
ど）にいかにリーチするかコミュニケーションを細分化して考えるのはどう
か。 これにより、市民が自分にとっての価値を見極め易くなるのではない
か）

c)　ご指摘の点については、現地で活動をするなかでも必要性とその難しさ
を痛感している。例えば、リタイア層の男性の地域参加のためのきっかけと
して開催している「男性のための料理講座」が大人気を得るなど、「まちのク
ラブ活動」を通じてそうしたアプローチを始めつつある。今後は公民学連携
のネットワークを市内各地域へ展開し、得られた成果の導入を図るととも
に、例えば広域商業拠点であるＪＲ柏駅周辺の中心市街地との連携による
情報発信を始めとして、市民の主体的な参加を促進するべくアドバイスを踏
まえて、ターゲットを絞ったコミュニケーションについても充実していきたい。

2. 市の主体性の確保
東京大学や三井不動産等がリードしているように見えるため、本来のリー
ダーは自治体であることがわかるように明記する。

　２．柏の葉の取組みは、あくまで公民学の各者が主体的にフラットで柔軟
な連携と密接な協力のもとに実施するものであるが、ベースとなる枠組み創
りや全体の統括は柏市が行う。統括プロジェクトマネージャー（出口敦・ＵＤ
ＣＫセンター長）は、専門的・客観的立場から、取組み全体の推進と調整を
担う。

2. 市の主体性の確保
東京大学や三井不動産等がリードしているように見えるため、本来のリー
ダーは自治体であることがわかるように明記する。

２．柏の葉の取組みは、あくまで公民学の各者が主体的にフラットで柔軟な
連携と密接な協力のもとに実施するものであるが、ベースとなる枠組み創り
や全体の統括は柏市が行う。統括プロジェクトマネージャー（出口敦・ＵＤＣ
Ｋセンター長）は、専門的・客観的立場から、取組み全体の推進と調整を担
う。

3. 国内外への発信
取組をいかに国内外に知らしめていくかの戦略も必要である。例えば、ヘル
シンキのスマートコミュニティ事業はまだ始まったばかりであるのに、すでに
世界中からの注目を受けている。

　３．柏の葉キャンパスエリアは、これまでも既に多くの国内外からの視察者
を受け入れいてるが、今後これをさらに加速するため、海外発信（特にメディ
ア発信）について現在強化策に取り組んでいるところである。また、国におけ
る環境未来都市プロジェクトとしての発信にも期待する。

3. 国内外への発信
取組をいかに国内外に知らしめていくかの戦略も必要である。例えば、ヘル
シンキのスマートコミュニティ事業はまだ始まったばかりであるのに、すでに
世界中からの注目を受けている。

３．柏の葉キャンパスエリアは、これまでも既に多くの国内外からの視察者
を受け入れいてるが、今後これをさらに加速するため、海外発信（特にメディ
ア発信）について現在強化策に取り組んでいるところである。また、国におけ
る環境未来都市プロジェクトとしての発信にも期待する。

４．戦略的な情報発信が必要。柏の葉でのケーススタディを世界標準として
いくために、全ての資料も英語で作って発信していくこと考えてはどうか。
YOUTUBEで柏の葉チャンネルをつくることでも、世界につながっていく。ＳＮ
Ｓに詳しい方に話を聞きながら簡単なところから初めてはどうか。作る過程
で発信していくことで街のファンを増やし、そういう方に住んでもらって次の
担い手をつくるというのが継続的なまちの姿かもしれない。

４．事業１５「公民学連携まちづくりセンターネットワークの構築」に世界に向
けた情報発信という点を追加。専用サイトの構築による効果的・戦略的な情
報発信を進める。

５．各プロジェクト間の情報の整理やコミュニケーションはどのように行って
いくのか。
●その他
１．未来の街をつくるという意味では被災地の復興はまたとないチャンス。そ
ういうところに柏の葉のプログラムを、規模を小さくするなりして展開するな
ど、連携協力できると良い。

１．被災地では、農のイノベーションが重要であり、食の安全面から植物工
場への期待が高まっている。千葉大学で取り組んでいる植物工場は、被災
地との連携という面からも柏の葉の重要な取組みと位置付け、植物工場の
小規模街なか展開版など具体的に被災地に適用できるモデルを検討する。
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（様式４）
●計画の更なる明確化・具体化に向けた助言 

環境未来都市名　横浜市

計画の更なる具体化・明確化に向けた助言（案） 助言（案）に対する選定都市の見解
左記を踏まえた、計画の更なる明確化・具体化に向けた助言の内容
（今後、現地支援における追加的助言を追加）

助言への各選定都市の対応状況

■環境関係 ●環境関係 ■環境関係

　１．．市民力の活用、成長産業の発展、交流基盤の活用、地域間
のつながりの生活での提供、などのビジョンが相互に連携するビ
ジョンが必要。

　１．横浜市の環境未来都市提案は、「横浜市中期4か年計画（2010～
2013）」における中長期的政策「横浜版成長戦略」にその考え方の基盤
を置いていますが、本戦略では、経済の活性化と地域で暮らす人々の
活力向上の相乗効果を目指しています。
横浜市は、環境未来都市の推進を通じて、新産業の育成などにより経
済を活性化することで雇用を創出し、人々の活力を増進させるとともに、
地域で暮らす人々が活躍できる環境を創出し、国内外との交流も活発
化させることにより、新たなビジネスのニーズを掘り起こし、経済活性化
を導いていきます。こうした考え方を、環境未来都市計画の「1.(1)目指す
べき将来像」において、より明確に打ち出していきます。

　１．．市民力の活用、成長産業の発展、交流基盤の活用、地域間のつなが
りの生活での提供、などのビジョンが相互に連携するビジョンが必要。

　１．横浜市の環境未来都市提案は、「横浜市中期4か年計画（2010～
2013）」における中長期的政策「横浜版成長戦略」にその考え方の基盤を置
いていますが、本戦略では、経済の活性化と地域で暮らす人々の活力向上
の相乗効果を目指しています。
横浜市は、環境未来都市の推進を通じて、新産業の育成などにより経済を
活性化することで雇用を創出し、人々の活力を増進させるとともに、地域で
暮らす人々が活躍できる環境を創出し、国内外との交流も活発化させること
により、新たなビジネスのニーズを掘り起こし、経済活性化を導いていきま
す。こうした考え方を、環境未来都市計画の「1.(1)目指すべき将来像」にお
いて、より明確に打ち出していきます。

■高齢化関係 ●高齢化関係 ■高齢化関係

　1. 　人口の高齢化に伴う大都市の課題を行政の立場から俯瞰的
に把握したうえでの提案であるが総花的で、すべてに取り組むこと
は不可能。プライオリティをつけて選択的に課題を設定しなおす必
要がある。

　１．提案段階では、一定程度課題解決に向けた方法論が確立された
経常的な取組が含まれていたことから、計画策定にあたっては、課題解
決の重要性を考慮し、重点化を行ってまいります。

　1. 　人口の高齢化に伴う大都市の課題を行政の立場から俯瞰的に把握し
たうえでの提案であるが総花的で、すべてに取り組むことは不可能。プライ
オリティをつけて選択的に課題を設定しなおす必要がある。

　１．提案段階では、一定程度課題解決に向けた方法論が確立された経常
的な取組が含まれていたことから、計画策定にあたっては、課題解決の重
要性を考慮し、重点化を行ってまいります。

  2.　その場合、 重要度の高い課題に対して新規性のある解決策
を提案できるプロジェクトを優先するとよい。提案の大部分はすで
に他都市でも同様の取り組みが行われおり、新規性が乏しい。１９
６０年、７０年代の経済高度成長期に開発された大都市周辺の分
譲地が急速に高齢化している。人口減も確実であり、都市の将来
を考えると長期的なビジョンに基づいた戦略が必要である。横浜市
がこの課題に真っ向から取り組み、横浜モデルを創出する可能性
を検討していただきたい。

　２．.大都市周辺の分譲地の高齢化・人口減は横浜市においても重要
な政策課題のため、環境未来都市計画の策定及び推進において「持続
可能な住宅地モデルプロジェクト」を具体化し、横浜モデルの創出を目
指してまいります。

  2.　その場合、 重要度の高い課題に対して新規性のある解決策を提案で
きるプロジェクトを優先するとよい。提案の大部分はすでに他都市でも同様
の取り組みが行われおり、新規性が乏しい。１９６０年、７０年代の経済高度
成長期に開発された大都市周辺の分譲地が急速に高齢化している。人口
減も確実であり、都市の将来を考えると長期的なビジョンに基づいた戦略が
必要である。横浜市がこの課題に真っ向から取り組み、横浜モデルを創出
する可能性を検討していただきたい。

　２．.大都市周辺の分譲地の高齢化・人口減は横浜市においても重要な政
策課題のため、環境未来都市計画の策定及び推進において「持続可能な
住宅地モデルプロジェクト」を具体化し、横浜モデルの創出を目指していきま
す。

　3構想の核が明確になった。.高齢化に伴って顕在化する課題は地域に
よって異なるが、大都市である利点を活かして、異なる課題をかかえる 代
表的な３つの地域を選んで、長寿社会対応のまちづくりに取り組む計画は、
成果がでれば、日本のみならず、世界のモデルになると期待される。

「持続可能な住宅地モデルプロジェクト」にて想定しているリーディング事業
エリアについては、住宅地の性質や想定されるステイクホルダーの違いに
応じて、取組にバリエーションが生まれてくると考えています。多様な地勢に
根ざした既成市街地ならではの取組を進め、日本はもとより、超高齢化を今
後抱える世界の各都市にも参考的に適用できるモデルの創出を目指してい
きます。

計画の更なる具体化・明確化に向けた助言（案） 助言（案）に対する選定都市の見解
左記を踏まえた、計画の更なる明確化・具体化に向けた助言の内容
（今後、現地支援における追加的助言を追加）

助言への各選定都市の対応状況

■環境関係 ●環境関係 ■環境関係

　１．地域エネルギーマネジメントシステム、EVの普及活用、英炭
素型港湾形成、海外水ビジネス推進、公民連携の海外基盤ビジネ
スの展開、推計環境改善、高齢者活用、支えあい仕組みづくりなど
29の方策群から構成される包括的な方策が検討されているが、そ
の相互の連関と実現のばらつきの管理の仕組みについても検討い
ただきたい。

　１．環境未来都市でご提案した施策は、個別の政策テーマにおけるモ
デル事業・新規拡充事業に基礎を置くものを多く掲げており、ご指摘の
通り、現時点では各事業内容の相互連携は必ずしも十分ではありませ
ん。環境未来都市計画の策定において、他施策との連携の可能性を追
求するとともに、今後の環境未来都市計画の推進において、各施策の
成果の達成及び検証を進める中で施策間の相互連携を充実し、実現可
能なものから横展開を進めることにより、一層の具体化を進めていきま
す。

　１．地域エネルギーマネジメントシステム、EVの普及活用、低炭素型港湾
形成、海外水ビジネス推進、公民連携の海外基盤ビジネスの展開、推計環
境改善、高齢者活用、支えあい仕組みづくりなど29の方策群から構成され
る包括的な方策が検討されているが、その相互の連関と実現のばらつきの
管理の仕組みについても検討いただきたい。

　１．環境未来都市でご提案した施策は、個別の政策テーマにおけるモデル
事業・新規拡充事業に基礎を置くものを多く掲げており、ご指摘の通り、現
時点では各事業内容の相互連携は必ずしも十分ではありません。環境未来
都市計画の策定において、他施策との連携の可能性を追求するとともに、
今後の環境未来都市計画の推進において、各施策の成果の達成及び検証
を進める中で施策間の相互連携を充実し、実現可能なものから横展開を進
めることにより、一層の具体化を進めていきます。

２．高齢化対応から始まる持続可能な住宅地プロジェクトで地域エネルギー
マネジメントシステムに取り込むなど横断的で集中的なプロジェクトの検討
が進んでいることが高く評価される。

環境未来都市計画の1.将来ビジョン (3)価値創造において、提案書段階で
は明確化されていなかった取組方針として、「『地域』における成功モデルの
創出と全市展開」を追加しました。多様な地域に対し、人材はもとより分野に
こだわらないあらゆる施策・知識といった豊富な資源を集中投入・連携させ
ることにより、3つの価値を総合的に創造することを目指しています。現段階
においては単一の施策として推進する取組についても、成果の検証により
有効性が認められるものから順次プロジェクトをクロスオーバーさせることに
より、さらに取組の横断性・集中性を訴求していきます。

３．グリーンバレーやインフラ都市技術、中小企業のイノベーションなどを横
断的に推進することで、横浜発進の環境イノベーション事業を具体的に価値
の高いものにすることができると議論されており、積極的な実現の検討が期
待される。

横浜市では、技術力のある中小製造業、研究開発機関などの集積や、横浜
スマートシティプロジェクトなどの先進性ある施策の蓄積などを生かし、需要
創出によりビジネスチャンスを提供し、市内企業のイノベーションを促進して
います。特に、環境・エネルギー分野及び医療・健康分野などの成長分野を
中心に、新技術・新製品開発支援や企業間の連携、さらには実証実験など
の多様な取組を通じ、イノベーションを次々と生み出し、加速させてまいりま
す。

■高齢化関係 ●高齢化関係 ■高齢化関係

　１．横浜市全域を対象とすることは非現実的と思われるので、モ
デル地区を選定したほうがよい。課題によってモデル地区が異なっ
てもよい。

　１．事業の実施地域につきましては、環境未来都市計画の策定段階で
可能な限り明確化するとともに、今後のPDCAプロセスにおいて、地域に
おける合意形成状況や事業費等の確保状況なども踏まえて引き続き選
定を進めてまいります。

１．横浜市全域を対象とすることは非現実的と思われるので、モデル地区を
選定したほうがよい。課題によってモデル地区が異なってもよい。

　１．事業の実施地域につきましては、環境未来都市計画の策定段階で可
能な限り明確化するとともに、今後のPDCAプロセスにおいて、地域におけ
る合意形成状況や事業費等の確保状況なども踏まえて引き続き選定を進
めてまいります。

①将来ビジョンに関する助言

②取組内容に関する助言

・市民の目線で「暮らしたいまち」「活力あるまち」と感じること
ができるか。
・都市・地域の自然的社会的条件の特徴を踏まえているか。
・コンセプトの実現に向けた環境・超高齢化対応等に関する課題・
目標が適切に設定され、その課題の解決と目標達成の過程で環境価
値、社会的価値、経済的価値が総合的に創造され続けるか。

a.魅力度
b.必然性
c.適切な課題・目
標設定と価値創造
性
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   2. 課題とモデル地区を選定したうえで、それぞれの課題につい
て１年と５年の達成目標を設定し、具体的な取り組み内容を策定し
ていただきたい。

　２．5年間及び1年間の目標及び具体的な取組内容につきましては、環
境未来都市計画の策定段階で可能な限り明確化するとともに、今後の
PDCAプロセスにおいて、事業の進捗や事業費等の確保状況なども踏ま
えて引き続き具体化を進めてまいります。

２． 課題とモデル地区を選定したうえで、それぞれの課題について１年と５
年の達成目標を設定し、具体的な取り組み内容を策定していただきたい。

　２．5年間及び1年間の目標及び具体的な取組内容につきましては、環境
未来都市計画の策定段階で可能な限り明確化するとともに、今後のPDCA
プロセスにおいて、事業の進捗や事業費等の確保状況なども踏まえて引き
続き具体化を進めてまいります。

３．それぞれの骨組みをつなげるアンブレラの理念で考えて欲しい。
つなぎとヒューマンスケールを組み込んでもらいたい。

環境未来都市計画では、「持続可能な住宅地モデルプロジェクト」などで、多
様な地域資源を活かし、かつ複数施策を横断的・集中的に推進していきま
すが、それらの取組が根ざす土壌として、各施策に関わる担い手の連携を
進めることが重要だと考えています。横浜市では、自治会町内会をはじめと
する地域の様々な団体や人々の、課題解決に向けた組織づくりや自主的・
継続的な取組を支援する「元気な地域づくり」を推進しており、地域に住み働
く人々自身が、地域の課題や魅力についてともに考え、話し合い、行動する
ことから、人の温もりに支えられた「アンブレラ」の理念をもとに施策へとつな
げていきます。

■マネジメント関係 ●マネジメント関係 ■マネジメント関係

１．スケジュールの 具体化、詳細化を検討するべきである。また、
民間と市の役割分担をしっかりと整理した上で、計画の取組を進め
ていくべきである。

　１．スケジュールの具体化・詳細化につきましては、環境未来都市計画
の策定段階で可能な限り明確化するとともに、今後のPDCAプロセスに
おいて、事業の進捗や事業費等の確保状況なども踏まえて引き続き具
体化を進めてまいります。また、民間と市の役割分担につきましても、環
境未来都市計画の策定段階で可能な限り明確化するとともに、今後の
計画推進において、ステイクホルダーとの具体的協議を引き続き進めて
まいります。

１．スケジュールの 具体化、詳細化を検討するべきである。また、民間と市
の役割分担をしっかりと整理した上で、計画の取組を進めていくべきであ
る。
長期の目標は「IT]が中心になるが、短期の目標は ヒューマンの部分（アナ
ログ）は忘れずに。

１．スケジュールの具体化・詳細化につきましては、環境未来都市計画の策
定段階で可能な限り明確化するとともに、今後のPDCAプロセスにおいて、
事業の進捗や事業費等の確保状況なども踏まえて引き続き具体化を進め
てまいります。また、民間と市の役割分担につきましても、環境未来都市計
画の策定段階で可能な限り明確化するとともに、今後の計画推進におい
て、ステイクホルダーとの具体的協議を引き続き進めてまいります。
また、長期的な目標としてIT活用を想定している取組としては、街区単位の
エネルギーマネジメントシステムのエリアマネジメントの仕組みづくりへの発
展などを想定していますが、その前提として、システムを用いる人々自身が
地域の課題解決に自主的・継続的に取り組むことが重要と考えています。
あくまでもツール・手段としてのIT・システムの活用を基本とし、上述した「元
気な地域づくり」などを合わせて推進することにより、アナログな感覚を持っ
た人の温もりある取組を育てていきます。

２．行政が最終的に責任を負う提部分をより明確にすべきである。
経験上、横浜は市民の層に本当に恵まれているが、 それが裏目
に出て物事が進まないことも多々ある。その状態が起こらないよう
にする必要がある。

　２．多様化・複雑化する市民に身近な地域課題を市民主体で解決をし
ていくためには、市役所が地域住民の声を聴きながら、それぞれの地域
の実情や課題に応じ、団体間の連携、情報の共有化、担い手づくりな
ど、柔軟かつ多様な支援を行っていく必要があります。
一方で、企業・ＮＰＯ・市民など、様々な関係者が集まり進めていく、プロ
ジェクト型の取組については、適切な役割分担と責任の明確化、進ちょく
管理をしっかりと行っていく必要があると考えています。
環境未来都市においても、事業の性格や形態などを踏まえつつ、相互
の役割分担と責任を明確化しながら、取組の目標と成果の共有等によ
るPDCAサイクルに関与してまいります。

２．行政が最終的に責任を負う提部分をより明確にすべきである。経験上、
横浜は市民の層に本当に恵まれているが、 それが裏目に出て物事が進ま
ないことも多々ある。その状態が起こらないようにする必要がある。

２．多様化・複雑化する市民に身近な地域課題を市民主体で解決をしていく
ためには、市役所が地域住民の声を聴きながら、それぞれの地域の実情や
課題に応じ、団体間の連携、情報の共有化、担い手づくりなど、柔軟かつ多
様な支援を行っていく必要があります。
一方で、企業・ＮＰＯ・市民など、様々な関係者が集まり進めていく、プロジェ
クト型の取組については、適切な役割分担と責任の明確化、進ちょく管理を
しっかりと行っていく必要があると考えています。
環境未来都市においても、事業の性格や形態などを踏まえつつ、相互の役
割分担と責任を明確化しながら、取組の目標と成果の共有等によるPDCA
サイクルに関与してまいります。

３．クリエイティブは横浜しかできない事である。特徴を生かした取組を行っ
て欲しい。街のすべての部分（ウォータフロント、山など）をつなぐ 全体的な
コンセプトと全体のバリューを高める施策があればなおいい。また、クリエイ
ティブの要素を東北のファイナリストに伝えてもらいたい。

横浜市では、文化芸術の持つ創造性を市民生活の向上・コミュニティの活性
化・まちの再生につなげていくため、これまで都心臨海部を中心に進めてき
た創造都市の取組について、郊外部においても、NPO等との協働によりそ
れぞれの地域資源を活用した文化芸術による地域づくり事業等も展開して
います。
また既に、取組を通じて培ったノウハウを、横浜市内のアートNPO法人や、
様々な文化芸術団体が被災地において展開しております。
今後も、東北の「環境未来都市」選定地域のモデルにもなりうるような、先駆
的な創造都市の取組を進めてまいります。

４．海外への展開という視野も必要だが、被災地への展開というものも視野
に入れてほしい。また、アジアの国々は特に親日な人が多い（日本があこが
れの国）。もっと 都市レベルで取り組める度合いを考えてもらいたい。人間
をプラスに活用するひとつの高齢者対策への道と思う。

環境未来都市計画において、宮城県山元町・南三陸町及び福島県会津若
松市へのノウハウの展開を盛り込むほか、全国市長会等からの要請によ
り、技術職員を中心に職員を長期派遣し、被災自治体の復旧・復興を支援し
ています。今後は、被災地の環境未来都市ともネットワークを形成し、さらな
る展開の拡大を目指していきたいと考えています。
また、横浜市は会長都市を務めるCITYNET（アジア太平洋都市間協力ネッ
トワーク）などを通じて、長年都市問題や都市開発への知識技術の普及活
動を進めてきました。
更には、公民連携による国際技術協力事業（Y-PORT事業）を推進し、アジ
アをはじめとする新興国等の課題解決支援に取組んでいます。
今後も横浜市が蓄積してきた、人に優しい（高齢者対策も含めた市民が暮ら
しやすい）街づくりのノウハウを国内外に積極的に発信してまいります。

a.包括性・戦略性
b.事業性・熟度
c.本気度

・将来ビジョンの実現に寄与する包括的かつ戦略的な取組となって
いるか。
・自立的・自律的なモデルが構築される見込はあるか。
・自らが責任を持って取り組む意思はあるか。

特に、５年後以上の中長期的ビジョンを踏まえつつ、今後１～５年
後の取組をより充実させるような助言を実施（目標、目的をより明
確にすること、より効果的な取組の追加など）。
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計画の更なる具体化・明確化に向けた助言（案） 助言（案）に対する選定都市の見解
左記を踏まえた、計画の更なる明確化・具体化に向けた助言の内容
（今後、現地支援における追加的助言を追加）

助言への各選定都市の対応状況

■環境関係 ●環境関係 ■環境関係

　１．環境未来都市コンソーシアムを通じて産官学連携の運営管理
システムの具体的な運用が期待される。

　１．横浜市における環境未来都市推進体制は、当面の間、第一段階と
して、庁内実務責任者による「横浜市環境未来都市推進本部」及び提案
とりまとめに携わった有識者などで構成する「横浜市環境未来都市推進
会議」の連携による運営を想定していますが、第二段階である「横浜市
環境未来都市コンソーシアム」における産官学連携の仕組みづくりにつ
きましては、この第一段階における主な検討事項とし、引き続き具体化
を進めていきます。

１．環境未来都市コンソーシアムを通じて産官学連携の運営管理システム
の具体的な運用が期待される。

　１．横浜市における環境未来都市推進体制は、当面の間、第一段階とし
て、庁内実務責任者による「横浜市環境未来都市推進本部」及び提案とりま
とめに携わった有識者などで構成する「横浜市環境未来都市推進会議」の
連携による運営を想定していますが、第二段階である「横浜市環境未来都
市コンソーシアム」における産官学連携の仕組みづくりにつきましては、この
第一段階における主な検討事項とし、引き続き具体化を進めていきます。

２．総花的な計画となることの懸念は依然指摘されており、特定都市再生緊
急整備事業や持続可能住宅、スマートコミュニティのモデル事業を組み合わ
せた段階的な先導事業を絞り込んで、年次単位での達成目標を横断的事
業として提示することが強く期待される。

環境未来都市計画の1.将来ビジョン (3)価値創造において、提案書段階で
は明確化されていなかった取組方針として、「『地域』における成功モデルの
創出と全市展開」を追加しました。多様な地域に対し、人材はもとより分野に
こだわらないあらゆる施策・知識といった豊富な資源を集中投入・連携させ
ることにより、3つの価値を総合的に創造することを目指しています。現段階
においては単一の施策として推進する取組についても、成果の検証により
有効性が認められるものから順次プロジェクトをクロスオーバーさせることに
より、さらに取組の横断性・集中性を訴求していきます。
また、年次単位の達成目標の横断的な事業としての提示につきましては、
今後のPDCAプロセスにおいて、事業の進捗や事業費等の確保状況なども
踏まえて引き続き具体化を進めてまいります。

　２．国内外の地域連携による普及展開の着実な推進が期待され
る。

　２．国内外連携にあたりましては、横浜市が会長都市を務める
CITYNET（アジア太平洋都市間協力ネットワーク）をはじめ、低炭素都市
推進協議会などの各種ネットワークを活用するとともに、Y-PORT（横浜
の持つ資源・技術を活用した国際技術協力）などの施策を推進すること
により、具体的に推進していきます。

３．復興都市からは横浜発の都市イノベーションの知見の共有への期待が
大きくなることが想定される。内閣府、ボードとの連携を含む復興都市との
連携の具体的な推進を期待したい。

環境未来都市計画に盛り込んだ被災地との連携（宮城県山元町・南三陸町
及び福島県会津若松市）を進めながら、内閣府、推進ボードのご意見も伺
い、復興都市とのさらなる連携方策について検討していきます。

　３．環境未来都市コンソーシアムを通じて産官学連携の運営管理
システムのを内外で情報共有する仕組みの構築が期待される。

　３．上記の国内外ネットワークや施策普及施策の推進を通じた今後の
プロモーション活動において、産官学連携の運営管理システムについて
広くPR・情報共有を進めていきます。

４．環境未来都市コンソーシアムを通じて産官学連携の運営管理システム
のを内外で情報共有する仕組みの構築が期待される。

　３．上記の国内外ネットワークや施策普及施策の推進を通じた今後のプロ
モーション活動において、産官学連携の運営管理システムについて広くPR・
情報共有を進めていきます。

５．環境未来都市担当室と専任職員の設置による統合的な取り組みの推進
は大いに期待する。一方で、関連する個別の協議会やプロジェクトの担当
者が大変多くなるため、上記の先導地区を選定して、重点的に統合推進を
実現する体制づくり等も期待さる。

環境未来都市推進体制の第一段階として、横浜市環境未来都市推進本部
（庁内推進組織）及び横浜市環境未来都市推進会議を運用していきます
が、ご指摘の点については、「持続可能な住宅地モデルプロジェクト」などの
進捗も踏まえ、効果的・効率的な体制について検討していきます。

■高齢化関係
当面の作業として：

●高齢化関係 ■高齢化関係
当面の作業として：

１．　当面の作業として、課題ごとにプロジェクト化する、プロジェク
トごとに、取り組みに参与する諸団体のメンバーからなるワーキン
ググループ（WG)を立ち上げる。

　１．環境未来都市の推進体制にご参加いただくステイクホルダーにつ
きましては、環境未来都市計画の策定及び以後の推進を通じて、できる
だけ早い段階で特定を進めたいと考えています。その上で、ご指摘のよ
うに公民の実務者が参加するワーキンググループなどを発足します。

１．　当面の作業として、課題ごとにプロジェクト化する、プロジェクトごとに、
取り組みに参与する諸団体のメンバーからなるワーキンググループ（WG)を
立ち上げる。

　１．環境未来都市の推進体制にご参加いただくステイクホルダーにつきま
しては、環境未来都市計画の策定及び以後の推進を通じて、できるだけ早
い段階で特定を進めたいと考えています。その上で、ご指摘のように公民の
実務者が参加するワーキンググループなどを発足します。

２．ビジョンをもってWGを束ねてプロジェクトを引っぱっていく実働
部隊の統括責任者（核となる方）をプロジェクトごとに早急に選んで
お知らせいただきたい。基本的に、推進ボード（高齢化担当）はそ
の方を通じて、各プロジェクトとの連携をはかることを検討いただき
たい。

　２．上記１．を基本的な対応方針としながら、推進ボードとプロジェクト
の総括責任者の連携によるご助力をいただきたいと考えています。

２．ビジョンをもってWGを束ねてプロジェクトを引っぱっていく実働部隊の統
括責任者（核となる方）をプロジェクトごとに早急に選んでお知らせいただき
たい。基本的に、推進ボード（高齢化担当）はその方を通じて、各プロジェク
トとの連携をはかることを検討いただきたい。

　２．上記１．を基本的な対応方針としながら、推進ボードとプロジェクトの総
括責任者の連携によるご助力をいただきたいと考えています。

３．長寿社会のまちづくりには、ハードとソフト両面の取り組みが必要であ
り、柔軟な部局横断の体制が求められる。その体制づくりに注力いただきた
い。　　　　　　　　　　　　４．人生１００年時代、個々人が能力を最大限に活用
して、多様で柔軟な人生設計を実現できる街つくりを目指していただきたい。

３．第一段階の推進体制の一つとして、庁内組織である横浜市環境未来都
市推進本部を設置しましたが、より柔軟で効果的・効率的な体制を構築する
ため、今後、同推進本部内に、部門横断的なテーマを取り扱うプロジェクト
の設置などについても検討していきます。
４．ご意見を踏まえ、1.将来ビジョン(1)目指すべき将来像において、＜個性と
能力を発揮できる柔軟な人生設計ができるまち＞を追記しました。個人の
価値観に応じて、ライフスタイルを選択し、地域や家庭で心豊かな生活を送
ることを目指し、自らの能力を生かして挑戦する人を応援する気風の醸成
や、活動を支えるインフラの構築を進めていきます。

■マネジメント関係 ●マネジメント関係 ■マネジメント関係

１．第１段階の体制はよく考えられており、この組織は第２段階にお
いても、コントロールやリーダシップを持つべきである。

　１．横浜市では、環境未来都市推進に向け、平成24年2月1日付で関
連局も含めた推進責任者の発令を行うとともに、平成24年度当初に「環
境未来都市推進課」を新設します。第一段階における「横浜市環境未来
都市推進本部」は、これらの人事組織体制をその基礎とするものと想定
していますが、第二段階においても同体制により引き続き主体的に関与
していきます。

１．第１段階の体制はよく考えられており、この組織は第２段階においても、
コントロールやリーダシップを持つべきである。
行政はフルタイムでもあり、トレーニングも受けた組織でもあるの で、その価
値と重要性を過小評価しないように。

　１．横浜市では、環境未来都市推進に向け、平成24年2月1日付で関連局
も含めた推進責任者の発令を行いました。第一段階における「横浜市環境
未来都市推進本部」は、これらの人事組織体制をその基礎とするものと想
定していますが、第二段階においても同体制により引き続き主体的に関与
していきます。
　また、環境未来都市推進の統括責任は行政にあると認識しており、平成
24年度当初の「環境未来都市推進担当理事（局長級職員）」及び「環境未来
都市推進課」の設置を通じて、より責任を明確化していきます。

２．協議体において行政の参加が大事。最後の権利や責任は行政
にある。たとえば推進会議委員に若手（４０代以下の人や出来れば
20代）を加えられると望ましい。将来の街づくりに将来活躍している
人は必要。

　２．政策立案及び推進における若手人材の活用は環境未来都市を担
う次世代育成として有益なことから、ご意見を参考に今後の参加メン
バーの選定を進めていきます。

２．協議体において行政の参加が大事。最後の権利や責任は行政にある。
たとえば推進会議委員に若手（４０代以下の人や出来れば20代）を加えられ
ると望ましい。将来の街づくりに将来活躍している人は必要。

　２．政策立案及び推進における若手人材の活用は環境未来都市を担う次
世代育成として有益なことから、ご意見を参考に今後の参加メンバーの選定
を進めていきます。

３．体制について、3つの組織が立ち上がることとされているが、3つ
の組織が相互に連携して取組が進むように、組織間連携を運営面
で工夫する必要がある。完全に独立した組織を作ると、プロセスが
多くなりスピードが遅くなる危惧がある。

　３．ご指摘の3つの組織のうち、「プロジェクトコンソーシアム」と「エリア
コーディネーター」は、環境未来都市の個別取組に関与しているプロジェ
クト組織や地域協議組織（既存組織を含む）を想定するとともに、「横浜
市環境未来都市コンソーシアム」へは、「プロジェクトコンソーシアム」「エ
リアコーディネーター」の代表者が参画することを想定しています。「プロ
ジェクトコンソーシアム」「エリアコーディネーター」の実務上の連携強化・
課題解決を「環境未来都市コンソーシアム」で行うことにより、効率的な
事業執行を担保したいと考えています。

３．体制について、3つの組織が立ち上がることとされているが、3つの組織
が相互に連携して取組が進むように、組織間連携を運営面で工夫する必要
がある。完全に独立した組織を作ると、プロセスが多くなりスピードが遅くな
る危惧がある。

　３．ご指摘の3つの組織のうち、「プロジェクトコンソーシアム」と「エリアコー
ディネーター」は、環境未来都市の個別取組に関与しているプロジェクト組
織や地域協議組織（既存組織を含む）を想定するとともに、「横浜市環境未
来都市コンソーシアム」へは、「プロジェクトコンソーシアム」「エリアコーディ
ネーター」の代表者が参画することを想定しています。「プロジェクトコンソー
シアム」「エリアコーディネーター」の実務上の連携強化・課題解決を「環境
未来都市コンソーシアム」で行うことにより、効率的な事業執行を担保したい
と考えています。

４．「市長」は自治体には必要な存在だが、同時に選挙というもの
に左右される存在でもある。「市長」は自治体のリーダーだが、実
務に関しては、専門性のある、実務経験者が継続的に職務に当た
ることで計画が保証される。

　４．ご指摘の通り、実務統括責任者を行政内部で確保することは重要
であることから、平成24年度当初に「環境未来都市推進担当理事（局長
級職員）」を配置いたします。

４．「市長」は自治体には必要な存在だが、同時に選挙というものに左右さ
れる存在でもある。「市長」は自治体のリーダーだが、実務に関しては、専門
性のある、実務経験者が継続的に職務に当たることで計画が保証される。

　４．ご指摘の通り、実務統括責任者を行政内部で確保することは重要であ
ることから、平成24年度当初に「環境未来都市推進担当理事（局長級職
員）」を配置いたします。

a.実効性・熟度
b.プロジェクトマネ
ジメントの着実な
実施
c.都市間連携・ネッ
トワークの有効活
用

環境未来都市の選定基準である下記３点のポイントに基づき、体制
の明確化・具体化のための助言を実施。
・実行ある取組を継続的に実施することができる実施主体となって
いるか。
・環境未来都市全体の経営的なマネジメントと各プロジェクトの進
捗管理的なマネジメントを共に実施できるか。
・国内外の都市間連携・ネットワークを有効に活用し、自らの取組
の更なる高度化、創出した成功事例の普及展開の加速化を実現でき
るか。

特に、実効性のある執行体制・強力なガバナンス体制の確認、プロ
ジェクト管理を行う場の設置の確認、都市間連携の具体的内容を確
認し、助言する。

③体制に関する助言
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５．市民の参加については、プロセス、プロジェクトの適正な管理の
観点から配慮が必要。市民をそのステークホルダーとしての参加
を呼びかけすぎると物事は進まないこともありうる。．責任を明確に
するために、「事務局機能」を市役所内に置くことが望ましい。

　５．横浜市では、市民との協働を通じて環境未来都市を実現してまいり
ますが、推進にあたっての事務局機能は市役所内に設置することを想
定しており、平成24年2月1日付で関連局も含めた推進責任者の発令を
行うとともに、平成24年度当初に「環境未来都市推進課」を新設いたしま
す。

５．市民の参加については、プロセス、プロジェクトの適正な管理の観点から
配慮が必要。市民をそのステークホルダーとしての参加を呼びかけすぎると
物事は進まないこともありうる。．責任を明確にするために、「事務局機能」
を市役所内に置くことが望ましい。

　５．横浜市では、市民との協働を通じて環境未来都市を実現してまいりま
すが、推進にあたっての事務局機能は市役所内に設置することを想定して
おり、平成24年2月1日付で関連局も含めた推進責任者の発令を行うととも
に、平成24年度当初に「環境未来都市推進課」を新設いたします。

６．環境価値・社会的価値などについて、より定性的でなく客観的
に評価することに努める必要がある。

　６．各価値の創出に向けた評価手法は推進上の課題と認識しており、
環境未来都市計画の策定において明確化に努めるとともに、今後の
PDCAプロセスにおいて、評価対象となる指標の見直しや効果的な評価
手法などについても引き続き検討していきます。

６．環境価値・社会的価値などについて、より定性的でなく客観的に評価す
ることに努める必要がある。

　６．各価値の創出に向けた評価手法は推進上の課題と認識しており、環境
未来都市計画の策定において明確化に努めるとともに、今後のPDCAプロ
セスにおいて、評価対象となる指標の見直しや効果的な評価手法などにつ
いても引き続き検討していきます。

７．計画を広めすぎると、中途半端になる懸念がある。手を広 げるとコント
ロールできなくなる恐れがあるため、精査してほしい。このプロジェクトにふ
さわしいこと（企画）に限定して、「浜色」を精一杯出してもらいたい。

提案段階では、一定程度課題解決に向けた方法論が確立された経常的な
取組が含まれていたことから、計画策定にあたっては、課題解決の重要性
を考慮し、重点化を行っています。
また、環境未来都市計画の1.将来ビジョン (3)価値創造において、提案書段
階では明確化されていなかった取組方針として、「『地域』における成功モデ
ルの創出と全市展開」を追加しました。多様な地域に対し、人材はもとより分
野にこだわらないあらゆる施策・知識といった豊富な資源を集中投入・連携
させることにより、3つの価値を総合的に創造することを目指しています。現
段階においては単一の施策として推進する取組についても、成果の検証に
より有効性が認められるものから順次プロジェクトをクロスオーバーさせるこ
とにより、さらに取組の横断性・集中性を訴求し、横浜らしいプロジェクトへと
洗練させていきます。

８．開国の横浜であるため、外国人活用・増加をひとつの要素として活用す
るよう提案する（高齢者対策などで貢献できると思います（もちろん、国の 政
策と都市の政策でいろいろ大変と思いますが）

市内では、在住外国人が20年間で2.2倍に増加しており、国籍や姻族などの
異なる人々の交流機会が増加する中、日本人と外国人が地域社会で共に
生きていくための多文化共生の地域づくりが必要と考えています。
特に、人材活用に向けた取組は重要と考えており、企業誘致戦略の一環と
して社員の生活や教育環境等の生活インフラの整備を通じて、外国の企業
や技術者の進出や集積、交流を促進しています。また、EPAに基づきインド
ネシア・フィリピンから来日した介護福祉士候補者について、施設での円滑
な就労・研修から、国家資格取得に繋がるように施設への支援や環境整備
にも努めています。
これらの施策は現段階で環境未来都市計画に加えていませんが、国の動
向や今後の施策の成熟状況により、他施策との連携も含め、対応を検討し
ていきます。
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（様式４）
●計画の更なる明確化・具体化に向けた助言 

環境未来都市名　：　富山市

計画の更なる具体化・明確化に向けた助言（案） 助言（案）に対する選定都市の見解
左記を踏まえた、計画の更なる明確化・具体化に向けた助言の内容
（今後、現地支援における追加的助言を追加）

助言への各選定都市の対応状況

計画の更なる具体化・明確化に向けた助言（案） 助言（案）に対する選定都市の見解
左記を踏まえた、計画の更なる明確化・具体化に向けた助言の内容
（今後、現地支援における追加的助言を追加）

助言への各選定都市の対応状況

■環境関係 ●環境関係 ■環境関係
１．25キロのＬＲＴネットワーク形成を活用したコンパクトシティ構築について
は、事業目標だけではなく、コンパクトシティ区域内居住者数といったアウト
カム目標もより明示的にするべきではないか。また、計画７頁の評価指標１
と評価指標２を合わせて考えると、公共交通のカバーする区域は拡大する
が、公共交通の利用自体はこれまでの公共交通利用漸減の傾向や人口動
向を考え、微増を求めるということか。

１．本市では、公共交通の活性化やその沿線への居住推進を行うことで、居
住者を公共交通沿線にゆるやかに誘導し、集約型都市構造への転換を図
ることとしており、提案書７頁に記載した、評価指標２「便利な公共交通の徒
歩圏に住む居住人口の割合：２８％（H17）→42％（H37）」は、公共交通が便
利な区域の拡大に加え、上記施策の展開により、公共交通沿線へ新たに転
入（引越し）する居住者数を考慮し、設定された目標値であるため、アウトカ
ム指標として捉えている。
また、公共交通利用者数については、富山ライトレール整備事業に見られる
大幅な利用者増など成功事例を各事業に波及させ、利用者の増加を図るこ
ととしており、ご認識のとおり、人口減少下における公共交通利用者漸減の
傾向を考慮し設定したものである。

１．25キロのＬＲＴネットワーク形成を活用したコンパクトシティ構築について
は、事業目標だけではなく、コンパクトシティ区域内居住者数といったアウト
カム目標もより明示的にするべきではないか。また、計画７頁の評価指標１
と評価指標２を合わせて考えると、公共交通のカバーする区域は拡大する
が、公共交通の利用自体はこれまでの公共交通利用漸減の傾向や人口動
向を考え、微増を求めるということか。

１．本市では、公共交通の活性化やその沿線への居住推進を行うことで、居
住者を公共交通沿線にゆるやかに誘導し、集約型都市構造への転換を図
ることとしており、提案書７頁に記載した、評価指標２「便利な公共交通の徒
歩圏に住む居住人口の割合：２８％（H17）→42％（H37）」は、公共交通が便
利な区域の拡大に加え、上記施策の展開により、公共交通沿線へ新たに転
入（引越し）する居住者数を考慮し、設定された目標値であるため、アウトカ
ム指標として捉えている。
また、公共交通利用者数については、富山ライトレール整備事業に見られる
大幅な利用者増など成功事例を各事業に波及させ、利用者の増加を図るこ
ととしており、ご認識のとおり、人口減少下における公共交通利用者漸減の
傾向を考慮し設定したものである。

　公共交通の改善に関しては、区域の拡大と利便性の改善のいずれに重点
をおくのか。

　現在、鉄軌道6路線と運行頻度の高いバス路線13路線を公共交通軸とし
て位置づけているが、この中には未だ不便な路線も含まれているので、先
ずは、公共交通軸に位置づけた路線について、優先的に利便性向上に取
組む。その結果、公共交通が便利な区域を拡大することとなる。

２．富山市においては、コンパクトシティによる集住化を進めるとともに、山
間部に関する戦略をより具体化することも重要であると思われる。その際、
計画に記載されている里山再生のための人材育成、アート等に関する都市
農村交流等の深化とともに、教育との連携についても考えられるのではない
か。

２．富山市においては、コンパクトシティによる集住化を進めるとともに、非
都市部に関する戦略をより具体化することも重要であると思われる。その
際、計画に記載されている里山再生のための人材育成、アート等に関する
都市農村交流等の深化とともに、教育との連携についても考えられるので
はないか。

２．中山間地域では、生活交通の確保としてコミュニティバスへの運営補助
や高齢者への生活支援策である移動販売車に対する運営補助など、必要
な支援を行いながら、地域が持つ環境や資源を活かし、都市部にはないラ
イフスタイルを実現していく。一方、郊外部では、スクロール化に歯止めをか
け、緩やかに公共交通沿線地区へ誘導していく。

里山再生のための人材育成に関しては、本市のシンボル的な里山である呉
羽丘陵を舞台として、きんたろうくらぶやいきものメイト、悠久の森実行委員
会、竹林伐採ボランティアが着実に実績を積み重ねている。さらにこの活動
の展開・定着を図るため、①医療・福祉分野と連携した森林空間の活用とし
て、呉羽丘陵に隣接する大学、病院と連携して、回復期の患者や高齢者等
が、安全・快適に森林空間を散策できる森の中のインデペンデンス・ボード
ウォークの整備や自然を活かした健康プログラムの開発を行う。

インデペンデンス・ボードウォークは、車いすや、視力障害者、高齢者、ベ
ビーカーの利用者も含めて、ユニバーサルな施設として整備する。整備にあ
たっては、間伐材を活用するとともに、里山づくり活動を行っているＮＰＯと
の連携のもと、市民主体でボードを設置する仕組みづくり（市民の寄付によ
りボードを設置するなど）を行う。②里山資源、里山空間を活用した再生可
能エネルギーの導入として、市民ボランティアを中心に竹林整備した伐採後
の竹材の有効活用として、近隣の動物園から排出される糞尿と竹材による
バイオマスエネルギーシステムを構築する。また、丘陵の高低差から生まれ
る水の流れを活用した小水力発電システムや、丘陵内の施設を巡るソー
ラーバスなど、多様な再生可能エネルギーを導入する。これらの施設は、市
民等が再生可能エネルギーの生産・利用に直接触れる機会として活用する
とともに、再生可能エネルギーを体験できるプログラムを開発する。③動物・
里山教育等環境教育プログラムの開発として、大学やＮＰＯと連携して、呉
羽丘陵で展開する新しい教育プログラムを研究開発するとともに、市民との
協働による里山整備後（竹林の伐採後等）の跡地の利活用として、薬草や
和紙など本市の特徴を活かした新しい里山の活用システムを構築する。ま
た、里山から持続可能な社会づくりを発信するため、学校で実施する生活
科、総合的な学習と連携して、持続可能な開発のための教育活動を展開す
る。これらの取組により都市農村交流の充実を図る。

②取組内容に関する助言

２．里山再生のための人材育成に関しては、本市のシンボル的な里山であ
る呉羽丘陵を舞台として、きんたろうくらぶやいきものメイト、悠久の森実行
委員会、竹林伐採ボランティアが着実に実績を積み重ねている。さらにこの
活動の展開・定着を図るため、①医療・福祉分野と連携した森林空間の活
用として、呉羽丘陵に隣接する大学、病院と連携して、回復期の患者や高
齢者等が、安全・快適に森林空間を散策できる森の中のインデペンデンス・
ボードウォークの整備や自然を活かした健康プログラムの開発を行う。イン
デペンデンス・ボードウォークは、車いすや、視力障害者、高齢者、ベビー
カーの利用者も含めて、ユニバーサルな施設として整備する。整備にあたっ
ては、間伐材を活用するとともに、里山づくり活動を行っているＮＰＯとの連
携のもと、市民主体でボードを設置する仕組みづくり（市民の寄付により
ボードを設置するなど）を行う。②里山資源、里山空間を活用した再生可能
エネルギーの導入として、市民ボランティアを中心に竹林整備した伐採後の
竹材の有効活用として、近隣の動物園から排出される糞尿と竹材によるバ
イオマスエネルギーシステムを構築する。また、丘陵の高低差から生まれる
水の流れを活用した小水力発電システムや、丘陵内の施設を巡るソーラー
バスなど、多様な再生可能エネルギーを導入する。これらの施設は、市民
等が再生可能エネルギーの生産・利用に直接触れる機会として活用すると
ともに、再生可能エネルギーを体験できるプログラムを開発する。③動物・
里山教育等環境教育プログラムの開発として、大学やＮＰＯと連携して、呉
羽丘陵で展開する新しい教育プログラムを研究開発するとともに、市民との
協働による里山整備後（竹林の伐採後等）の跡地の利活用として、薬草や
和紙など本市の特徴を活かした新しい里山の活用システムを構築する。ま
た、里山から持続可能な社会づくりを発信するため、学校で実施する生活
科、総合的な学習と連携して、持続可能な開発のための教育活動を展開す
る。これらの取組により都市農村交流の充実を図る。

①将来ビジョンに関する助言

a.魅力度
b.必然性
c.適切な課題・目
標設定と価値創
造性

・市民の目線で「暮らしたいまち」
「活力あるまち」と感じることがで
きるか。
・都市・地域の自然的社会的条件の
特徴を踏まえているか。
・コンセプトの実現に向けた環境・
超高齢化対応等に関する課題・目標
が適切に設定され、その課題の解決
と目標達成の過程で環境価値、社会
的価値、経済的価値が総合的に創造
され続けるか。
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　積雪の影響を考えると、冬期間の都市部におけるセカンドハウスという選
択肢もあるのではないか。

　市内電車環状線化や自転車シェアリング事業などにより、公共交通の利
便性が高まり、車を使わなくても日常の生活サービスを享受できる中心市街
地は、再開発が相次ぎ、マンションが複数建設されている。この中心市街地
は、魅力的な都市空間を形成していること、歩いて暮らせるまちであること
（アーケードにより天候に左右されず行動できる）、冬季の除雪の心配が要
らないことなどから、高齢者に好評であり、マンションが建設される前に完売
するほどの売行きである。また、市では、公共交通沿線居住推進地区に住
む高齢者世帯が、まちなかに住み替えをされる場合に、高齢者世帯の持ち
家を借上げ、まちなか以外に住む子育て世帯等に転貸する制度を設けてい
る。このように本市が目指しているコンパクトなまちづくりに対する各種取組
は、積雪などによる高齢者対策にも対応した大変有効な施策である。

　海洋バイオマスを富山市で進めていくに当たっては、他の地域と比較して
どのような比較優位が考えられるのか。また、今後、全国の関係都市との連
携も必要ではないか。

　海洋バイオマスプロジェクトの中核である藻類培養では水環境が重要であ
り、富山湾（急勾配で湾の中央部は1,000ｍ以上の水深が特徴）の豊富なミ
ネラルを含んだ深層水は、既に利用がなされていることから、立地条件とし
ても適している。一方、水産資源の宝庫としての富山湾は近年漁獲高の低
下が懸念されているが、水産資源の保持の観点からも藻類は魚貝類等の
餌としての利用に適しており、かつ海洋浄化機能も有することから、中長期
的に海洋環境保持に貢献する点などから他地域ではない効果が得られると
期待している。なお、くすりのとやまの伝統を活かし、将来性のある医薬健
康食品への転用等を考えている。また、医薬健康食品などのマーケットを掘
り起こすために、全国の特産物との融合を検討するなど、他都市とも連携を
図っていく。

■高齢化関係 ●高齢化関係 ■高齢化関係
１．多世代居住、世代間ミックスを確保するための施策を具体化すべきでは
ないか。

１．多世代居住については、都心地区、公共交通沿線への居住人口の誘導
に関し、一定の住宅の質を確保することを条件に、ファミリー向けも含めて、
良質な住宅供給に対する支援を実施（都心：H17～、公共交通沿線：H19～）
しており、当該取組みの更なる活用促進を図る。世代間ミックスについて
は、ヘルシー＆交流タウンの形成において、安全・安心・快適な交流の場の
創出といったハード整備の効果を高めるため、角川介護予防センターや近
隣の商店街や公園、広場、病院、福祉施設等の既存施設を活用したコミュ
ニティ活動や多世代間の交流活動を活発化させることとしている。さらに、
地域コミュニティ主体の交流空間の整備においては、今後増大する空き地
等の有効活用や、地域コミュニティにおける人と人との結束力を強化（ソー
シャルキャピタルの向上）する交流空間の形成を目指し、町内会等の地域コ
ミュニティが主体となって、空き地等を農園や広場などとして再生、管理運営
するコミュニティガーデンの仕組みづくりを行う。この取組では、高齢社会に
おいて、地域の絆を育み交流の場となるコミュニティガーデンの形成により、
多世代・世代間の交流を促進し、お年寄りのいきがいによる若返りなどの効
果も期待している。

１．多世代居住、世代間ミックスを確保するための施策を具体化すべきでは
ないか。

１．多世代居住については、都心地区、公共交通沿線への居住人口の誘導
に関し、一定の住宅の質を確保することを条件に、ファミリー向けも含めて、
良質な住宅供給に対する支援を実施（都心：H17～、公共交通沿線：H19～）
しており、当該取組みの更なる活用促進を図る。世代間ミックスについて
は、ヘルシー＆交流タウンの形成において、安全・安心・快適な交流の場の
創出といったハード整備の効果を高めるため、角川介護予防センターや近
隣の商店街や公園、広場、病院、福祉施設等の既存施設を活用したコミュ
ニティ活動や多世代間の交流活動を活発化させることとしている。さらに、
地域コミュニティ主体の交流空間の整備においては、今後増大する空き地
等の有効活用や、地域コミュニティにおける人と人との結束力を強化（ソー
シャルキャピタルの向上）する交流空間の形成を目指し、町内会等の地域コ
ミュニティが主体となって、空き地等を農園や広場などとして再生、管理運営
するコミュニティガーデンの仕組みづくりを行う。この取組では、高齢社会に
おいて、地域の絆を育み交流の場となるコミュニティガーデンの形成により、
多世代・世代間の交流を促進し、お年寄りのいきがいによる若返りなどの効
果も期待している。

２．計画書に記載されている富山型デイサービスといった実績を活かしたソ
フト面での取り組みの展開についても、現状を踏まえてより具体的な計画と
目標を設定すべきではないか。

２．現在、富山型デイサービスの施設は、地価が高いこともあって、高齢化
が顕著な中心市街地の既成市街地では、施設立地が少ない状況にある。こ
のため、中心市街地で富山型デイサービスの新規立地が促進されるような
支援措置を24年度に新たに設ける。従来、富山型デイサービス施設を民間
事業者が整備する場合には、県と市が１/３補助し、事業者が１/３負担して
いたが、中心市街地に整備する場合には、事業者負担も市が負担する。24
年度の目標件数としては、新築また民家改修により整備を行う場合につい
て、各1件とする。今後の計画および目標数値については、24年度の経過を
検証しながら、検討してまいりたい。

２．計画書に記載されている富山型デイサービスといった実績を活かしたソ
フト面での取り組みの展開についても、現状を踏まえてより具体的な計画と
目標を設定すべきではないか。

２．現在、富山型デイサービスの施設は、地価が高いこともあって、高齢化
が顕著な中心市街地の既成市街地では、施設立地が少ない状況にある。こ
のため、中心市街地で富山型デイサービスの新規立地が促進されるような
支援措置を24年度に新たに設ける。従来、富山型デイサービス施設を民間
事業者が整備する場合には、県と市が１/３補助し、事業者が１/３負担して
いたが、中心市街地に整備する場合には、事業者負担も市が負担する。24
年度の目標件数としては、新築また民家改修により整備を行う場合につい
て、各1件とする。今後の計画および目標数値については、24年度の経過を
検証しながら、検討してまいりたい。

３．計画書に記載されている医薬品配置販売業の現代的展開というのは具
体的に検討すると興味深いのではないか。

３．医薬品配置員は、本市の場合、個人事業主がほとんどであり、配置員の
高齢化とともに減少傾向にありますが、今後の社会トレンドである高齢世帯
の増加なども考慮すると、医薬品配置員には、外出が困難な高齢者などへ
の薬の供給や高齢者の見守り、人と人とのつながり、絆の再生など、福祉
的な観点からの役割も期待されると考えている。医薬員配置員の維持・増
加を図るため、本市に立地する地場の製薬企業が、配置員を確保・育成す
る仕組みなど、多様な方策を検討したいと考えている。
　この配置販売システムは海外にも普及展開している。平成16年にモンゴ
ル政府の相談を受けた日本財団と連携し、試験的に2万世帯の薬箱を配置
し、医師らも富山に研修にきている。1月より本格導入が決まり、全遊牧民17
万世帯への普及を目指している。その他、タイ、ミャンマー、ベトナムでも導
入されている。
　また、配置薬業全体の活性化を図るため、富山オリジナルブランドを開発
している。H18には、11種の生薬を配合し、滋養強壮保健薬の「パナワン」や
H23には、甘草などを活用し食欲不振や消化不良などに効く「エッセン」を開
発するとともに、販路拡大を図るために、物産展の開催やスイス・イタリアな
どと相互交流し、医薬品開発・研究を含め、継続的な交流を図っている。

３．計画書に記載されている医薬品配置販売業の現代的展開というのは具
体的に検討すると興味深いのではないか。中長期的には、在宅医療等にお
ける各医療機関と各家庭の媒介者として活用するための規制改革の提案を
検討することもありうるのではないか。

３．医薬品配置従事者は、本市の場合、個人事業主がほとんどであり、配置
従事者の高齢化とともに減少傾向にありますが、今後の社会トレンドである
高齢世帯の増加なども考慮すると、医薬品配置従事者には、外出が困難な
高齢者などへの薬の供給や高齢者の見守り、人と人とのつながり、絆の再
生など、福祉的な観点からの役割も期待されると考えている。また、薬の供
給では、現制度上の規制があるが、在宅医療において配置薬システムが活
かされることも期待される。医薬品配置従事者の維持・増加を図るため、本
市に立地する地場の製薬企業が、配置従事者を確保・育成する仕組みな
ど、多様な方策を検討したいと考えている。
　この配置販売システムは海外にも普及展開している。平成16年にモンゴ
ル政府の相談を受けた日本財団と連携し、試験的に2万世帯の薬箱を配置
し、医師らも富山に研修にきている。1月より本格導入が決まり、全遊牧民17
万世帯への普及を目指している。その他、タイ、ミャンマー、ベトナムでも導
入されている。
　また、配置薬業全体の活性化を図るため、富山オリジナルブランドを開発
している。H18には、11種の生薬を配合し、滋養強壮保健薬の「パナワン」や
H23には、甘草などを活用し食欲不振や消化不良などに効く「エッセン」を開
発するとともに、販路拡大を図るために、物産展の開催やスイス・イタリアな
どと相互交流し、医薬品開発・研究を含め、継続的な交流を図っている。

　置き薬の国際展開については、規制上の制約も国内より少ない場合も多
いと思われ、具体的展望についての記載が期待される。

　現在、配置のしくみなど配置薬システムの国外への普及に取組んでいる
が、日本で規制されている処方箋のくすりを含め、富山で製造されたくすり
が置き薬として、配置されることが望まれる。

a.包括性・戦略
性
b.事業性・熟度
c.本気度

・将来ビジョンの実現に寄与する包
括的かつ戦略的な取組となっている
か。
・自立的・自律的なモデルが構築さ
れる見込はあるか。
・自らが責任を持って取り組む意思
はあるか。

特に、５年後以上の中長期的ビジョ
ンを踏まえつつ、今後１～５年後の
取組をより充実させるような助言を
実施（目標、目的をより明確にする
こと、より効果的な取組の追加な
ど）。
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４．高齢者が外出しやすい環境づくりと介護サービスの充実をどのように一
体的にシナジーを持って進めることができるのかについて、具体的検討が
必要ではないか。そのような連携施策の指標としては、計画21頁の評価指
標１（健康な高齢者の割合）、評価指標２（介護保険利用者割合）が適切で
あるのか。

４．高齢者が外出しやすい環境づくりと介護サービスの充実をどのように一
体的にシナジーを持って進めることができるのかについて、具体的検討が
必要ではないか。そのような連携施策の指標としては、計画21頁の評価指
標１（健康な高齢者の割合）、評価指標２（介護保険利用者割合）が適切で
あるのか。

４．高齢者が外出しやすい環境づくりについて、ハード面では、これまで高齢
者や障害者などにやさしいライトレールの整備や市内電車環状線化などの
公共交通の活性化や満65歳以上の高齢者は、中心市街地から市域全域ど
こへ出かけてもバス料金が100円になるお出かけバスなどに取組んできた。
ソフト事業については、ぬくもりの湯サロン事業として、高齢者が気軽に団ら
ん、交流できる公衆浴場を地域の交流の場として、そのスペースで健康づく
り、生きがいづくりを行う事業に対し支援を行い、高齢者の地域社会とのふ
れあい交流を推進したり、いきいきクラブ事業として、65歳以上の1人暮らし
の高齢者に、各校下の公民館などで会食等のサービスを提供することによ
り、孤独感の解消、閉じこもりの防止等を図るとともに、いきがい活動を支援
している。また、60歳以上を対象とした高齢者を対象として農作業を通じた
いきがいづくりの場や外出機会の提供により高齢者福祉の増進に資する高
齢者農園、創作活動や趣味・健康活動に自主参加し、高齢者の余暇活動能
力を身に付けることにより、健康といきがいを高めるシニアライフ講座など各
種のソフト事業にも取り組んでいる。
介護サービスの充実については、従来の介護サービスに加えて、ICTを活
用した在宅健康管理システムの導入や医師による巡回診療、看護師による
訪問介護、など多様なサービスを活用することにより、高齢者の介護予防と
在宅支援サービスの充実を図ることとしている。また、介護予防の拠点施設
として昨年中心市街地に角川介護予防センターを整備し、個々が無理なく、
楽しく参加いただける実践的な介護予防プログラムの提供や市が先進的に
取組んできたパワーリハビリテーションや温泉を活用した水中運動、温熱療
法など全国的にも先進的なメニューを行うことで、より活動的な日常生活を
送ることができるよう、身体活動量の向上を図ることとしている。ヘルシー＆
交流タウンの形成にあたっては、その角川介護予防センターを核として、公
共交通の利便性の高い都心地区で歩いて暮らせるまちづくりの形成や、高
齢者が出かけてみたいと思える参加しやすい各種講座、交流事業が少ない
状況にあるため、先に述べたソフト事業を行うことも検討し、高齢者が健康
でいきがいをもって暮らせる形につなげていきたい。
　指標のうち、特に健康な高齢者の割合は、65歳以上の高齢者で介護保険
の要支援・要介護認定を受けていない人の割合であり、先に掲げた取組に
より、元気な高齢者が増加することを見込んでいる。しかし、高齢化の進展
に伴い、要介護認定率も増加することを見込んでいるため、設定値が低く
なっている。

５．植物工場における生薬生産システムに関して　具体性がない、具体的な
記載がないが、可能な範囲で構わないが、どの種類の作物（植物・生薬）を
栽培し、栽培条件、年に何回収穫（栽培サイクル）、製品の販路、価格、必
要な電力、この植物工場において、何人の新たな雇用が見込まれるのか、
商品化の時期など、具体的な情報が無い。思い付きを記載しただけで、具
体的な目処が立っていないのではないかと心配になってしまうので、具体的
な（数値の入った）計画を示して欲しい。

５．植物工場における薬用植物生産システムでは、現在のところ、薬用原料
や食品添加物、化粧品原料、甘味料等として用途の汎用性が高い植物であ
る「甘草」の栽培を計画しているが、この他　シャクヤクなど数種類の薬用植
物も視野に入れ検討している。
　また、甘草を植物工場において主根を肥大させる水耕栽培技術が民間事
業者により、すでに開発されており、この栽培技術を開発した民間事業者や
学術的見地から助言を得る大学等学術研究機関とも連携を図りながら取り
組んでいく。また、現在、水耕栽培でパセリやレタスを栽培する植物工場を
整備し、ビジネスとして成功した企業とも事前協議を進めている。
　実証実験実施の施設としては、電力事業者が所有する試験農場を計画し
ている。
　しかし、甘草の野生種は採取まで４年間余りの長い年月を要するが、工場
栽培においても１年～１年半での生育期間が必要とされており、実証の検
証においても年単位の時間を要する一方、薬用原料としても薬効成分の検
証も必要であり、実用化に向けては、まずは食品添加物の用途での使用か
ら検討していくことになると考える。
　工場栽培では、生育期間の短縮、残留農薬、重金属汚染の危険の除去な
どによる安定した品質の確保が期待出来ることから、まずは工場栽培の実
証実験に取り組み、実証の検証、さらには早期の本格実施に向け取り組ん
でいく。

５．植物工場における生薬生産システムに関して　具体性がない、具体的な
記載がないが、可能な範囲で構わないが、どの種類の作物（植物・生薬）を
栽培し、栽培条件、年に何回収穫（栽培サイクル）、製品の販路、価格、必
要な電力、この植物工場において、何人の新たな雇用が見込まれるのか、
商品化の時期など、具体的な情報が無い。思い付きを記載しただけで、具
体的な目処が立っていないのではないかと心配になってしまうので、具体的
な（数値の入った）計画を示して欲しい。

５．植物工場における薬用植物生産システムでは、現在のところ、薬用原料
や食品添加物、化粧品原料、甘味料等として用途の汎用性が高い植物であ
る「甘草」の栽培を計画しているが、この他　シャクヤクなど数種類の薬用植
物も視野に入れ検討している。
　また、甘草を植物工場において主根を肥大させる水耕栽培技術が民間事
業者により、すでに開発されており、この栽培技術を開発した民間事業者や
学術的見地から助言を得る大学等学術研究機関とも連携を図りながら取り
組んでいく。また、現在、水耕栽培でパセリやレタスを栽培する植物工場を
整備し、ビジネスとして成功した企業とも事前協議を進めている。
　実証実験実施の施設としては、電力事業者が所有する試験農場を計画し
ている。
　しかし、甘草の野生種は採取まで４年間余りの長い年月を要するが、工場
栽培においても１年～１年半での生育期間が必要とされており、実証の検
証においても年単位の時間を要する一方、薬用原料としても薬効成分の検
証も必要であり、実用化に向けては、まずは食品添加物の用途での使用か
ら検討していくことになると考える。
　工場栽培では、生育期間の短縮、残留農薬、重金属汚染の危険の除去な
どによる安定した品質の確保が期待出来ることから、まずは工場栽培の実
証実験に取り組み、実証の検証、さらには早期の本格実施に向け取り組ん
でいく。

　現在の国際的な環境の中で、生薬生産を増強することの必要性について
戦略的に提示すべきではないか。また、生薬に関して植物工場を設置する
ことの政策的合理性、競争力について明確にすべきではないか。

　生薬の主な調達先である中国では、採取制限や価格高騰、出荷規制など
が生じており、生薬は第2のレアアースになりかねない。現在は、採算ベー
スでは厳しい面が見込まれるが、今後の世界経済情勢の変化も見据えて、
安心・安全で安定した供給の実現に向けたプロジェクトとして、国内にとって
も非常に価値のある取組である。また、300年以上ある薬の富山の伝統と技
術を活かし、富山オリジナルブランドの開発や、医療との連携も視野に入
れ、需要先の調査、低コスト化への生産規模の検証などを行い、富山産の
薬用植物のブランド化につなげる。

６．『公共交通を軸としたコンパクトなまちづくり』であるが、LRTの駅（停車
場）ごとに、高齢者住宅・介護施設・交流の場・医療施設などが、歩ける範囲
内で配置されている筈であるが、その配置図など具体的な情報が必要であ
る。各駅毎に、何名の高齢者が居住するのか、その予想される（居住する）
高齢者数、および高齢者を支えるスタッフ（介護職、ケアマネジャー、看護師
など）の種類と人数、また交流の場の計画、および各地域で介護を担う事業
者について具体的な計画が必要である。

６．本市には52の鉄軌道駅が存在し、駅毎に居住者の特性や都市機能の
集積度合い、土地利用等に違いがあり、それぞれに役割や性格、魅力が異
なるため、それらの特徴を活かしたまちづくりを進めることとしている。今後、
鉄軌道駅毎に必要な都市機能等を他駅との関係性を考慮しながら具体に
検討を進め、「１」及び「４」への対応も含めて、今後、5年間で計画内容の深
化を図るべく検討を進めている。

６．『公共交通を軸としたコンパクトなまちづくり』であるが、LRTの駅（停車
場）ごとに、高齢者住宅・介護施設・交流の場・医療施設などが、歩ける範囲
内で配置されている筈であるが、その配置図など具体的な情報が必要であ
る。各駅毎に、何名の高齢者が居住するのか、その予想される（居住する）
高齢者数、および高齢者を支えるスタッフ（介護職、ケアマネジャー、看護師
など）の種類と人数、また交流の場の計画、および各地域で介護を担う事業
者について具体的な計画が必要である。

６．本市には52の鉄軌道駅が存在し、駅毎に居住者の特性や都市機能の
集積度合い、土地利用等に違いがあり、それぞれに役割や性格、魅力が異
なるため、それらの特徴を活かしたまちづくりを進めることとしている。今後、
鉄軌道駅毎に必要な都市機能等を他駅との関係性を考慮しながら具体に
検討を進め、「１」及び「４」への対応も含めて、今後、5年間で計画内容の深
化を図るべく検討を進めている。

　GISの活用などにより、交通関係施設の配置と高齢化対応関係施設を同
一半面において検討することが必要ではないか。

　GISを活用し、地域ごとに人口や年齢構成、公共施設、福祉施設の立地等
を把握した上で、将来的な人口、高齢化の状況などを予測し、小中学校の
統廃合や商業施設、医療機関、デイサービスの配置など、公共交通、福
祉、教育などあらゆる面から、適正な設置について、総合的に検討する。

７．高齢者対策において、ソフト面の具体的な計画が記載されていない。 ７．「１」の指摘への対応とともに、「４」にも記載したように、高齢者の外出を
促進するソフト施策についても検討している。

７．高齢者対策において、ソフト面の具体的な計画が記載されていない。 ７．「１」の指摘への対応とともに、「４」にも記載したように、高齢者の外出を
促進するソフト施策についても検討している。

４．高齢者が外出しやすい環境づくりについて、ハード面では、これまで高齢
者や障害者などにやさしいライトレールの整備や市内電車環状線化などの
公共交通の活性化や満65歳以上の高齢者は、中心市街地から市域全域ど
こへ出かけてもバス料金が100円になるお出かけバスなどに取組んできた。
ソフト事業については、ぬくもりの湯サロン事業として、高齢者が気軽に団ら
ん、交流できる公衆浴場を地域の交流の場として、そのスペースで健康づく
り、生きがいづくりを行う事業に対し支援を行い、高齢者の地域社会とのふ
れあい交流を推進したり、いきいきクラブ事業として、65歳以上の1人暮らし
の高齢者に、各校下の公民館などで会食等のサービスを提供することによ
り、孤独感の解消、閉じこもりの防止等を図るとともに、いきがい活動を支援
している。また、60歳以上を対象とした高齢者を対象として農作業を通じた
いきがいづくりの場や外出機会の提供により高齢者福祉の増進に資する高
齢者農園、創作活動や趣味・健康活動に自主参加し、高齢者の余暇活動能
力を身に付けることにより、健康といきがいを高めるシニアライフ講座など各
種のソフト事業にも取り組んでいる。介護サービスの充実については、従来
の介護サービスに加えて、ICTを活用した在宅健康管理システムの導入や
医師による巡回診療、看護師による訪問介護、など多様なサービスを活用
することにより、高齢者の介護予防と在宅支援サービスの充実を図ることと
している。また、介護予防の拠点施設として昨年中心市街地に角川介護予
防センターを整備し、個々が無理なく、楽しく参加いただける実践的な介護
予防プログラムの提供や市が先進的に取組んできたパワーリハビリテー
ションや温泉を活用した水中運動、温熱療法など全国的にも先進的なメ
ニューを行うことで、より活動的な日常生活を送ることができるよう、身体活
動量の向上を図ることとしている。ヘルシー＆交流タウンの形成にあたって
は、その角川介護予防センターを核として、公共交通の利便性の高い都心
地区で歩いて暮らせるまちづくりの形成や、高齢者が出かけてみたいと思え
る参加しやすい各種講座、交流事業が少ない状況にあるため、先に述べた
ソフト事業を行うことも検討し、高齢者が健康でいきがいをもって暮らせる形
につなげていきたい。
　指標のうち、特に健康な高齢者の割合は、65歳以上の高齢者で介護保険
の要支援・要介護認定を受けていない人の割合であり、先に掲げた取組に
より、元気な高齢者が増加することを見込んでいる。しかし、高齢化の進展
に伴い、要介護認定率も増加することを見込んでいるため、設定値が低く
なっている。
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計画の更なる具体化・明確化に向けた助言（案） 助言（案）に対する選定都市の見解
左記を踏まえた、計画の更なる明確化・具体化に向けた助言の内容
（今後、現地支援における追加的助言を追加）

助言への各選定都市の対応状況

■マネジメント関係 ●マネジメント関係 ■マネジメント関係
１．環境、高齢化、その他にわたる幅広い取り組みのシナジーを確保するた
めには、幅広いステークホルダーを巻き込むための仕掛けを構築する必要
がある。そのために、市役所内体制について、推進協議会事務局と市役所
内の様々な部局との関係も明示化して、横断的な市役所体制を構築し、分
野横断的議論を活性化する具体的工夫を書き込むべきではないか。また、
協議会に関しても、組織化された団体を対象とするだけではなく、高齢化関
係や環境面での先進的取り組みを行っている個人や団体も含めて幅広く知
恵を結集する体制を工夫するべきではないのか。

１．環境未来都市の実施主体として、産民学・自治体で構成し、全体計画の
策定・変更や進捗管理を含めた環境未来都市全体のマネジメントを担う「富
山市環境未来都市推進協議会」を２月２８日に設置する。また協議会の下
に、取組ごとに精通する事業者や学識経験者等で構成し、調査研究や事業
計画の策定及び進捗管理を行うプロジェクトチームを必要に応じて設置す
る。さらに協議会の委員及びプロジェクトチーム長で構成し、プロジェクト
チームの連絡調整や進捗管理を行う部会を分野別に設置する。
市の庁内体制としては、市長を本部長、副市長を副本部長とし、部局長で構
成する「富山市環境未来都市庁内推進本部」を２月１日に設置し、分野横断
的かつ柔軟に取り組める推進体制を整備した。
さらに、産民学のトップで構成し、協議会に対する助言及び事業実施主体や
有識者の推薦等の側面的な支援を行う「富山市環境未来都市アドバイザ
リーグループ」を２月１６日に設置した。
これらの各組織の綿密な連絡・調整を図るため、事務局は、すべて富山市
環境部が担い、より実効性のある体制を整備した。また、推進協議会は、組
織化された団体のみならず、提案内容に関係し、様々な分野で先進的に取
組む学識経験者なども加えており、幅広く英知を結集した体制を整えてい
る。

１．環境、高齢化、その他にわたる幅広い取り組みのシナジーを確保するた
めには、幅広いステークホルダーを巻き込むための仕掛けを構築する必要
がある。そのために、市役所内体制について、推進協議会事務局と市役所
内の様々な部局との関係も明示化して、横断的な市役所体制を構築し、分
野横断的議論を活性化する具体的工夫を書き込むべきではないか。また、
協議会に関しても、組織化された団体を対象とするだけではなく、高齢化関
係や環境面での先進的取り組みを行っている個人や団体も含めて幅広く知
恵を結集する体制を工夫するべきではないのか。

１．環境未来都市の実施主体として、産民学・自治体で構成し、全体計画の
策定・変更や進捗管理を含めた環境未来都市全体のマネジメントを担う「富
山市環境未来都市推進協議会」を２月２８日に設置する。また協議会の下
に、取組ごとに精通する事業者や学識経験者等で構成し、調査研究や事業
計画の策定及び進捗管理を行うプロジェクトチームを必要に応じて設置す
る。さらに協議会の委員及びプロジェクトチーム長で構成し、プロジェクト
チームの連絡調整や進捗管理を行う部会を分野別に設置する。
市の庁内体制としては、市長を本部長、副市長を副本部長とし、部局長で構
成する「富山市環境未来都市庁内推進本部」を２月１日に設置し、分野横断
的かつ柔軟に取り組める推進体制を整備した。
さらに、産民学のトップで構成し、協議会に対する助言及び事業実施主体や
有識者の推薦等の側面的な支援を行う「富山市環境未来都市アドバイザ
リーグループ」を２月１６日に設置した。
これらの各組織の綿密な連絡・調整を図るため、事務局は、すべて富山市
環境部が担い、より実効性のある体制を整備した。また、推進協議会は、組
織化された団体のみならず、提案内容に関係し、様々な分野で先進的に取
組む学識経験者なども加えており、幅広く英知を結集した体制を整えてい
る。

２．プロジェクトマネージャー、推進協議会部会長の人材発掘とその支援体
制が鍵になるのではないか。計画書にはプロジェクトマネージャーに「人事・
予算などあらゆる権限を付与」するとあるが、どのような権限を付与するの
か具体化する必要があるのではないか。

２．プロジェクトマネージャーは、協議会の会長である富山市長が担い、推
進協議会の召集をはじめ、推進協議会や部会の委員の委嘱、プロジェクト
チームの設置等の推進体制に対し幅広く権限を有するとともに、環境未来
都市全般に関し、専決できる権利を有し（協議会要綱に規定）、パワフルか
つスピード感をもって、取組を推進する。

２．プロジェクトマネージャー、推進協議会部会長の人材発掘とその支援体
制が鍵になるのではないか。計画書にはプロジェクトマネージャーに「人事・
予算などあらゆる権限を付与」するとあるが、どのような権限を付与するの
か具体化する必要があるのではないか。

２．プロジェクトマネージャーは、協議会の会長である富山市長が担い、推
進協議会の召集をはじめ、推進協議会や部会の委員の委嘱、プロジェクト
チームの設置等の推進体制に対し幅広く権限を有するとともに、環境未来
都市全般に関し、専決できる権利を有し（協議会要綱に規定）、パワフルか
つスピード感をもって、取組を推進する。

　プロジェクトマネージャーとしての市長は多忙であることが予想されるの
で、市長の支援体制を明確にすることが必要ではないか。

　プロジェクトマネージャー（市長）を全面的にサポートし、パワフルに取組を
推進できる支援体制を検討する。

３．民間の投資が必要になる分野（エコタウン産業立地、製薬産業立地、農
商工連携ビジネスプラットフォーム）については、ステークホルダーの意見も
踏まえ、どのようにすれば民間の投資が確保することができるのか、そのた
めには、外部のどのような機関との連携が必要なのかについて、戦略を構
築するべきではないか。

３．プロジェクトチームは、地元の各種業界のトップや学術研究機関等の有
力者により構成した「富山市環境未来都市アドバイザリーグループ」の推薦
などにより、結成することとしており、意欲ある企業などを推薦していただくこ
ととなる。
　しかしながら、本市が取り組む事業はいずれも極めて先進性の高い事業
であるため、採算性の検証も含めた具体的な事業計画については、今後、
プロジェクトチームの中で検討されるものであるが、当初、事業がある程度
軌道に乗るまでは、国や市などの行政負担が必要不可欠であると考えてい
る。

３．民間の投資が必要になる分野（エコタウン産業立地、製薬産業立地、農
商工連携ビジネスプラットフォーム）については、ステークホルダーの意見も
踏まえ、どのようにすれば民間の投資が確保することができるのか、そのた
めには、外部のどのような機関との連携が必要なのかについて、戦略を構
築するべきではないか。

３．プロジェクトチームは、地元の各種業界のトップや学術研究機関等の有
力者により構成した「富山市環境未来都市アドバイザリーグループ」の推薦
などにより、結成することとしており、意欲ある企業などを推薦していただくこ
ととなる。
　しかしながら、本市が取り組む事業はいずれも極めて先進性の高い事業
であるため、採算性の検証も含めた具体的な事業計画については、今後、
プロジェクトチームの中で検討されるものであるが、当初、事業がある程度
軌道に乗るまでは、国や市などの行政負担が必要不可欠であると考えてい
る。

４．多分野にまたがる様々な施策、事業をどのような順序で展開していくの
か、また、そのような順序で展開していくことによって、どのようなシナジーが
確保されるのかといった、今後の全体的な移行プロセスマネジメントについ
て検討すべきではないか。

４．幅広い見識と人脈を有するアドバイザリーグループからの推薦を持っ
て、事業別にプロジェクトチームを設置するが、事業の熟度によって実施時
期や進捗状況がそれぞれ異なることが想定されるため、その上位組織とな
る部会において分野別に事業の進捗管理や事業間調整を行う。さらには、
各部会における調整状況は、推進協議会において、進捗状況を見極めなが
ら、全体計画に反映する。

４．多分野にまたがる様々な施策、事業をどのような順序で展開していくの
か、また、そのような順序で展開していくことによって、どのようなシナジーが
確保されるのかといった、今後の全体的な移行プロセスマネジメントについ
て検討すべきではないか。

４．幅広い見識と人脈を有するアドバイザリーグループからの推薦を持っ
て、事業別にプロジェクトチームを設置するが、事業の熟度によって実施時
期や進捗状況がそれぞれ異なることが想定されるため、その上位組織とな
る部会において分野別に事業の進捗管理や事業間調整を行う。さらには、
各部会における調整状況は、推進協議会において、進捗状況を見極めなが
ら、全体計画に反映する。

　環境、健康分野間連携の第一歩としては、GISの活用などにより、交通関
係政策と高齢化対応政策の情報共有を進め、LRT等による環境対応と高齢
化対応に関する分野横断的な施策連携を探ることがありうるのではない
か。

　GISを活用することにより、人口の分布を基本として、交通分野、環境分
野、福祉分野など様々な情報を共有化し、重ね合わせることが可能となり、
これまで見えなかった課題の発見や、それに対応した新たな施策立案も可
能になることから、他分野の情報を庁内全体で共有し、連携を図っていく。

５．今後の計画、事業の進展に応じて、外部からの意見を聞き、随時計画を
変更する柔軟なシステムを構築するべきではないか。

５．各プロジェクトチームの進捗状況は様々であることから、部会において事
業間の調整を図り、必要に応じてプロジェクトチームの見直しや統合、新規
チームの設置など検討するとともに、随時、協議会に報告することで全体計
画へ反映させる。
また、助言組織であるアドバイザリーグループを設置し、幅広い観点から

随時、意見を集約できる体制を整備している。

５．今後の計画、事業の進展に応じて、外部からの意見を聞き、随時計画を
変更する柔軟なシステムを構築するべきではないか。

５．各プロジェクトチームの進捗状況は様々であることから、部会において事
業間の調整を図り、必要に応じてプロジェクトチームの見直しや統合、新規
チームの設置など検討するとともに、随時、協議会に報告することで全体計
画へ反映させる。
また、助言組織であるアドバイザリーグループを設置し、幅広い観点から

随時、意見を集約できる体制を整備している。

a.実効性・熟度
b.プロジェクト
マネジメントの
着実な実施
c.都市間連携・
ネットワークの
有効活用

環境未来都市の選定基準である下記
３点のポイントに基づき、体制の明
確化・具体化のための助言を実施。
・実行ある取組を継続的に実施する
ことができる実施主体となっている
か。
・環境未来都市全体の経営的なマネ
ジメントと各プロジェクトの進捗管
理的なマネジメントを共に実施でき
るか。
・国内外の都市間連携・ネットワー
クを有効に活用し、自らの取組の更
なる高度化、創出した成功事例の普
及展開の加速化を実現できるか。

特に、実効性のある執行体制・強力
なガバナンス体制の確認、プロジェ
クト管理を行う場の設置の確認、都
市間連携の具体的内容を確認し、助
言する。

③体制に関する助言
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（様式４）

●計画の更なる明確化・具体化に向けた助言 

環境未来都市名北九州市

計画の更なる具体化・明確化に向けた助言（案） 助言（案）に対する選定都市の見解
左記を踏まえた、計画の更なる明確化・具体化に向けた助言の内容
（今後、現地支援における追加的助言を追加）

助言への各選定都市の対応状況

■環境関係 ■環境関係 ■環境関係 ■環境関係

【総論】 【総論】 【総論】 【総論】
北九州市は日本を代表する環境未来都市である。以下の助言は、この分野の
日本のリーダーとして一層がんばってほしいという筆者の期待を込めたコメント
である。
１．　社会面での視点について
北九州市の大きな特徴は、環境政策を「街づくり」の柱に据えたこと。「環境改
善が市民生活にイノベーションをもたらす次世代のまち」という視点を強調して
ほしい。

１　社会面での視点
　御助言のとおり、環境改善（環境対策）が市民生活にイノベーションをもたらし、その市民生
活が更なる環境改善に結びつくという好循環を実現する都市を目指すことを計画の中でも強
調したいと思います。
（例）再生可能エネルギーとエネルギーマネジメントシステムの導入による技術革新と市民の
電力消費の見える化等により新たな再生可能エネルギーの供給拡大につながる仕組みづく
り。

北九州市は日本を代表する環境未来都市である。以下の助言は、この分野の日本の
リーダーとして一層がんばってほしいという筆者の期待を込めたコメントである。
１．　社会面での視点について
北九州市の大きな特徴は、環境政策を「街づくり」の柱に据えたこと。「環境改善が市民
生活にイノベーションをもたらす次世代のまち」という視点を強調してほしい。

１　社会面での視点
　御助言のとおり、環境改善（環境対策）が市民生活にイノベーションをもたらし、その市民生
活が更なる環境改善に結びつくという好循環を実現する都市を目指すことを計画の中でも強
調したいと思います。
（例）再生可能エネルギーとエネルギーマネジメントシステムの導入による技術革新と市民の
電力消費の見える化等により新たな再生可能エネルギーの供給拡大につながる仕組みづく
り。

【低炭素・省エネルギー】 【低炭素・省エネルギー】 【低炭素・省エネルギー】 【低炭素・省エネルギー】
２．　2050年、2025年の目標について
エネルギーの自立の目的を「災害における安心」においているが、さらに、産業
都市北九州として、「地域としての強いエネルギー体制の確立」という視点を加
えたらどうか。またその視点から将来のまちの姿を描くことが期待される。

２　2050年、2025年の目標について
 御助言のとおり、北九州市は産業都市であり、エネルギーは産業活動の根幹を成すものであ
ることから、「地域としての強いエネルギー体制の確立」は、本市にとって非常に重要な課題で
あると認識しています。そのような視点を一つの主要な柱として加え、計画の中でまちの将来
像を描いていきたいと思います。
（例）工場から出る副生水素の活用によるエネルギーの効率利用（八幡東区東田地区）、
　　　大規模太陽光発電や風力発電の導入促進（若松区響灘地区等）など

２．　2050年、2025年の目標について
エネルギーの自立の目的を「災害における安心」においているが、さらに、産業都市北
九州として、「地域としての強いエネルギー体制の確立」という視点を加えたらどうか。ま
たその視点から将来のまちの姿を描くことが期待される。

２　2050年、2025年の目標について
 御助言のとおり、北九州市は産業都市であり、エネルギーは産業活動の根幹を成すものであ
ることから、「地域としての強いエネルギー体制の確立」は、本市にとって非常に重要な課題で
あると認識しています。そのような視点を一つの主要な柱として加え、計画の中でまちの将来
像を描いていきたいと思います。
（例）工場から出る副生水素の活用によるエネルギーの効率利用（八幡東区東田地区）、
　　　大規模太陽光発電や風力発電の導入促進（若松区響灘地区等）など

３．　環境価値について
成果を「長期的には国内外で展開」とあるが、国際社会のスピードを踏まえれ
ば、長期的ではなく同時並行して展開すべきではないか。
また、経済的価値に関して、「地域経済の活性化」が述べられているが、北九州
市の取組は、日本はもとより世界全体への波及が期待されるものであり、その
旨も加筆すべきではないか。

３　環境価値について
　現在進行中の北九州スマートコミュニティ創造事業の経験を活かして、インドネシアのスラバ
ヤ市での工業団地のスマート化などの事業にも着手しており、同時並行での事業展開を積極
的に進めていきます。
また、技術輸出にあたっては、環境技術と社会システムなどのパッケージ化が重要であり、そ
の方法論として「グリーンシティ輸出のための北九州モデル構築」を行い、日本はもとより世界
全体に波及させていくことを目指しています。

３．　環境価値について
成果を「長期的には国内外で展開」とあるが、国際社会のスピードを踏まえれば、長期
的ではなく同時並行して展開すべきではないか。
また、経済的価値に関して、「地域経済の活性化」が述べられているが、北九州市の取
組は、日本はもとより世界全体への波及が期待されるものであり、その旨も加筆すべき
ではないか。

３　環境価値について
　現在進行中の北九州スマートコミュニティ創造事業の経験を活かして、インドネシアのスラバ
ヤ市での工業団地のスマート化などの事業にも着手しており、同時並行での事業展開を積極
的に進めていきます。
また、技術輸出にあたっては、環境技術と社会システムなどのパッケージ化が重要であり、そ
の方法論として「グリーンシティ輸出のための北九州モデル構築」を行い、日本はもとより世界
全体に波及させていくことを目指しています。

【水・大気】 【水・大気】 【水・大気】 【水・大気】
４．　主な課題について
開発途上国のそれぞれの地域特性に応じた技術の最適化という視点を加える
べき。例えば、北九州市では古くなった技術でも、途上国では十分有用な技術
も種々存在する。

４　主な課題について
  御助言のとおり、本市ではそれぞれの地域の環境･経済･社会の特性の応じた技術やシステ
ムを移転することは非常に重要であると認識しており、これまでの技術協力でも、最新の技術
を提供するのではなく、我が国にある多種多様な技術から相手都市の発展段階に応じた技術
を提供することとしています。更に一歩進めて、日本の技術をそのまま移転するのではなく、風
土等に適した技術に変更・修正したものを相手都市と一緒に研究･開発して移転していること
について、計画の中でも強調したいと思います。

４．　主な課題について
開発途上国のそれぞれの地域特性に応じた技術の最適化という視点を加えるべき。例
えば、北九州市では古くなった技術でも、途上国では十分有用な技術も種々存在する。

４　主な課題について
  御助言のとおり、本市ではそれぞれの地域の環境･経済･社会の特性の応じた技術やシステ
ムを移転することは非常に重要であると認識しており、これまでの技術協力でも、最新の技術
を提供するのではなく、我が国にある多種多様な技術から相手都市の発展段階に応じた技術
を提供することとしています。更に一歩進めて、日本の技術をそのまま移転するのではなく、風
土等に適した技術に変更・修正したものを相手都市と一緒に研究･開発して移転していること
について、計画の中でも強調したいと思います。

５．　2050年の目標について
相手都市も主体的に関わった環境国際協力とあるが、この視点は、相手都市
の持続的発展を担保する上で極めて重要であり、特に強調すべき。

５　２０５０年の目標について
 上述のとおり、地域の特性に応じた技術やシステムの移転は、相手都市の持続的発展を目
指すものであり、そのためには相手都市も主体的に関わることが必要不可欠と考えていること
から、計画の中でも強調したいと思います。

５．　2050年の目標について
相手都市も主体的に関わった環境国際協力とあるが、この視点は、相手都市の持続的
発展を担保する上で極めて重要であり、特に強調すべき。

５　２０５０年の目標について
 上述のとおり、地域の特性に応じた技術やシステムの移転は、相手都市の持続的発展を目
指すものであり、そのためには相手都市も主体的に関わることが必要不可欠と考えていること
から、計画の中でも強調したいと思います。

【自然環境・生物多様性】 【自然環境・生物多様性】 【自然環境・生物多様性】 【自然環境・生物多様性】
６． 2050年の目標について
都市の中に自然があり、自然の中に都市があるという概念は、従来の都市と自
然を区分けする手法とは異なる新しい都市と自然との関係の在り方として大い
に注目している。ただし、歯止め無くスプロールする危険がないよう、メリハリの
ある都市と自然の共存の実現の仕方を具体的に示すことが望ましい。

６　２０５０年の目標について
   「都市の中に自然があり、自然の中に都市がある」＝「都市と自然との共生する街」は、本市
生物多様性戦略の基本理念です。
市内の４割を占める森林を保全しつつ、街なかに自然や生物多様性が感じられる空間を、多
世代の市民やNPO・企業と協働で創出します。
また、本市の生物多様性戦略に加え、開発を一定限度制限する用途地域制度（市街化調整区
域や風致地区）を活用することで歯止めないスプロール化を抑制したいと考えます。

６． 2050年の目標について
都市の中に自然があり、自然の中に都市があるという概念は、従来の都市と自然を区
分けする手法とは異なる新しい都市と自然との関係の在り方として大いに注目してい
る。ただし、歯止め無くスプロールする危険がないよう、メリハリのある都市と自然の共
存の実現の仕方を具体的に示すことが望ましい。

６　２０５０年の目標について
   「都市の中に自然があり、自然の中に都市がある」＝「都市と自然との共生する街」は、本市
生物多様性戦略の基本理念です。
市内の４割を占める森林を保全しつつ、街なかに自然や生物多様性が感じられる空間を、多
世代の市民やNPO・企業と協働で創出します。
また、本市の生物多様性戦略に加え、開発を一定限度制限する用途地域制度（市街化調整区
域や風致地区）を活用することで歯止めないスプロール化を抑制したいと考えます。

【３R】 【３R】 【３R】 【３R】
７．　主な課題について
３Rの思想のさらなる進化形として、３Rの温室効果ガス削減効果など低炭素の
視点からその効果を検証し、低炭素社会に即した３R施策を展開していただき
たい。

７　主な課題について
  ７　主な課題について
  御助言のとおり、３Rは「循環型社会」だけでなく「低炭素社会」の実現にも貢献できると考え
ています。
平成23年3月には、北九州エコタウン企業等を対象に「温室効果ガス削減の見える化調査」を
実施し、３Rによる温室効果ガス削減効果を確認しました（23社で年間３８万㌧のCO2削減効
果）。
具体的な取り組みとして、掲げているレアメタルや太陽光発電（PV）システムのリサイクル技術
開発にあたっても、例えば、その工程が省エネルギーのものになるなど低炭素の視点を取り入
れながら進めていきたいと考えます。

７．　主な課題について
３Rの思想のさらなる進化形として、３Rの温室効果ガス削減効果など低炭素の視点から
その効果を検証し、低炭素社会に即した３R施策を展開していただきたい。

７　主な課題について
  ７　主な課題について
  御助言のとおり、３Rは「循環型社会」だけでなく「低炭素社会」の実現にも貢献できると考え
ています。
平成23年3月には、北九州エコタウン企業等を対象に「温室効果ガス削減の見える化調査」を
実施し、３Rによる温室効果ガス削減効果を確認しました（23社で年間３８万㌧のCO2削減効
果）。
具体的な取り組みとして、掲げているレアメタルや太陽光発電（PV）システムのリサイクル技術
開発にあたっても、例えば、その工程が省エネルギーのものになるなど低炭素の視点を取り入
れながら進めていきたいと考えます。

【復興支援と災害リスクの軽減】 【復興支援と災害リスクの軽減】 【復興支援と災害リスクの軽減】 【復興支援と災害リスクの軽減】
８．　東北沿岸都市全体に対する視点
現在東北の被災地では、個々に新エネ政策等を打ち出され、個々の都市として
の部分最適は目指されている。しかし、東北沿岸地域全体としての最適化の視
点が欠ける懸念がある。北九州市の支援モデルは十分普遍性が高いので、支
援協力対象都市を釜石市に限定せず、東北沿岸地域の全体最適が図られるよ
う、他の沿岸都市とも連携して、もっと幅広く支援を展開することが期待される。

８　東北沿岸都市全体に対する視点
　エネルギー分野については、ご指摘のとおり、釜石市のみで考えるのではなく、沿岸地域全
体で考えることは大変重要であると考えています。まずは、支援を行っている釜石市のスマー
トコミュニティ実現に向け、全力をあげていきます。その上で、東北沿岸地域の全体最適につい
ては、国のリーダーシップのもとで、本市として出来る限りの貢献をさせていただきたいと考え
ています。

８．　東北沿岸都市全体に対する視点
現在東北の被災地では、個々に新エネ政策等を打ち出され、個々の都市としての部分
最適は目指されている。しかし、東北沿岸地域全体としての最適化の視点が欠ける懸
念がある。北九州市の支援モデルは十分普遍性が高いので、支援協力対象都市を釜
石市に限定せず、東北沿岸地域の全体最適が図られるよう、他の沿岸都市とも連携し
て、もっと幅広く支援を展開することが期待される。

８　東北沿岸都市全体に対する視点
　エネルギー分野については、ご指摘のとおり、釜石市のみで考えるのではなく、沿岸地域全
体で考えることは大変重要であると考えています。まずは、支援を行っている釜石市のスマー
トコミュニティ実現に向け、全力をあげていきます。その上で、東北沿岸地域の全体最適につい
ては、国のリーダーシップのもとで、本市として出来る限りの貢献をさせていただきたいと考え
ています。

①将来ビジョンに関する助言

・市民の目線で「暮らしたい
まち」「活力あるまち」と感
じることができるか。
・都市・地域の自然的社会的
条件の特徴を踏まえている
か。
・コンセプトの実現に向けた
環境・超高齢化対応等に関す
る課題・目標が適切に設定さ
れ、その課題の解決と目標達
成の過程で環境価値、社会的
価値、経済的価値が総合的に
創造され続けるか。

a.魅力度
b.必然性
c.適切な課
題・目標設定
と価値創造
性
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計画の更なる具体化・明確化に向けた助言（案） 助言（案）に対する選定都市の見解
左記を踏まえた、計画の更なる明確化・具体化に向けた助言の内容
（今後、現地支援における追加的助言を追加）

助言への各選定都市の対応状況

■環境関係 ■環境関係 ■環境関係 ■環境関係
【低炭素・省エネルギー】 【低炭素・省エネルギー】 【低炭素・省エネルギー】 【低炭素・省エネルギー】
１．　交通関係について
記述がやや一般論的である。北九州市の未来の交通のあるべき姿の具体像が
十分に見えてこない。

１．　交通関係について
　交通関係においては、本市の「北九州市環境首都総合交通戦略」に基づき、まずは、既存ス
トックを有効活用し、主要な公共交通軸の高機能化や自転車利用環境の向上等により、自動
車利用の転換を図る施策を推進することとしています。
　御助言の環境にやさしい更なる交通体系の構築については、電気・水素エネルギーなど新
技術の開発などの今後の動向や国内外における他都市の事例などベストプラクティスも参考
としながら、今後、具体的な姿を示せるよう検討することとしています。

１．　交通関係について
記述がやや一般論的である。北九州市の未来の交通のあるべき姿の具体像が十分に
見えてこない。

１．　交通関係について
　交通関係においては、本市の「北九州市環境首都総合交通戦略」に基づき、まずは、既存ス
トックを有効活用し、主要な公共交通軸の高機能化や自転車利用環境の向上等により、自動
車利用の転換を図る施策を推進することとしています。
　御助言の環境にやさしい更なる交通体系の構築については、電気・水素エネルギーなど新
技術の開発などの今後の動向や国内外における他都市の事例などベストプラクティスも参考
としながら、今後、具体的な姿を示せるよう検討することとしています。

２．評価指標について
風力発電が強調されているが、産業都市北九州市のポテンシャルを踏まえれ
ば、素材から製品に至る幅広い環境製品の生産による全地球的な環境貢献は
極めて意義の大きいものと考えられる。したがって、指標等にグリーン製品を
もっと包括的に捉えた貢献という視点を加えることが適切ではないか。

２．評価指標について
　風力発電等エネルギー関連の研究開発、産業集積を具体例として挙げていますが、ご助言
のとおり、本市としても素材から製品に至る幅広い環境製品に関して、低炭素化や省エネル
ギーに貢献する取り組みを行っていく必要があると認識しています。
　このため、本市では、産学官で構成する先導的低炭素化技術研究戦略会議を設置し、「先導
的低炭素化技術研究戦略指針」を策定しています。当該指針に基づき、低炭素に資する素材・
製品の研究開発から製造にいたる様々な取り組みを行うこととしており、その旨を追記します。

２．評価指標について
風力発電が強調されているが、産業都市北九州市のポテンシャルを踏まえれば、素材
から製品に至る幅広い環境製品の生産による全地球的な環境貢献は極めて意義の大
きいものと考えられる。したがって、指標等にグリーン製品をもっと包括的に捉えた貢献
という視点を加えることが適切ではないか。

２．評価指標について
　風力発電等エネルギー関連の研究開発、産業集積を具体例として挙げていますが、ご助言
のとおり、本市としても素材から製品に至る幅広い環境製品に関して、低炭素化や省エネル
ギーに貢献する取り組みを行っていく必要があると認識しています。
　このため、本市では、産学官で構成する先導的低炭素化技術研究戦略会議を設置し、「先導
的低炭素化技術研究戦略指針」を策定しています。当該指針に基づき、低炭素に資する素材・
製品の研究開発から製造にいたる様々な取り組みを行うこととしており、その旨を追記します。

【水・大気】 【水・大気】 【水・大気】 【水・大気】
３．　評価指標について
途上国への協力は、単なる協力だけではなく、グリーン成長戦略に掲げられて
いるビジネスの視点も重要である。北九州市の優れた技術を活用して、途上国
でのよりクリーンな産業育成に関わるビジネス展開も検討していただきたい。

３　評価指標について
 御助言のとおり、本市のこれまでの経験でも「単なる協力」は協力期間が終了した段階で終わ
ることが多々見受けられます。そのため、平成２２年６月に「アジア低炭素化センター」を設立し
て、主にアジアを対象地域に、本市の優れた技術を効果的に活用して、国際環境ビジネスを展
開しています。また、まずは国際協力から始めて、最後にはビジネス化につながるようにするこ
とが結局は「早道」であることから、これまでの「国際環境協力｣で培ってきた環境国際ネット
ワーク（都市間環境外交）を活かしてクリーンビジネスを展開していくとともに、従前の「国際環
境協力」から相手国のリーダーを育てることなどを目的とする「戦略的国際環境協力」に転換し
て、当初から環境保全ビジネス（クリーンな産業育成ビジネス）を強く意識した環境協力を推進
していくこととしていることを計画の中でも強調したいと思います。

３．　評価指標について
途上国への協力は、単なる協力だけではなく、グリーン成長戦略に掲げられているビジ
ネスの視点も重要である。北九州市の優れた技術を活用して、途上国でのよりクリーン
な産業育成に関わるビジネス展開も検討していただきたい。

３　評価指標について
 御助言のとおり、本市のこれまでの経験でも「単なる協力」は協力期間が終了した段階で終わ
ることが多々見受けられます。そのため、平成２２年６月に「アジア低炭素化センター」を設立し
て、主にアジアを対象地域に、本市の優れた技術を効果的に活用して、国際環境ビジネスを展
開しています。また、まずは国際協力から始めて、最後にはビジネス化につながるようにするこ
とが結局は「早道」であることから、これまでの「国際環境協力｣で培ってきた環境国際ネット
ワーク（都市間環境外交）を活かしてクリーンビジネスを展開していくとともに、従前の「国際環
境協力」から相手国のリーダーを育てることなどを目的とする「戦略的国際環境協力」に転換し
て、当初から環境保全ビジネス（クリーンな産業育成ビジネス）を強く意識した環境協力を推進
していくこととしていることを計画の中でも強調したいと思います。

■高齢化関係 ■高齢化関係

１．　高齢者を取り巻く状況を丁寧に分析し、住民と共有すること。また、その状況の改
善に係るアウトカムを明確に設定し、取り組むこと。

１．誰もが生涯を通じて健康に暮らせるまちづくりを進めるためには、高齢者を取り巻く現状
や、取組の方向についてわかりやすく市民に示し、地域社会全体で広く意識を共有する必要
があると考えます。このため、ご助言の趣旨を踏まえ、市民の健康づくりや高齢者の介護予防
に関する取組の指標を追加いたします。
　あわせて、この計画に基づく取組を進める中で、高齢者の健康や介護・福祉に関する状況の
分析や適切な指標の設定、市民との情報共有のあり方など、引き続き検討してまいります。

２．　口腔ケアは、全身ケアにつながり、要介護を減らし、寿命を延ばすことが判明して
いることから、口腔ケアに係る取組を記載してはどうか。

２．口腔ケアへの取組について
　ご助言のとおり、口腔ケアについては、高齢者の健康づくりの推進にあたり、今後配慮すべ
き取組であることから、計画書へ記載したいと思います。

■マネジメント関係 ■マネジメント関係 ■マネジメント関係 ■マネジメント関係

１．　企業集積を進めグリーンイノベーションを展開していくための様々な切り口
が提示されている。低炭素、３Ｒ、公害防止、それぞれに大きなポテンシャルが
示されているが、比較優位性や制度的な制約を踏まえたロードマップ上にプ
ロットして、KPI（立地企業数、付加価値生産額、雇用規模？）の達成目標水準
と時期を示すことにより、多岐に亘る取り組みを体系化・一覧化しても良いかも
知れない。その中で、環境モデル都市を始め、従来からの取組に係る部分と、
国際戦略総合特区や環境未来都市とのかけ算により新たに付加された要素と
を区別して示せれば、特長がより明らかになるのではないか。

　御提案のＫＰＩについては、社会経済情勢等の外部要因に大きく左右されることから、どこま
で具体的に設定できるか検討が必要ですが、取組を体系化するとともに目標としての達成水
準や時期を示せるよう検討したいと思います。また御助言の通り、その中で従来からの取組と
今回の環境未来都市及び国際戦略総合特区で掲げた取組での付加要素の提示も検討しま
す。

１．　企業集積を進めグリーンイノベーションを展開していくための様々な切り口が提示さ
れている。低炭素、３Ｒ、公害防止、それぞれに大きなポテンシャルが示されているが、
比較優位性や制度的な制約を踏まえたロードマップ上にプロットして、KPI（立地企業数、
付加価値生産額、雇用規模？）の達成目標水準と時期を示すことにより、多岐に亘る取
り組みを体系化・一覧化しても良いかも知れない。その中で、環境モデル都市を始め、
従来からの取組に係る部分と、国際戦略総合特区や環境未来都市とのかけ算により新
たに付加された要素とを区別して示せれば、特長がより明らかになるのではないか。

　御提案のＫＰＩについては、社会経済情勢等の外部要因に大きく左右されることから、どこま
で具体的に設定できるか検討が必要ですが、取組を体系化するとともに目標としての達成水
準や時期を示せるよう検討したいと思います。また御助言の通り、その中で従来からの取組と
今回の環境未来都市及び国際戦略総合特区で掲げた取組での付加要素の提示も検討しま
す。

②取組内容に関する助言

・将来ビジョンの実現に寄与
する包括的かつ戦略的な取組
となっているか。
・自立的・自律的なモデルが
構築される見込はあるか。
・自らが責任を持って取り組
む意思はあるか。

特に、５年後以上の中長期的
ビジョンを踏まえつつ、今後
１～５年後の取組をより充実
させるような助言を実施（目
標、目的をより明確にするこ
と、より効果的な取組の追加
など）。

a.包括性・戦
略性
b.事業性・熟
度
c.本気度
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計画の更なる具体化・明確化に向けた助言（案） 助言（案）に対する選定都市の見解
左記を踏まえた、計画の更なる明確化・具体化に向けた助言の内容
（今後、現地支援における追加的助言を追加）

助言への各選定都市の対応状況

■環境関係 ■環境関係 ■環境関係 ■環境関係

【総論】 【総論】 【総論】 【総論】
１．　社会イノベーションについて
北九州市の取組は国内では非常に先駆的であるといえる。さらなる課題を述べ
れば、その先駆性を社会のイノベーションにつなげることである。具体的な社会
変革につなげるための機能・体制の整備が望まれる。

１　社会イノベーション
　１　社会イノベーション
　低炭素化をはじめとする環境技術を海外に展開し、社会のイノベーションにつなげるための
体制として「アジア低炭素化センター」を設置しています。また、スマートコミュニティや海外水ビ
ジネスにおいても、官民が連携した推進組織（北九州スマートコミュニティ創造協議会、北九州
市海外水ビジネス推進協議会）を組織するなどの体制整備に取り組んでいます。

１．　社会イノベーションについて
北九州市の取組は国内では非常に先駆的であるといえる。さらなる課題を述べれば、そ
の先駆性を社会のイノベーションにつなげることである。具体的な社会変革につなげる
ための機能・体制の整備が望まれる。

１　社会イノベーション
　１　社会イノベーション
　低炭素化をはじめとする環境技術を海外に展開し、社会のイノベーションにつなげるための
体制として「アジア低炭素化センター」を設置しています。また、スマートコミュニティや海外水ビ
ジネスにおいても、官民が連携した推進組織（北九州スマートコミュニティ創造協議会、北九州
市海外水ビジネス推進協議会）を組織するなどの体制整備に取り組んでいます。

２．　都市施策の総合評価について
都市環境政策の成果は、個別施策はもとより、総合的な都市政策としても評
価、発信すべきである。このため、既存の都市環境の総合評価ツールを積極的
に導入し、総合的視点から都市全体としてのプロジェクトの進行を管理する体
制を整えてはどうか。

２　都市施策の総合評価
　都市環境の総合評価ツールとして、御推薦のものがあれば御教示いただければ幸いです。
　また、事業実施部局ではなく総務企画局政策部政策調整課が環境未来都市の庁内事務局
となることで、全体的な観点からプロジェクトの推進管理を担当することとしています。

２．　都市施策の総合評価について
都市環境政策の成果は、個別施策はもとより、総合的な都市政策としても評価、発信す
べきである。このため、CASBEE都市等の既存の都市環境の総合評価ツールを積極的
に導入し、総合的視点から都市全体としてのプロジェクトの進行を管理する体制を整え
てはどうか。

２　都市施策の総合評価
　ご提案のＣＡＳＢＥＥ都市については、導入に向け情報収集に努めたいと思います。その他に
も都市環境の総合評価ツールとして、御推薦のものがあれば御教示いただければ幸いです。
　また、事業実施部局ではなく総務企画局政策部政策調整課が環境未来都市の庁内事務局
となることで、全体的な観点からプロジェクトの推進管理を担当することとしています。

【低炭素・省エネルギー】 【低炭素・省エネルギー】 【低炭素・省エネルギー】 【低炭素・省エネルギー】
３．　見える化について
低炭素・省エネに関する施策やその成果は、重要でありながら市民等には「見
えにくい」。市民生活に関わる取組みの成果を、市民目線に沿って翻訳し、市民
も含めたあらゆる関係者が課題、成果を共有できるような「見える化」の仕組み
の構築が望まれる。

３　見える化について
　本市では、環境政策の最重要課題を「市民環境力の充実」と位置づけており、ご指摘につい
ては、非常に重要な観点だと考えています。響灘地区をはじめ、東田地区、小倉都心部などに
おいて、低炭素にとどまらず、資源循環、自然共生の環境の３要素を分かりやすく見せるため
の未来のまちを「グリーンショールーム」として展開することとし、「北九州環境みらい学習シス
テム」を推進することで、市民をはじめ国内外の人々に分かりやすい形でその課題や成果を伝
えていきます。このことにより、環境未来都市先導的モデル事業費補助を要望しているところで
す。

３．　見える化について
低炭素・省エネに関する施策やその成果は、重要でありながら市民等には「見えにく
い」。市民生活に関わる取組みの成果を、市民目線に沿って翻訳し、市民も含めたあら
ゆる関係者が課題、成果を共有できるような「見える化」の仕組みの構築が望まれる。

３　見える化について
　本市では、環境政策の最重要課題を「市民環境力の充実」と位置づけており、ご指摘につい
ては、非常に重要な観点だと考えています。響灘地区をはじめ、東田地区、小倉都心部などに
おいて、低炭素にとどまらず、資源循環、自然共生の環境の３要素を分かりやすく見せるため
の未来のまちを「グリーンショールーム」として展開することとし、「北九州環境みらい学習シス
テム」を推進することで、市民をはじめ国内外の人々に分かりやすい形でその課題や成果を伝
えていきます。このことにより、環境未来都市先導的モデル事業費補助を要望しているところで
す。

【水・大気】 【水・大気】 【水・大気】 【水・大気】
４．　人材活用
様々の背景や発展段階を持つ国に対して、環境技術輸出の適切な国際展開を
進めるためには、経験のある人材の確保が重用である。過去に日本の公害問
題等の解決に携わったOB人材を活かす仕組みを強化すべきである。

４　　人材活用
　１９８０年、市内民間団体が中心で設立した「（財）北九州国際技術協力協会（ＫＩＴＡ）」は、市
内企業のＯＢ技術者で構成されており、これまで研修事業や技術協力事業で大きな役割を
担ってきたところです。１９９０年代以降、環境分野での協力要請が増えてきたことから、水や
大気更には廃棄物等の行政ＯＢや市民・市民団体（環境学習・教育分野）もＫＩＴＡの活動に参
加し、より幅の広い人材を確保しているところです。
今後も、多くの国・都市からの協力要請が増えていくことから、ＫＩＴＡ等国際協力関係機関の支
援を強化するなど、更なるＯＢ人材を活かす方策を展開することを考えています。

４．　人材活用
様々の背景や発展段階を持つ国に対して、環境技術輸出の適切な国際展開を進める
ためには、経験のある人材の確保が重用である。過去に日本の公害問題等の解決に携
わったOB人材を活かす仕組みを強化すべきである。

４　　人材活用
　１９８０年、市内民間団体が中心で設立した「（財）北九州国際技術協力協会（ＫＩＴＡ）」は、市
内企業のＯＢ技術者で構成されており、これまで研修事業や技術協力事業で大きな役割を
担ってきたところです。１９９０年代以降、環境分野での協力要請が増えてきたことから、水や
大気更には廃棄物等の行政ＯＢや市民・市民団体（環境学習・教育分野）もＫＩＴＡの活動に参
加し、より幅の広い人材を確保しているところです。
今後も、多くの国・都市からの協力要請が増えていくことから、ＫＩＴＡ等国際協力関係機関の支
援を強化するなど、更なるＯＢ人材を活かす方策を展開することを考えています。

【自然環境・生物多様性】 【自然環境・生物多様性】 【自然環境・生物多様性】 【自然環境・生物多様性】
５．　市民団体
北九州市の自然環境に取り組む市民団体の層の厚さは驚くべきものである。
「都市の中の自然、自然の中の都市」という概念を、これら市内の団体と協力し
て総合的に体系化して、日常レベルの概念としていただきたい。

５　市民団体
　２千人を超える市民・NPO・事業者・学識者等により体系化されている「北九州市自然環境保
全ネットワーク」を、さらに継続発展させ、「都市と自然との共生」を日常レベルの概念となるよ
う努力していきます。

５．　市民団体
北九州市の自然環境に取り組む市民団体の層の厚さは驚くべきものである。「都市の中
の自然、自然の中の都市」という概念を、これら市内の団体と協力して総合的に体系化
して、日常レベルの概念としていただきたい。

５　市民団体
　２千人を超える市民・NPO・事業者・学識者等により体系化されている「北九州市自然環境保
全ネットワーク」を、さらに継続発展させ、「都市と自然との共生」を日常レベルの概念となるよ
う努力していきます。

【３R】 【３R】 【３R】 【３R】
６．　エコタウン
北九州市内で展開してきた、鉄鋼等の工場内の資源循環システムには世界的
に注目すべき技術・システムが多々あると思われる。それを国内外の３Rの展
開に活用する仕組みを整備することが期待される。

６　エコタウン
　北九州市の企業が環境改善を進めるにあたってのキーワードの一つが「クリーナープロダク
ション（ＣＰ）」です。これは、終末処理施設（エンド・オブ・パイプ）を重視するのではなく、生産工
程そのもの見直しを徹底的に行い、省資源や省エネを実現を通じて、汚染物質の低減を達成
すると同時に、コスト削減にもつなげていくエンジニアリングのノウハウです。こうしたＣＰのノウ
ハウ等様々な技術やシステムを国内外に展開するため、企業のネットワークを強化するなどの
仕組みづくりを進めていきます。

６．　エコタウン
北九州市内で展開してきた、鉄鋼等の工場内の資源循環システムには世界的に注目す
べき技術・システムが多々あると思われる。それを国内外の３Rの展開に活用する仕組
みを整備することが期待される。

６　エコタウン
　北九州市の企業が環境改善を進めるにあたってのキーワードの一つが「クリーナープロダク
ション（ＣＰ）」です。これは、終末処理施設（エンド・オブ・パイプ）を重視するのではなく、生産工
程そのもの見直しを徹底的に行い、省資源や省エネを実現を通じて、汚染物質の低減を達成
すると同時に、コスト削減にもつなげていくエンジニアリングのノウハウです。こうしたＣＰのノウ
ハウ等様々な技術やシステムを国内外に展開するため、企業のネットワークを強化するなどの
仕組みづくりを進めていきます。

【復興支援と災害リスクの軽減】 【復興支援と災害リスクの軽減】 【復興支援と災害リスクの軽減】 【復興支援と災害リスクの軽減】
７．　支援
被災地の支援は釜石市に止まらず、東北沿岸諸都市の長期にわたるまちづく
り復興も支えてほしい。そのため、環境、建設、建築等のまちづくりに関わる部
局が、縦割りでなく、総合的にまちづくり支援に長期に取り組める体制の整備が
期待される。

７　支援
　本市は、まちの成り立ちや歴史的背景の似通った製鉄の町である釜石市に対して、常駐職
員を配置（北九州市・釜石デスク）し、現地の状況やニーズを踏まえた支援を行っています。
　復興に当たって釜石市がスマートコミュニティを目指していることや、環境未来都市の申請に
至ったのは、共通点を踏まえつつ、釜石デスクを中心としたきめ細かいアドバイスや助力が功
を奏したのではないかと考えています。
　東北沿岸諸都市の支援については、国のリーダーシップのもとで、本市として出来る限りの
貢献をさせていただきたいと考えています。

７．　支援
被災地の支援は釜石市に止まらず、東北沿岸諸都市の長期にわたるまちづくり復興も
支えてほしい。そのため、環境、建設、建築等のまちづくりに関わる部局が、縦割りでな
く、総合的にまちづくり支援に長期に取り組める体制の整備が期待される。

７　支援
　本市は、まちの成り立ちや歴史的背景の似通った製鉄の町である釜石市に対して、常駐職
員を配置（北九州市・釜石デスク）し、現地の状況やニーズを踏まえた支援を行っています。
　復興に当たって釜石市がスマートコミュニティを目指していることや、環境未来都市の申請に
至ったのは、共通点を踏まえつつ、釜石デスクを中心としたきめ細かいアドバイスや助力が功
を奏したのではないかと考えています。
　東北沿岸諸都市の支援については、国のリーダーシップのもとで、本市として出来る限りの
貢献をさせていただきたいと考えています。

■高齢化関係 ■高齢化関係 ■高齢化関係 ■高齢化関係

１．　現場の熱意ある担当者の選定が最も大事であり、更に大事なことは、住民
や関係団体との、理念と目的の共有が不可欠です。現場主義を大切にして、推
進内容の選択では、優先性と実行可能性を重視して欲しい。
また、中間評価を大事にして、改善に生かしていくこと、特に最終効果を指標化
し、みんなでモニターすることが大事。評価は改善のためにある。
熱意ある職員は、その後町の重要な役職について行きましたし、がんばった住
民は、他の自治体から講演依頼が来るようになっていた。

1   現場の熱意ある担当者の選定、住民や関係団体との理念・目的の共有、現場主義につい
て
　本市では、地域のネットワークづくりや高齢者の総合相談を担当する職員を、保健福祉サー
ビス提供の拠点である「区役所」に配置しています。これらの職員は、職場の机で待つのでは
なく、自ら地域に出向いて直接市民の相談を受け、サービスの調整や提供、地域活動の支援
などを行っています。
　あわせて、本市では身近な小学校区を単位として、地域住民、地域活動団体、保健・医療・
福祉関係者、ＮＰＯ・ボランティア、行政などが協働しながら、高齢者の見守りや多世代交流、
住民主体の健康づくりなど、様々な活動を進めています。
今後もこうした体制のもと、様々な取り組みを通して地域のネットワークの更なる充実・強化を
図り、誰もが住み慣れた地域で健やかに暮らせるまちづくりを進めてまいります。

１．　現場の熱意ある担当者の選定が最も大事であり、更に大事なことは、住民や関係
団体との、理念と目的の共有が不可欠です。現場主義を大切にして、推進内容の選択
では、優先性と実行可能性を重視して欲しい。
また、中間評価を大事にして、改善に生かしていくこと、特に最終効果を指標化し、その
情報を還元することにより、みんなでモニターすることが大事。評価は改善のためにあ
る。
熱意ある職員は、その後町の重要な役職について行きましたし、がんばった住民は、他
の自治体から講演依頼が来るようになっていた。

1   現場の熱意ある担当者の選定、住民や関係団体との理念・目的の共有、現場主義につい
て
　本市では、地域のネットワークづくりや高齢者の総合相談を担当する職員を、保健福祉サー
ビス提供の拠点である「区役所」に配置しています。これらの職員は、職場の机で待つのでは
なく、自ら地域に出向いて直接市民の相談を受け、サービスの調整や提供、地域活動の支援
などを行っています。
　あわせて、本市では身近な小学校区を単位として、地域住民、地域活動団体、保健・医療・
福祉関係者、ＮＰＯ・ボランティア、行政などが協働しながら、高齢者の見守りや多世代交流、
住民主体の健康づくりなど、様々な活動を進めています。
今後もこうした体制のもと、様々な取り組みを通して地域のネットワークの更なる充実・強化を
図り、誰もが住み慣れた地域で健やかに暮らせるまちづくりを進めてまいります。

■マネジメント関係 ■マネジメント関係 ■マネジメント関係 ■マネジメント関係

１．　既に広範なステークホルダーからの評価や意見を取り入れる仕掛けを併
せ持ったコンソーシアムの素案が提示されており、このプランの具体化を進め
て頂くことで十分と考える。先導的な立場にある北九州市だけに、マネジメント
体制でも他の模範になるような要素として、以下の点でより個性を発揮されるこ
とを期待する。
　・プロジェクトマネジャーと部会長との役割分担の明確化による「スピード感」
の確保
　・部会の組成、外部ステークホルダーとの連携など全体を通して、十分な「参
加」機会を確保
　・外部評価と「環境未来都市」等推進懇話会におけるダイバーシティの確保

１　「スピード感の確保」については、プロジェクトマネージャーと部会長との関係において部会
長への権限の委譲等により、現場に近い部分で迅速判断ができる体制を考えています。
　「参加機会の確保」については、各取組（組織）を通じた広報や説明会、市の広報誌やホーム
ページなど十分な機会を確保します。また、「ダイバーシティの確保」については、コンソーシア
ム等のメンバーを幅広い分野から就任いただくこととしています。

１．　既に広範なステークホルダーからの評価や意見を取り入れる仕掛けを併せ持った
コンソーシアムの素案が提示されており、このプランの具体化を進めて頂くことで十分と
考える。先導的な立場にある北九州市だけに、マネジメント体制でも他の模範になるよう
な要素として、以下の点でより個性を発揮されることを期待する。
　・プロジェクトマネジャーと部会長との役割分担の明確化による「スピード感」の確保
　・部会の組成、外部ステークホルダーとの連携など全体を通して、十分な「参加」機会
を確保
　・外部評価と「環境未来都市」等推進懇話会におけるダイバーシティの確保

１　「スピード感の確保」については、プロジェクトマネージャーと部会長との関係において部会
長への権限の委譲等により、現場に近い部分で迅速判断ができる体制を考えています。
　「参加機会の確保」については、各取組（組織）を通じた広報や説明会、市の広報誌やホーム
ページなど十分な機会を確保します。また、「ダイバーシティの確保」については、コンソーシア
ム等のメンバーを幅広い分野から就任いただくこととしています。

③体制に関する助言

環境未来都市の選定基準であ
る下記３点のポイントに基づ
き、体制の明確化・具体化の
ための助言を実施。
・実行ある取組を継続的に実
施することができる実施主体
となっているか。
・環境未来都市全体の経営的
なマネジメントと各プロジェ
クトの進捗管理的なマネジメ
ントを共に実施できるか。
・国内外の都市間連携・ネッ
トワークを有効に活用し、自
らの取組の更なる高度化、創
出した成功事例の普及展開の
加速化を実現できるか。

特に、実効性のある執行体
制・強力なガバナンス体制の
確認、プロジェクト管理を行
う場の設置の確認、都市間連
携の具体的内容を確認し、助
言する。

a.実効性・熟
度
b.プロジェクト
マネジメント
の着実な実
施
c.都市間連
携・ネット
ワークの有
効活用
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（様式４）

●計画の更なる明確化・具体化に向けた助言 

環境未来都市名　大船渡市等

計画の更なる具体化・明確化に向けた助言（案） 助言（案）に対する選定都市の見解
左記を踏まえた、計画の更なる明確化・具体化に向けた助言の内容
（今後、現地支援における追加的助言を追加）

助言への各選定都市の対応状　

■環境関係 ■環境関係 ■環境関係 ■環境関係

１．本プロジェクトの対象地域は、平坦な平地部分の面積が少な
く、傾斜地が多い。そのため、高台を利用したコンパクトシティや高
台移転、高齢者に配慮した交通環境整備をする場合、広い平地に
おいて実施するのとは異なり、実際にはかなり大きな困難が伴うこ
とが予想される。

１．高台のモビリティは、マイクロバスもしくは、ミニバン規模の機動性の
あるものを考えているが、非常に困難であることは理解している。

１．本プロジェクトの対象地域は、平坦な平地部分の面積が少なく、傾斜地
が多い。そのため、高台を利用したコンパクトシティや高台移転、高齢者に
配慮した交通環境整備をする場合、広い平地において実施するのとは異な
り、実際にはかなり大きな困難が伴うことが予想される。

１．一般論で言われる規模、例えば千人規模の複数のコンパクトシティの建
設は難しいと判断している。地形的な制約から、近傍の高台など、各地区の
ニーズにあった集団移転地域を分散的に配置し、これらを機動性の高いミニ
バンクラスによる、オンデマンドの新交通システム、ICTシステムで連結し、
利便性を補う構想を考えている。

２．そのため、事業の採算性、高齢者の心身の健康の維持、日常
生活の質の低下を招かない等の点を配慮した、自力で移動可能な
町の設計の具体像を早急に明らかにし、復興計画と整合性をもっ
て推進することが求められる。

２．自力で移動可能な町の設計については、リハビリタウンとしてのあり
方など内部では検討している。当テーマは、地域の方々とコンセンサス
をとるなど時間のかかるものと認識している。実現に向けてのアドバイス
として是非、実施例（実施プロセス含む）など類似事業をご紹介いただき
たい。

２．そのため、事業の採算性、高齢者の心身の健康の維持、日常生活の質
の低下を招かない等の点を配慮した、自力で移動可能な町の設計の具体
像を早急に明らかにし、復興計画と整合性をもって推進することが求められ
る。

２．防災集団移転促進事業や漁業集落防災機能強化事業などの導入によ
る新たな住環境のもとで、オンデマンドバスの導入により、中心市街地への
アクセスの確保、あるいは高台の集団移転地域間の機能補完を図ることに
より、高齢者をはじめ住民の利便性の向上を図ることができるよう、復興計
画との整合を図っていく。

３．津波により被災した市街地中心部分の復興まちづくりでの位置
づけ、将来ビジョンは、各自治体においても復興の要となることが
予想される。したがって、本プロジェクトの成否と切り離して考える
ことはできず、一体的にとらえた事業とするべきである。

３．本プロジェクトチームでは復興事業と環境未来都市とを切り離して考
えられるものでないと認識している。復興交付金と環境未来都市推進に
関連する国庫補助金が一元的なものでないところに自治体の一体化を
妨げている要素であることも認識いただきたい。

３．津波により被災した市街地中心部分の復興まちづくりでの位置づけ、将
来ビジョンは、各自治体においても復興の要となることが予想される。した
がって、本プロジェクトの成否と切り離して考えることはできず、一体的にとら
えた事業とするべきである。

３．被災した中心市街地は、土地区画整理事業の導入を予定している。環
境未来都市構想の趣旨に沿ったまちづくりを行うため、現在、体制を整えて
いる段階である。

４．環境の目標について、主に平成29年を目標年にしている。たと
えば地域の消費電力８時間分の貯蔵能力を整備するのに地域の
分散電源（太陽光）から３割、系統電力から７割を想定している。
　中長期的にみて、この数字をどのように変更していくことを目標と
するのか、２０３０年から２０５０年を対象にお示し頂きたい。

４．中長期的にみて、地域の分散電源（太陽光等）から7割、系統電力か
ら3割となる地域特性に応じたエネルギーの面的利用を実現することが
目標である。

４．環境の目標について、主に平成29年を目標年にしている。たとえば地域
の消費電力８時間分の貯蔵能力を整備するのに地域の分散電源（太陽光）
から３割、系統電力から７割を想定している。
　中長期的にみて、この数字をどのように変更していくことを目標とするの
か、２０３０年から２０５０年を対象にお示し頂きたい。

４．中長期的にみて、地域の分散電源（太陽光等）から7割、系統電力から3
割を目標に、地域特性に応じた再生可能エネルギーの利用を図っていきた
い。

５．掲げている方向性は、どれも進めるべきことで高く評価できる
が、２０３０年や２０５０年の全体のイメージが掴みにくい。中長期の
数値目標を含めた記述を加えてほしい。

５．太陽光・バイオマスなどの自然エネルギーによる大・中・小規模の
様々な発電が地域の特性に応じて導入されており、CO2の削減やエネ
ルギー自給率の向上等が図られるとともに、エネルギーの面的な利用も
進み、エネルギー効率が非常に高い町が実現しているだろう。数値とし
ては、平成29年度の2倍程度に向上させることが目標である。

５．掲げている方向性は、どれも進めるべきことで高く評価できるが、２０３０
年や２０５０年の全体のイメージが掴みにくい。中長期の数値目標を含めた
記述を加えてほしい。

５．地域特性を踏まえ、太陽光・バイオマスなど自然エネルギーを活用した
大・中・小規模の発電施設の分散配置により、CO2の削減やエネルギー自
給率の向上等が図られるため、エネルギー効率の高いまちが構築できる。
数値としては、平成29年度の2倍程度に向上させることが目標である。

６．今後の町の産業をどう考えるのか（観光産業などの重要性、メガソー
ラーでは雇用は生まない。）

６．漁業、水産加工業など、被災地域の主要産業の早期再建が最優先であ
る。観光産業においては、復興の状況を発信し、交流人口の増大を図りな
がら地域経済を建て直し、持続的に発展させていく原動力になるものと認識
している。
　このことから、国・県の支援による宿泊施設の再建、観光施設の復旧、四
季折々の食をテーマとした各種イベントの再開や客船誘致などに積極的に
取り組んでいる。

■高齢化関係 ■高齢化関係 ■高齢化関係 ■高齢化関係

１．２市１町のそれぞれで住居やサービス拠点を数１００ｍ内に整
備した徒歩圏で生活できるコンパクトシティをつくり、それらを連結
した都市群を構築するという提案は、画期的な復興計画である。

１．現状では、すべてがそのようなコンパクトシティとなりにくいが、コミュ
ニティバスやICTのネットワークでうまく連結することを視野に入れてい
る。

１．２市１町のそれぞれで住居やサービス拠点を数１００ｍ内に整備した徒
歩圏で生活できるコンパクトシティをつくり、それらを連結した都市群を構築
するという提案は、画期的な復興計画である。
 ２市１町のそれぞれに１つずつ高台コンパクトシティを建設して連結という提
案は現地の実情から乖離した机上の空論。抜本的な見直しが必要。被災地
は、被災地以外でできないことが出来る可能性がある。その可能性を認識し
て頂きたい。現状復帰が大変だが、その先にここでしかできないことができ
る可能性がある。

１．一般論で言われる規模、例えば千人規模の複数のコンパクトシティの建
設は難しいと判断している。地形的な制約から、近傍の高台など、各地区の
ニーズにあった集団移転地域を分散的に配置し、これらを機動性の高いミニ
バンクラスによる、オンデマンドの新交通システム、ICTシステムで連結し、
利便性を補うなど、地域特性に応じた柔軟な方策を検討していく。
　なお、中心市街地形成においては、環境未来都市として新たな価値の創
出を目指し、現地と精力的に協議を重ねるとともに、推進ボードの先生方を
はじめ、さまざまな知見の結集を図っていく。

■マネジメント関係 ■マネジメント関係 ■マネジメント関係 ■マネジメント関係

１．なぜ、この場所なのか？
例えば、蓄電池を付帯したメガソーラー発電所の建設に関して　地
元の第一次産業等に提供する等以外（例：周辺のスマートシティへ
の復興資材提供機能など）にも、「顧客」を見いだせるか？もう一度
整理し、この場所から国内外へのリーチのヴィジョンをまとめる。

１．メガソーラーは、近隣の水産加工工場団地と、近隣の中心市街地へ
の電力供給が主たる供給先となる方向で調整している。中心市街地か
ら水産加工工場団地までをスマートコミュニティとして形成し、モデルを
つくっていく方向である。

１．なぜ、この場所なのか？
例えば、蓄電池を付帯したメガソーラー発電所の建設に関して　地元の第一
次産業等に提供する等以外（例：周辺のスマートシティへの復興資材提供機
能など）にも、「顧客」を見いだせるか？もう一度整理し、この場所から国内
外へのリーチのヴィジョンをまとめる。

１．メガソーラーは、近隣の水産加工工場団地と、近隣の中心市街地への電
力供給が主たる供給先となる方向で調整している。中心市街地から水産加
工工場団地までをスマートコミュニティとして形成し、モデルを作っていく。

２．市民の目線で変化をイメージさせる。
住民参加の明確化、そして、それを促すためにも、住民にとってイ
メージしやすい将来の姿をまとめる。　例えば、そこに住む子育て
世代、働き手、高齢者、それぞれの生活がどう変わるかがBefore-
Afterでわかるように、説明する。　また、市民の顔が見えるように
する。

２．そのような作業は当初からイメージしていたが、住民参加などのプロ
グラムは相当の作業が想像され、予算が取れない限り動けなく、将来的
に考慮している。具体的になったとき更なる助言をいただきたい。

２．新たな街づくりを市民の目線で変化をイメージさせる。
２市１町の復興計画にも記載されているように、住民参加は必要である。現
状は今の生活をどうするか、という点にフォーカスがあたっているが、今から
進めないと新たな街づくりはより難しくなるのではないか。住民にとってイ
メージしやすい将来の姿をまとめる。　例えば、そこに住む子育て世代、働き
手、高齢者、それぞれの生活がどう変わるかがBefore-Afterでわかるよう
に、説明する。　また、市民の顔が見えるようにする。

２．環境未来都市を構築するうえで住民の理解と協力が不可欠である。環
境未来都市の内容はもとより、環境未来都市に取り組むことで、人々の生活
がどのように変わるか、市の広報やホームページ、さらには説明会や研修
会の開催などを通じて、適切に関連情報の共有化を図っていく。

３．活力ある外の血の必要性
企業誘致などを通じて、将来の市民となる人々が、この場所で経
済活動をする魅力。また、新たな血が入ってくる事がどのような意
味をもたらすかをまとめる。

３．
(1) この場所で経済活動をする魅力
①　数々の復興事業と合わせて、積極的に地域ブランディングに取り組
むことにより、復興に向けて邁進する気仙地域に住むことと、復興の一
翼を担うことに誇りを持つこと.
②　「環境未来都市」として、新たに環境や超高齢化関連などの新産業
の振興を図りながら、環境にやさしく、誰もが住みやすい先進的なまちづ
くりを行っていること。
③　古くから守り育まれてきた伝統文化と豊かな自然環境との調和が図
られたまちであること。

(2) 新しい血が入ってくることの意味
①純粋に人口増が図られること。
②豊かな地域資源を再評価する機会が増え、地域づくりを進めていくう
えで、新たな価値を創出する可能性が広がること。

３．活力ある外の血の必要性
企業誘致などを通じて、将来の市民となる人々が、この場所で経済活動を
する魅力。また、新たな血が入ってくる事がどのような意味をもたらすかをま
とめる。

３．
(1) この場所で経済活動をする魅力
①　数々の復興事業と合わせて、積極的に地域ブランディングに取り組むこ
とにより、復興に向けて邁進する気仙地域に住むことと、復興の一翼を担う
ことに誇りが持てること。
②　「環境未来都市」として、新たに環境や超高齢化関連などの新産業の振
興を図りながら、環境にやさしく、誰もが住みやすい先進的なまちづくりがで
きること。
③　古くから守り育まれてきた伝統文化と豊かな自然環境との調和が図られ
たまちづくりをできること。

(2) 新しい血が入ってくることの意味
①純粋に人口増が図られること。
②豊かな地域資源を再評価する機会が増え、地域づくりを進めていくうえ
で、新たな価値を創出する可能性が広がること。

　

①将来ビジョンに関する助言

a.魅力度
b.必然性
c.適切な課題・目
標設定と価値創造
性

・市民の目線で「暮らしたいまち」「活力あるまち」と感じること
ができるか。
・都市・地域の自然的社会的条件の特徴を踏まえているか。
・コンセプトの実現に向けた環境・超高齢化対応等に関する課題・
目標が適切に設定され、その課題の解決と目標達成の過程で環境価
値、社会的価値、経済的価値が総合的に創造され続けるか。
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計画の更なる具体化・明確化に向けた助言（案） 助言（案）に対する選定都市の見解 計画の更なる具体化・明確化に向けた助言（案） 助言への各選定都市の対応状況

■環境関係 ■環境関係 ■環境関係 ■環境関係

１．　本プロジェクトでは、震災による復興まちづくりと環境未来都
市将来ビジョンが一つになって推進される必要がある。そのために
は、各自治体内部で復興ビジョンを担当する部局、各々の復興事
業を担当する部局、環境未来都市を担当する部局が常に連携を密
にとるための場を、行政内部に設けることが求められる。

１．現在設置する方向で動いている。 １．　本プロジェクトでは、震災による復興まちづくりと環境未来都市将来ビ
ジョンが一つになって推進される必要がある。そのためには、各自治体内部
で復興ビジョンを担当する部局、各々の復興事業を担当する部局、環境未
来都市を担当する部局が常に連携を密にとるための場を、行政内部に設け
ることが求められる。

１．大船渡市では、平成24年４月１日に環境未来都市推進室を設置し、今
後、関係部課長会議等を随時開催して復興計画と環境未来都市との整合を
図っていく。
　陸前高田市では、企画部企画政策課の職員が災害復興局の兼務し、住田
町では、町づくり推進課において庁内の連絡調整を行うこととしている。
　自治体間の調整については、気仙広域環境未来都市推進共同事業体内
に設置した、気仙２市１町とプロジェクトマネージャーで構成する「運営委員
会」で行う。運営委員会には、各市町の環境未来都市担当、復興担当、さら
には、プロジェクトチームのコーディネーターも同席する。また、必要に応じ
て、気仙２市１町の関係職員で協議の場を設け、その結果を運営委員会に
報告するなど、自治体間の調整、連携に留意していく。

２．　特に環境未来都市構想関連で進む事業、復興事業は、各省
庁の縦割りであるため、自治体内部も部局が縦割りになり、情報共
有が充分でなくなる可能性が高いため、留意していただきたい。

２．その点は十分留意している。行各省庁の縦割りが直らないのであれ
ば、それはプロジェクト進行における大きな負荷であることを十分理解い
ただき、ご支援いただきたい。

２．　特に環境未来都市構想関連で進む事業、復興事業は、各省庁の縦割
りであるため、自治体内部も部局が縦割りになり、情報共有が充分でなくな
る可能性が高いため、留意していただきたい。

２．大船渡市では環境未来都市推進室を設け、陸前高田市及び住田町では
担当課をおき、組織横断的に動ける体制としている。

３．地域において５％のCO2排出量削減を最小単位とする際、　想
定する太陽電池の性能（効率、稼働率等）と容量、付随する蓄電池
の容量、それらを設置するのに必要な面積について、お示し頂きた
い。また、技術進歩に伴いどのように変更する可能性があるのか、
一方で用地取得について現時点でわかっている障壁について加え
て頂きたい。

３．太陽電池の発電量20 MWh、蓄電量60 MWh、面積は約20haと想定し
ている。
技術の進歩によって、太陽電池の容量及び蓄電池容量及び設置面積
の縮小が期待される。
用地取得に関する障壁としては、耕作放棄地等は分散的にかなりの面
積が期待できるが、変電所に近接し、かつまとまった面積を確保できる
用地が見当たらない。

３．地域において５％のCO2排出量削減を最小単位とする際、　想定する太
陽電池の性能（効率、稼働率等）と容量、付随する蓄電池の容量、それらを
設置するのに必要な面積について、お示し頂きたい。また、技術進歩に伴い
どのように変更する可能性があるのか、一方で用地取得について現時点で
わかっている障壁について加えて頂きたい。

３．太陽電池の発電量20 MWh、蓄電量60 MWh、面積は約20haと想定してい
る。
技術の進歩によって、太陽電池の容量及び蓄電池容量及び設置面積の縮
小が期待される。
用地取得に関する障壁としては、耕作放棄地等は分散的にかなりの面積が
期待できるが、変電所に近接した候補地もあり、調査中である。

４．太陽光に特化しているが、風力やバイオマス等のほかの自然
エネルギーの可能性について検討の状況を追記願いたい。

４．大船渡市、住田町には広大な風力発電候補地がありますが、自然
環境への影響が懸念される。2001年にイヌワシの生態保護のため、断
念した経緯がある。岩手県の沿岸域は水深が非常に深く、着床式風力
発電設備は設置できない可能性が高い。浮体式風力発電はまだ開発
途上のため対象外と考えている。
バイオマスについては集団移転等により造成される集合住宅や住宅地
において取り込むことを計画している。

４．太陽光に特化しているが、風力やバイオマス等のほかの自然エネル
ギーの可能性について検討の状況を追記願いたい。

４．大船渡市、住田町には広大な風力発電候補地があるが、自然環境への
影響が懸念される。大船渡市では、2001年にイヌワシの生態保護のため、
断念した経緯がある。岩手県の沿岸域は水深が非常に深く、着床式風力発
電設備は設置できない可能性が高い。浮体式風力発電はまだ開発途上の
ため対象外と考えている。
バイオマスについては集団移転等により造成される集合住宅や住宅地にお
いて取り込むことを計画している。

５．太陽電池を設置する対象となる土地の地権者や周辺に住む
人々に対して、迷惑設備とみなされて継続的に稼働ができなくなる
ようなことがないように、関係者との利害調整、合意形成を行う仕
組みについても十分検討する必要があるのではないか。

５．検討いたします。 ５．太陽電池を設置する対象となる土地の地権者や周辺に住む人々に対し
て、迷惑設備とみなされて継続的に稼働ができなくなるようなことがないよう
に、関係者との利害調整、合意形成を行う仕組みについても十分検討する
必要があるのではないか。

５．ご教示のとおり、十分検討して参りたい。

■高齢化関係 ■高齢化関係 ■高齢化関係 ■高齢化関係

１．すべての提案（交通手段、植物工場など）について事業性の検
討が必要。

１．事業性の検討は重要である認識している。交通においてはオンデマ
ンドとICT構築して、運用コストから多岐の検証を行う予定である。

１．すべての提案（交通手段、植物工場など）について事業性の検討が必
要。

１．事業性の検討は極めて重要であると認識している。交通手段に関して
は、オンデマンドの導入とICT構築により、運用コストをはじめ、多岐にわたっ
て事業性を検討する。

２．多くの研究者や企業が研究会のメンバーになっているが、コミッ
トメントの強いメンバーに絞って具体的な方策を検討するほうが生
産的と思われる。

２．高齢化関係において、医療、介護、雇用、社会参画などをテーマに、
交通やICT技術やコミュニティづくりなどのプロジェクトを個別に立ち上げ
ており横断的に推進する方針である。

２．多くの研究者や企業が研究会のメンバーになっているが、コミットメントの
強いメンバーに絞って具体的な方策を検討するほうが生産的と思われる。

２．高齢化関係において複数の企業が参画しているが、それぞれ医療、介
護、雇用、社会参画、交通、ICT展開などテーマ別にサブプロジェクトを立ち
上げる考えである。それぞれが不可分であるため、まとまって記載されてい
るが、生産性の高い推進方法を考えている。

３．それぞれのプロジェクトについて１年と５年の達成目標を設定
し、具体的な取り組み内容を提示していただきたい。

３．具体的な取り組み内容については、概念設計を明確にしていき、そ
の過程で、復興計画や構成市町と調整しながら決めていく。ただし、予
算の関係上、取り組みが遅れているのが現状である。

３．それぞれのプロジェクトについて１年と５年の達成目標を設定し、具体的
な取り組み内容を提示していただきたい。
ＵＲ協定、未来都市計画、（＋復興計画）との関連性、整合性を整理して、計
画の立案、具体化を早急に検討する必要がある。

３．具体的な取り組み内容については、概念設計を明確にしていき、その過
程で、復興計画や構成市町と調整しながら推進していく。ただし、予算の関
係上、取り組みが遅れているのが現状である。

４．超高齢社会に対応した地域づくり、まちづくりという観点につい
ては殆ど触れられておらず、地域の現状に応じた具体的な記述を
盛り込むことが必要不可欠である。例えば、県立高田病院では訪
問診療を近年進めてきており介護事業等との連携についても検討
しているという。また、子育てサービス／施設の立地などとの連携
も必要であり、また現在行われている仮設住宅団地での地域づくり
や、住民が憩える拠点づくりの試み（りくカフェ）などを評価しつつ、
地域コミュニティの再生政策とも関連付けながら、具体的な施策に
踏み込んで計画を策定する必要がある。
また、2市１町で取り組むことの利点をこうした取り組みにおいてど
のように発揮し得るのか、検討する必要がある。

４．まちづくりの具体的なとりくみについては、現地のコミュニティのニー
ズに合わせながら推進する方針である。現状では地域の訪問診療、訪
問看護の体制構築や、仮設住宅のコミュニティデザイン等、早急なニー
ズに対してとりくみながら、長期的なまちづくりのコミュニティづくりに展開
していく予定であり、ご指摘いただいた部分を推進していくという認識で
ある。
２市１町のコミュニティのあり方は、多様であるが、コミュニティ形成プロ
セスは類似性を持っている。よって多くの事業をシェアできるものと考え
ている。また、広域での被災地域とも連携をとり、そのような情報をシェ
アしていく考えである。

４．超高齢社会に対応した地域づくり、まちづくりという観点については殆ど
触れられておらず、地域の現状に応じた具体的な記述を盛り込むことが必
要不可欠である。例えば、県立高田病院では訪問診療を近年進めてきてお
り介護事業等との連携についても検討しているという。また、子育てサービ
ス／施設の立地などとの連携も必要であり、また現在行われている仮設住
宅団地での地域づくりや、住民が憩える拠点づくりの試み（りくカフェ）などを
評価しつつ、地域コミュニティの再生政策とも関連付けながら、具体的な施
策に踏み込んで計画を策定する必要がある。
また、2市１町で取り組むことの利点をこうした取り組みにおいてどのように
発揮し得るのか、検討する必要がある。

４．超高齢社会に対応した地域づくりに関しては、医療・介護・福祉の連携、
子育て支援サービスの充実、地域コミュニティの再生がベースになるものと
考えている。現在、現地で医療、福祉サービス等を展開している方々からの
意見聴取やワーキングに参画している。ご指摘いただいた点を含め、限られ
たリソースの中でどこまで関わることができるかなど、今後の推進体制と、確
保できるまちづくりの予算とを勘案しながら検討していく。

５．連結的コンパクトシティについては、ハードのしかも主にモビリ
ティ確保の施策しかあがっておらず、上記の観点から具体的な施
策を検討することが不可欠である。

５．ソフトの部分については、地域の方々とのコミュニケーションを経て取
りまとめする方針であり、現状の限られた予算の中で、地域とのコミュニ
ケーションをとっている状況である。

５．連結的コンパクトシティについては、ハードのしかも主にモビリティ確保の
施策しかあがっておらず、上記の観点から具体的な施策を検討することが
不可欠である。

５．地域の方々とのコミュニケーションを経て取りまとめる方針の重要性は認
識している。現状の限られた予算の中で、地域とのコミュニケーションをどう
図っていくか、４月以降の体制構築で検討する。

６．実態上、小規模高台移転が多数発生する可能性があるが、これをどうコ
ンパクトシティとして連結させていくのか

６．オンデマンドバスの導入による、緩やかな連携を考えている。

■マネジメント関係 ■マネジメント関係 ■マネジメント関係 ■マネジメント関係

１．課題、目標、取組方針をまとめる
目標と、取組方針は書かれているものの、課題が明確化されてい
ないところもある。この取組をやらないと、現状そして、将来どのよ
うな問題となるのか（課題）をまとめる。それにより、取組の必要性
が明らかになるのではないか。

１．超高齢化対応、産業復旧・振興、生活環境の早期復旧など立場に
よって課題の重みが違うが、皆が課題に気づいており、その取り組みの
必要性も強く理解している。直近の課題として人的リソースの問題があ
り、是非ご助言いただきたい。

１.　自治体と研究会の計画の策定プロセス、摺り合わせ
研究会が主導となって進めている案件の中で、（例えばリチウムイオン工場
誘致など）自治体が主体となって計画段階から取り組んでいくかを明確化す
るため、組織の構築、情報のフローやディシジョンメイキングの可視化をは
かる。

１．コンソーシアムの中に、気仙２市１町とプロジェクトマネージャーによる運
営委員会を設置し、自治体間の調整やプロジェクトの進捗管理をしていく。こ
の場での議論や情報をオープンにすることにより、可視化を図っていく考え
である。

２．市場調査と戦略の有効性
戦略を練る際に必要なデータをより多く必要とされる。　例えば、リ
チウムイオン電池工場の取組では、市場における競争優位性、他
社の製品との差別化はあるか？　つまり、誘致したい企業にとっ
て、この場所が最適であるのか？　また、声を掛けて行く誘致した
い企業リストをまとめる（市場をリードする企業ランキング、受けてく
れるかどうかの可能性などを含めて）。
また、世界市場でどのぐらいのリードをとれ、どうやってそのリード
をさらに開かせるのかの説明もあれば成長戦略が見えるのではな
いだろうか。

２．３．リチウムイオン電池工場についてはご指摘いただいた部分を含
めて、実現に向けて詳細を検証している段階である。オープンできる情
報になった時点で再度ご助言をいただきたい。

２．各市町の復興計画との整合性と、課題、目標、取組方針をまとめる
復興計画との整合性や相乗効果、そして、その目標と、取組方針をまとめ
る。また、課題が明確化されていないところもある。この取組をやらないと、
現状そして、将来どのような問題となるのか（課題）をまとめる。それにより、
取組の必要性が明らかになるのではないか。

２．４月から体制を構築し、まず取り組むべきこととして、ご指摘いただた部
分のまとめを行う方向である。その過程で是非ご助言をいただきたい。

②取組内容に関する助言

・将来ビジョンの実現に寄与する包括的かつ戦略的な取組となって
いるか。
・自立的・自律的なモデルが構築される見込はあるか。
・自らが責任を持って取り組む意思はあるか。

特に、５年後以上の中長期的ビジョンを踏まえつつ、今後１～５年
後の取組をより充実させるような助言を実施（目標、目的をより明
確にすること、より効果的な取組の追加など）。

a.包括性・戦略性
b.事業性・熟度
c.本気度
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３．ロードマップの充実
スケジュール表をより充実させる必要がある。例えば、どの時点で
市場調査（インタビュー、データ収集など）を行い、誘致のロード
ショーをする、、など、ロードマップとなるものがあると良い。１−２年
後の明確な絵と5年後のこうなっていて欲しい絵を描くためにも必
要である。

３．市場調査と戦略の有効性
戦略を練る際に必要なデータをより多く必要とされる。　例えば、リチウムイ
オン電池工場の取組では、市場における競争優位性、他社の製品との差別
化はあるか？　つまり、誘致したい企業にとって、この場所が最適であるの
か？　また、声を掛けて行く誘致したい企業リストをまとめる（市場をリードす
る企業ランキング、受けてくれるかどうかの可能性などを含めて）。
また、世界市場でどのぐらいのリードをとれ、どうやってそのリードをさらに開
かせるのかの説明もあれば成長戦略が見えるのではないだろうか。

３．案件が具体的になった段階で、ご指摘いただいた事項は、自治体として
も徹底して調査する。

３．ロードマップの充実
スケジュール表をより充実させる必要がある。例えば、どの時点で市場調査
（インタビュー、データ収集など）を行い、誘致のロードショーをするなど、
ロードマップとなるものがあると良い。１−２年後の明確な絵と5年後のこう
なっていて欲しい絵を描くためにも必要である。

３．コンソーシアムの中に設置したプロジェクトチームについて本格的に活動
を開始し、早期に、まず取り組むべきこととして、ご指摘いただた部分のまと
めを行う方向である。その過程で是非ご助言をいただきたい。

４. 人材不足をどう補っていくか
建築関連の技師不足など、各市町によって内容に違いはあるものの、人材
の不足は否めない。3年程度の長期に渡ってコミットしてくれる人材を発掘す
る必要がある。

４．いろいろな制約がある中で、具体的にどのような人材が必要かについて
十分見極め、適宜、情報発信していく。

計画の更なる具体化・明確化に向けた助言（案） 助言（案）に対する選定都市の見解
左記を踏まえた、計画の更なる明確化・具体化に向けた助言の内容
（今後、現地支援における追加的助言を追加）

助言への各選定都市の対応状況

■環境関係 ■環境関係 ■環境関係 ■環境関係

１．企業や学部機関の参画体制が充分準備されていることは理解
できる。しかし、複数の自治体の広域連携体制、具体的には2市１
町のどのセクションがどのような連携の場を持ち、本事業を進める
かを明確にする必要がある。

１．現状において自治体は災害復興のための直近の作業を優先し、プ
ロジェクトを担う担当者を配置することは極めて困難な状態である。ま
た、プロジェクトはそれぞれの部署を横断して実施するものが多く、概念
設計の段階では、全体を調整する課が窓口となり、必要に応じて担当セ
クションが参画する体制をとっている。

１．企業や学部機関の参画体制が充分準備されていることは理解できる。し
かし、複数の自治体の広域連携体制、具体的には2市１町のどのセクション
がどのような連携の場を持ち、本事業を進めるかを明確にする必要がある。

１．大船渡市では、平成24年４月１日に環境未来都市推進室を設置し、今
後、関係部課長会議を随時開催して復興計画と環境未来都市との整合を
図っていく。
　陸前高田市では、企画部企画政策課の職員が災害復興局の兼務し、住田
町では、町づくり推進課において庁内の連絡調整を行うこととしている。
　自治体間の調整については、必要に応じて、気仙２市１町で協議する場を
設定するとともに、気仙広域環境未来都市推進共同事業体内に設置した、
気仙２市１町とプロジェクトマネージャーで構成する「運営委員会」で最終的
な詰めを行う。運営委員会には、各市町の環境未来都市担当、復興担当、
さらには、プロジェクトチームのコーディネーターも同席する。また、必要に応
じて、気仙２市１町の関係職員で協議の場を設け、その結果を運営委員会
に報告するなど、自治体間の調整、連携に留意していく。

２．各々の自治体で今後取り組む復興まちづくりが進み始めると、
最終的には各省庁の復興関連事業ベースで事業が進んでいくこと
になる。その際に、本プロジェクトで目指している将来ビジョンやそ
のための具体的事業実施のスケジュールと充分整合をとる事が必
要である。

２．ご指摘いただいた通り充分整合をとる方針であり、現段階でも整合を
とりながら動いている。

２．各々の自治体で今後取り組む復興まちづくりが進み始めると、最終的に
は各省庁の復興関連事業ベースで事業が進んでいくことになる。その際に、
本プロジェクトで目指している将来ビジョンやそのための具体的事業実施の
スケジュールと充分整合をとる事が必要である。

２．ご指摘いただいた通り充分整合をとる方針であり、現段階でも整合をとり
ながら動いている。

■高齢化関係 ■高齢化関係 ■高齢化関係 ■高齢化関係

１．３自治体と研究者、企業メンバーからなる全体運営チーム（代
表は大船渡市長）の下に課題別にプロジェクトチームを編成して取
り組みを推進する体制は適切である。ビジョンをもって実働部隊を
引っぱっていくプロジェクトリーダーをプロジェクトごとに選んでお知
らせいただきたい。基本的に、推進ボードはその方を通じて、各プ
ロジェクトとの連携をはかる。

１．３自治体と研究者、企業メンバーからなる全体運営チーム（代表は大船
渡市長）の下に課題別にプロジェクトチームを編成して取り組みを推進する
体制は適切である。ビジョンをもって実働部隊を引っぱっていくプロジェクト
リーダーをプロジェクトごとに選んでお知らせいただきたい。基本的に、推進
ボードはその方を通じて、各プロジェクトとの連携をはかる。

１．気仙広域環境未来都市のプロジェクトマネージャー及び各プロジェクト
チームのコーディネーターは、別紙のとおり。

２．１１月以来、進展があったと推測する。現時点における３自治体
の協働体制、研究会の関与・貢献を具体的に把握したうえで、意見
をのべたい。

２．１１月以来、進展があったと推測する。現時点における３自治体の協働
体制、研究会の関与・貢献を具体的に把握したうえで、意見をのべたい。
上記のコメントに対応する以前の全体制の抜本的な見直しが必要。

２．４月以降にそれぞれのプロジェクトごとに現地の担当者を明確にしていく
方向である。

■マネジメント関係 ■マネジメント関係 ■マネジメント関係 ■マネジメント関係

１．国内外への発信ネットワーク構築
取組をいかに国内外に知らしめていくかの考えもあると良いかもし
れない。例えば、ヘルシンキのスマートコミュニティ事業はまだ始
まったばかりであるのに、世界中からの注目を受けている。国内外
とのコミュニケーションをすることで新たな資金獲得に繋がることも
考えられる。

１．国内外への発信ネットワーク構築
将来像を早めに国内外に伝えることにより、人材確保等の早々に必要なリ
ソース獲得につなげる。取組をいかに国内外に知らしめていくかの考えもあ
ると良いかもしれない。例えば、ヘルシンキのスマートコミュニティ事業はま
だ始まったばかりであるのに、世界中からの注目を受けている。国内外との
コミュニケーションをすることで新たな資金獲得に繋がることも考えられる。

１．海外へのネットワーク構築は少しづつできるところから行なっており、具
体的なプロジェクトを早い段階で発信し、新しい連携を模索したい。

２．人材育成
本気で取り組んでいることをより明確化する。　例えば、誘致をした
企業が海外の企業の場合、留学制度を設けるなど、世界とつな
がった地域をつくる。また、取組内容に関係する先攻を持つ海外の
大学院や研究所を誘致するのはどうか？

２．人材育成
まずは、必要とされる分野の人材を確保する手段を見つけ、その後、現地で
人材を２−３年後には独り立ちできるように育成することが必要とされる。　ま
た、例えば、企業誘致をする場合には、海外の企業の場合、留学制度を設
けるなど、世界とつながった地域をつくる。また、取組内容に関係する先攻を
持つ海外の大学院や研究所を誘致するのはどうか？

２．新しい組織体制のなかで、プロジェクトを明確にしていきながら、必要な
人材がみえてくる。ご指摘のとおり、幅広いジャンルから適正な人材の確保
にむけた動きは進めている。どのような予算にてそれが可能かというところ
で調査中である。

■その他 ■その他 ■その他 ■その他

１．これまでにも指摘されていることであるが、本プロジェクトの推
進は被災地の復興計画実現と切り離すことはできない。復興の主
体は住民であり、住民の立場に立った復興のスケジュールを念頭
に置き、また復興まちづくりのための様々な住民組織に対する充
分な広報やプロジェクト参画のための場を設けることが不可欠であ
る。

１．住民の立場を最重要視し、時間をかけてコミュニケーションをとり、各
コミュニティレベルでのニーズや現状を理解していく方針である。ご存知
のとおり、復興事業においてそのようなソフト事業の予算がつきづらく、
ボランティアベースでの取り組みにとどまっている状況でもある。是非コ
ミュニティデベロップメントのプロセスにおける予算獲得などのアドバイス
をいただきたい。

１．これまでにも指摘されていることであるが、本プロジェクトの推進は被災
地の復興計画実現と切り離すことはできない。復興の主体は住民であり、住
民の立場に立った復興のスケジュールを念頭に置き、また復興まちづくりの
ための様々な住民組織に対する充分な広報やプロジェクト参画のための場
を設けることが不可欠である。

1．３月末に、コンソーシアムのキックオフミーティングが現地で行われた。市
民の関心は住環境の整備と、今後のまちづくりの方向性にある。まちづくり
への期待、誇り、そういったものをこの環境未来都市構想で共有したいと考
えている。タイムリーな情報発信や説明会の開催に努めていく。

２．住民の合意形成が非常に重要。研究会が検討したことと、自治体側、住
民側との摺り合わせを今後進めていく必要がある。提案の未来都市構想と
現場での問題点をどうすりあわせていくか。摺り合わせの場はどのように考
えているか

２．環境未来都市におけるプロジェクトを明確にし、それを関係部署に共有し
ながら、現行の復興事業との擦り合わせを、担当課とコーディネータが直に
行う考えである。そこで得られた方向性を運営委員会で共有し、問題なけれ
ば推進する流れを検討している。

３．自治体が引っ張っていく体制が考えられるが、そのための体制作りはど
う考えているか。

３．まずは、それぞれの自治体内で、気仙広域環境未来都市の目指す方向
性、事業内容などについて共有化を図り、その後、各担当課の役割を明確
にしながら、総体的に行政としての主体性の確立に努めていく。

③体制に関する助言

１、２．是非強い連携と、適時的確なアドバイスをお願いしたい。

１、２．是非そのような事例と、また方法論についてもアドバイスをいただ
きたい。

環境未来都市の選定基準である下記３点のポイントに基づき、体制
の明確化・具体化のための助言を実施。
・実行ある取組を継続的に実施することができる実施主体となって
いるか。
・環境未来都市全体の経営的なマネジメントと各プロジェクトの進
捗管理的なマネジメントを共に実施できるか。
・国内外の都市間連携・ネットワークを有効に活用し、自らの取組
の更なる高度化、創出した成功事例の普及展開の加速化を実現でき
るか。

特に、実効性のある執行体制・強力なガバナンス体制の確認、プロ
ジェクト管理を行う場の設置の確認、都市間連携の具体的内容を確
認し、助言する。

a.実効性・熟度
b.プロジェクトマネ
ジメントの着実な
実施
c.都市間連携・ネッ
トワークの有効活
用
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（様式４）
●計画の更なる明確化・具体化に向けた助言 

環境未来都市名　　釜石市

計画の更なる具体化・明確化に向けた助言（案） 助言（案）に対する選定都市の見解
左記を踏まえた、計画の更なる明確化・具体化に向けた助言の内容
（今後、現地支援における追加的助言を追加）

助言への各選定都市の対応状況

■環境関係 ●環境関係 ■環境関係 ●環境関係

【総論】
１．　冒頭の「全国の小都市に先駆ける　釜石の新たな挑戦」に沿って、計画の一層
の具体化を進め、被災地復興の先頭を切ってほしい。

１．地産地消型のエネルギー計画により、地域の連帯感を高めることはご指摘のとお
りと考える。計画を具体化し、事業実施へ移行できるようスピード感を持って取組を推
進していきたいと考えております。

【総論】
１．　冒頭の「全国の小都市に先駆ける　釜石の新たな挑戦」に沿って、計画の一層の
具体化を進め、被災地復興の先頭を切ってほしい。

１．地産地消型のエネルギー計画により、地域の連帯感を高めることはご指摘のとお
りと考える。計画を具体化し、事業実施へ移行できるようスピード感を持って取組を推
進していきたいと考えております。

【エネルギー、資源】
２．　エネルギー環境の脆弱性改善や環境価値について
スマートグリッドなどの地域スケールのエネルギーシステムの構築がもたらす地域
社会の活性化効果についても検討してほしい。地産地消型のエネルギー計画は、
地域社会の連帯感の向上などにも貢献する。
独立電源の確保やエネルギーの地産地消などについては、長期的視点に立つ経
済的側面の効果や費用対効果についても検討することが望ましい。
再生可能エネルギーが廉価という前提の計画に関して、楽観的すぎる計画になら
ないよう、将来見通しの検討が必要である。

２．現時点において電力自給率が100％を超え、かつ、再生可能エネルギー比率が
25％を超えているのは他にない地域資源と捉えています。競争力のある価格で再生
可能エネルギー比率が高い電力を供給できれば、CO2排出量削減に悩む企業誘致に
おいて優位性を保てるなど、積年の課題としてきた産業振興にも寄与すると考えてい
ます。

【エネルギー、資源】
２．　エネルギー環境の脆弱性改善や環境価値について
スマートグリッドなどの地域スケールのエネルギーシステムの構築がもたらす地域社
会の活性化効果についても検討してほしい。地産地消型のエネルギー計画は、地域
社会の連帯感の向上などにも貢献する。
独立電源の確保やエネルギーの地産地消などについては、長期的視点に立つ経済
的側面の効果や費用対効果についても検討することが望ましい。
再生可能エネルギーが廉価という前提の計画に関して、楽観的すぎる計画にならな
いよう、将来見通しの検討が必要である。

２．現時点において電力自給率が100％を超え、かつ、再生可能エネルギー比率が
25％を超えているのは他にない地域資源と捉えています。競争力のある価格で再生
可能エネルギー比率が高い電力を供給できれば、CO2排出量削減に悩む企業誘致に
おいて優位性を保てるなど、積年の課題としてきた産業振興にも寄与すると考えてい
ます。

３．　産業について
暮らしと産業の再興の視点は良い。森林資源の有効活用を含め、産業の再興や創
出の方策を具体化してほしい。
日本初の高温溶融炉方式による清掃工場の操業実績などの優れた技術を、発電
等の他の産業にも活用する方策を探ってほしい。
エネルギー資源としての間伐材活用の実績には期待が持てる。経済性の向上に一
層努力してほしい。

３．上記について、環境保全と産業振興という二律背反する世界的課題を全国の小都
市に先駆けて挑戦できる絶好の機会と捉えています。

３．　産業について
暮らしと産業の再興の視点は良い。森林資源の有効活用を含め、産業の再興や創出
の方策を具体化してほしい。
日本初の高温溶融炉方式による清掃工場の操業実績などの優れた技術を、発電等
の他の産業にも活用する方策を探ってほしい。
エネルギー資源としての間伐材活用の実績には期待が持てる。経済性の向上に一層
努力してほしい。

３．上記について、環境保全と産業振興という二律背反する世界的課題を全国の小都
市に先駆けて挑戦できる絶好の機会と捉えています。

【公害行政と水・大気】
４．　日本で初めて公害課を設置したという歴史、伝統を踏まえて、いままでの優れ
た環境行政の一層の推進に努力してほしい。

４．これまでの歴史・伝統を活かし、例えば、これから建設が進む災害復興公営住宅に
地産材を多く用いることで森林資源の循環効率を高め、環境保全と経済効率を高める
など、環境と調和した取り組みを推進していきます。

【公害行政と水・大気】
４．　日本で初めて公害課を設置したという歴史、伝統を踏まえて、いままでの優れた
環境行政の一層の推進に努力してほしい。

４．これまでの歴史・伝統を活かし、例えば、これから建設が進む災害復興公営住宅に
地産材を多く用いることで森林資源の循環効率を高め、環境保全と経済効率を高める
など、環境と調和した取り組みを推進していきます。

【東北沿岸都市全体に対する視点】
５．　産業都市、公害防止都市としての釜石市の実績に基づく復興計画は、多くの
東北の被災地にとって、さまざまの点でモデルとなるものを含んでいる。北九州市
などと協力し、東北沿岸地域全体としてバランスのとれた復興計画の推進に貢献す
るという側面を踏まえた活動も視野に入れてほしい。

５．釜石では熱と電気を賢くつくり、使い、送るをテーマにＦＳ調査を進めています。震
災後、エネルギー施策を重要視している被災自治体も多いことから、他の自治体とも
連携し、被災地のモデルとなれるよう取組を推進していきます。

【東北沿岸都市全体に対する視点】
５．　産業都市、公害防止都市としての釜石市の実績に基づく復興計画は、多くの東
北の被災地にとって、さまざまの点でモデルとなるものを含んでいる。北九州市などと
協力し、東北沿岸地域全体としてバランスのとれた復興計画の推進に貢献するという
側面を踏まえた活動も視野に入れてほしい。

５．釜石では熱と電気を賢くつくり、使い、送るをテーマにＦＳ調査を進めています。震
災後、エネルギー施策を重要視している被災自治体も多いことから、他の自治体とも
連携し、被災地のモデルとなれるよう取組を推進していきます。

計画の更なる具体化・明確化に向けた助言（案） 助言（案）に対する選定都市の見解
左記を踏まえた、計画の更なる明確化・具体化に向けた助言の内容
（今後、現地支援における追加的助言を追加）

助言への各選定都市の対応状況

■環境関係 ●環境関係 ■環境関係 ●環境関係

１．　スマートコミュニティについて
スマートグリッド、再生可能エネルギーなどのスマートコミュニティの構成要素につ
いて、様々な視点から導入可能性の調査を行い、釜石方式のスマートコミュニティ
の実現可能性の方策を探ってほしい。この課題で先行する北九州市との連携も検
討してほしい。
スマートコミュニティを実効あるものとするためには、スマートグリッドなどのハードだ
けでなく、ダイナミックプライシングなどの料金制度を含むソフトの側面の充実にも配

１．ダイナミックプライシングを念頭に、蓄電池によるピークカットと電力需給情報の流通による賢い
電気の使い方を進めたいと考えております。このことがエコライフ拡大に向けた始めの一歩につな
がると考えています。

１．　スマートコミュニティについて
スマートグリッド、再生可能エネルギーなどのスマートコミュニティの構成要素につい
て、様々な視点から導入可能性の調査を行い、釜石方式のスマートコミュニティの実
現可能性の方策を探ってほしい。この課題で先行する北九州市との連携も検討して
ほしい。
スマートコミュニティを実効あるものとするためには、スマートグリッドなどのハードだけ
でなく、ダイナミックプライシングなどの料金制度を含むソフトの側面の充実にも配慮し

１．ダイナミックプライシングを念頭に、蓄電池によるピークカットと電力需給情報の流通による賢い
電気の使い方を進めたいと考えております。このことがエコライフ拡大に向けた始めの一歩につな
がると考えています。

２．　エコライフ
この視点は評価される。ただし、現時点では具体化の方策が弱いので、今後充実さ
せてほしい。

２．市域の9割を占める森林の循環サイクルと津波や大規模土砂災害の発生サイクルは概ね一致
している。自然に対し畏敬の念を持ち、再生可能エネルギーで産業を興し、大地や海の恵みを食
し、自然の猛威から身を守った後は再度大地の恵みを持って復興していきます。自然の中に生か
されていることを周知し、釜石らしいエコライフの実現を目指します。

２．　エコライフ
この視点は評価される。ただし、現時点では具体化の方策が弱いので、今後充実させ
てほしい。

２．市域の9割を占める森林の循環サイクルと津波や大規模土砂災害の発生サイクルは概ね一致
している。自然に対し畏敬の念を持ち、再生可能エネルギーで産業を興し、大地や海の恵みを食
し、自然の猛威から身を守った後は再度大地の恵みを持って復興していきます。自然の中に生か
されていることを周知し、釜石らしいエコライフの実現を目指します。

３．　自立的、自律的モデル
自立と自律は、大変重要な側面。現時点では具体的記述が弱い。今後、一層の充
実が期待される。

３．スマートコミュニティ事業において、利益を生み出し、事業継続が可能なスキームを検討してお
り、一部イニシャル部分での補助金の投入はあるものの、将来的には補助金に依存せずに事業採
算が合うような事業スキームを構築したい。

３．　自立的、自律的モデル
自立と自律は、大変重要な側面。現時点では具体的記述が弱い。今後、一層の充実
が期待される。

３．スマートコミュニティ事業において、利益を生み出し、事業継続が可能なスキームを検討してお
り、一部イニシャル部分での補助金の投入はあるものの、将来的には補助金に依存せずに事業採
算が合うような事業スキームを構築したい。

４．　再生可能エネルギー利用型事業
うまく事業化できれば、釜石市として最も重要な取り組みのひとつとなり得る。具体
化に努力してほしい。

４．被災地の瓦礫を資源とする木質バイオマス発電設備（コジェネ）導入する企業２社と平成23年
10月31日付けで立地調印を行った。今後も再生可能エネルギーを創出・活用する企業の集積を促
進する。

４．　再生可能エネルギー利用型事業
うまく事業化できれば、釜石市として最も重要な取り組みのひとつとなり得る。具体化
に努力してほしい。
また、省エネを進めることも、再生可能エネルギーの割合を高めるための重要な視点

４．被災地の瓦礫を資源とする木質バイオマス発電設備（コジェネ）導入する企業２社と平成23年
10月31日付けで立地調印を行った。今後も再生可能エネルギーを創出・活用する企業の集積を促
進する。
再生可能エネルギーを創出・活用する企業の集積を図れるよう取組を推進する。また再生可能エ
ネルギーの割合を高めるために省エネの推進に取組むこととし 普及・啓発に努める

■高齢化関係 ●高齢化関係 ■高齢化関係 ●高齢化関係

産業福祉都市かまいしの構築
１．　生活応援センターの機能を強化することについては賛成だが、どのように機能
強化するのか、より具体的な方針を示したい。
また、現状（被災前）の生活応援センターの機能の強化とともに、空間的に配置に
ついて具体的に検討することが望ましい。半島に点在する集落をカバーするために
は、今の仮設の集会所や談話室のような「サブセンター」が必要であるように思わ
れる。これについては、仮設期から、モデルプロジェクトとして推進することで、施設
の配置やサービスの網の目の張り方が見えてくるだろう。

１．生活応援センターは、市内各８ヶ所に設置しておりますが、防災上の拠点になっておらず、東日
本大震災発生時に拠点性を発揮することができませんでした。その反省を踏まえ、各生活応援セ
ンターに再生可能エネルギーを活用した発電設備等を設置し、災害発生時に防災上の拠点となり
うる施設への機能強化を図ります。また、市内内陸部の被災を免れた地域に目が行き届いていな
い現実もあり、こうした格差解消に向け、地域応援センターが担う役割は大きいと考えています。

産業福祉都市かまいしの構築
１．　生活応援センターの機能を強化することについては賛成だが、どのように機能強
化するのか、より具体的な方針を示したい。
また、現状（被災前）の生活応援センターの機能の強化とともに、空間的に配置につ
いて具体的に検討することが望ましい。半島に点在する集落をカバーするためには、
今の仮設の集会所や談話室のような「サブセンター」が必要であるように思われる。こ
れについては、仮設期から、モデルプロジェクトとして推進することで、施設の配置や
サービスの網の目の張り方が見えてくるだろう。

１．生活応援センターは、市内各８ヶ所に設置しておりますが、防災上の拠点になっておらず、東日
本大震災発生時に拠点性を発揮することができませんでした。その反省を踏まえ、各生活応援セ
ンターに再生可能エネルギーを活用した発電設備等を設置し、災害発生時に防災上の拠点となり
うる施設への機能強化を図ります。また、市内内陸部の被災を免れた地域に目が行き届いていな
い現実もあり、こうした格差解消に向け、地域応援センターが担う役割は大きいと考えています。

２．　共助型社会をつくりあげることやコミュニティ再生政策と、生活応援センターの
機能強化は密接に関連している。医療、福祉、介護の連携だけではなく、地域づく
り・コミュニティ政策（高齢者の共助的活動づくりなど）との連携が必要と考えられ
る。

２．空間的配置について、各集落ごとに災害公営住宅が整備されることから、共助型社会を十分念
頭においたハード整備を推進します。その過程において、地域住民を対象にしたソフト的な復興
PPP（Public Praivate Partnership）を推進し、地域に根ざした人材育成を推進します。
２．コミュニティ再生施策について、震災前から生活応援センターは、保健・医療・福祉・介護の連
携拠点のみではなく、公民館機能を含んだ地域コミュニティの拠点になっていたことから、今後も地
域コミュニティの拠点となり、震災によって破壊されたコミュニティ再建に向けた取組を推進していき
ます。

２．　共助型社会をつくりあげることやコミュニティ再生政策と、生活応援センターの機
能強化は密接に関連している。医療、福祉、介護の連携だけではなく、地域づくり・コ
ミュニティ政策（高齢者の共助的活動づくりなど）との連携が必要と考えられる。

２．空間的配置について、各集落ごとに災害公営住宅が整備されることから、共助型社会を十分念
頭においたハード整備を推進します。その過程において、地域住民を対象にしたソフト的な復興
PPP（Public Praivate Partnership）を推進し、地域に根ざした人材育成を推進します。
２．コミュニティ再生施策について、震災前から生活応援センターは、保健・医療・福祉・介護の連
携拠点のみではなく、公民館機能を含んだ地域コミュニティの拠点になっていたことから、今後も地
域コミュニティの拠点となり、震災によって破壊されたコミュニティ再建に向けた取組を推進していき
ます。

３．　モデルプロジェクトとして、災害復興公営住宅を中心とした各種事業の実施を
通じたコミュニティ・医療・福祉・介護が連携した地域づくりを行うことを勧めたい。実
際、平田総合公園の仮設住宅地を中心に、同様の試みが行われている。こうした
試みの評価を行い、具体的なプロジェクトを実施することも必要だろう。

３．平田第６仮設住宅で行っているコミュニティと医療、福祉、介護が連携しての地域づくりは、今後
復興公営住宅でのコミュニティを形成していくうえでモデルとなりうる取組であり、今後もこのような
取組を推進していきます。

３．　モデルプロジェクトとして、災害復興公営住宅を中心とした各種事業の実施を通
じたコミュニティ・医療・福祉・介護が連携した地域づくりを行うことを勧めたい。実際、
平田総合公園の仮設住宅地を中心に、同様の試みが行われている。こうした試みの
評価を行い、具体的なプロジェクトを実施することも必要だろう。

３．平田第６仮設住宅で行っているコミュニティと医療、福祉、介護が連携しての地域づくりは、今後
復興公営住宅でのコミュニティを形成していくうえでモデルとなりうる取組であり、今後もこのような
取組を推進していきます。

■マネジメント関係 ●マネジメント関係 ■マネジメント関係 ●マネジメント関係

１．　長きに亘る産業都市としての蓄積（社会資本、人的資本）の厚みを活用するこ
とで、環境、高齢化、交流の３つの価値がつなげるという基本コンセプトに鑑みれ
ば、高齢者の持つ技能を適切に伝承し、新たな事業機会につなげていくための、
シーズとニーズのマッチングが重要と思われる。生活応援センターのネットワークな
どが該当するのかも知れないが、マッチング機能や主体を具体的にどう作り込んで
いくかについて踏み込んだ検討が有用と考える。

１．ご指摘のとおり、高齢者が持つ技能を適切に伝え、今後の事業機会に繋げていくために、シー
ズとニーズのマッチングが重要になります。優秀な人材の集約を図るとともに、地域のニーズとの
マッチングを図れるよう体制を構築します。

１．　長きに亘る産業都市としての蓄積（社会資本、人的資本）の厚みを活用すること
で、環境、高齢化、交流の３つの価値がつなげるという基本コンセプトに鑑みれば、高
齢者の持つ技能を適切に伝承し、新たな事業機会につなげていくための、シーズと
ニーズのマッチングが重要と思われる。生活応援センターのネットワークなどが該当
するのかも知れないが、マッチング機能や主体を具体的にどう作り込んでいくかにつ
いて踏み込んだ検討が有用と考える。

１．ご指摘のとおり、高齢者が持つ技能を適切に伝え、今後の事業機会に繋げていくために、シー
ズとニーズのマッチングが重要になります。優秀な人材の集約を図るとともに、地域のニーズとの
マッチングを図れるよう体制を構築します。

a.魅力度
b.必然性
c.適切な課題・目
標設定と価値創造
性

・市民の目線で「暮らしたいまち」「活力あるまち」と感じるこ
とができるか。
・都市・地域の自然的社会的条件の特徴を踏まえているか。
・コンセプトの実現に向けた環境・超高齢化対応等に関する課
題・目標が適切に設定され、その課題の解決と目標達成の過程で
環境価値、社会的価値、経済的価値が総合的に創造され続ける
か。

・将来ビジョンの実現に寄与する包括的かつ戦略的な取組となっ
ているか。
・自立的・自律的なモデルが構築される見込はあるか。
・自らが責任を持って取り組む意思はあるか。

特に、５年後以上の中長期的ビジョンを踏まえつつ、今後１～５
年後の取組をより充実させるような助言を実施（目標、目的をよ
り明確にすること、より効果的な取組の追加など）。

a.包括性・戦略性
b.事業性・熟度
c.本気度

①将来ビジョンに関する助言

②取組内容に関する助言
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計画の更なる具体化・明確化に向けた助言（案） 助言（案）に対する選定都市の見解
左記を踏まえた、計画の更なる明確化・具体化に向けた助言の内容
（今後、現地支援における追加的助言を追加）

助言への各選定都市の対応状況

■環境関係 ●環境関係 ■環境関係 ●環境関係

【推進組織】
１．　実施体制
「かまいし環境未来都市推進体制」に示される計画は、環境、高齢化、その他、の３
つの協議会を設置し、よくまとまっている。プロジェクトマネジャーの名前を具体化
し、マネジメントの着実な実施方策をいっそう具体化してほしい。

１．釜石は希望学の聖地にもなっていることから、プロジェクトマネージャの具体化は可能と考えて
います。

【推進組織】
１．　実施体制
「かまいし環境未来都市推進体制」に示される計画は、環境、高齢化、その他、の３つ
の協議会を設置し、よくまとまっている。プロジェクトマネジャーの名前を具体化し、マ
ネジメントの着実な実施方策をいっそう具体化してほしい。

１．釜石は希望学の聖地にもなっていることから、プロジェクトマネージャの具体化は可能と考えて
います。

２．　見える化について
低炭素・省エネに関する施策やその成果は、重要でありながら市民等には「見えに
くい」。市民生活に関わる取組みの成果を、市民目線に沿って翻訳し、市民も含め
たあらゆる関係者が課題、成果を共有できるような「見える化」の仕組みの構築が
望まれる。
環境政策の推進は、自治体当局だけで達成できるものでなく、市民の協力が不可
欠である。その意味で、優れた市民団体を数多く育成し、市民団体との協力体制を
整えている北九州市などの先例を参考にして、民と官の協力体制を整備してほし

２．見える化については、橘川一橋大学教授からも指摘があり、この年末に自転車発電イベントを
実施。発電量の見える化により大いに賑わいました。ダイナミックプライシングなどは見える化の最
たるものと考えます。復興の過程で導入が進むと期待されるスマートメーターの活用など、「見える
化」の仕組みの構築を推進していきます。

２．　見える化について
低炭素・省エネに関する施策やその成果は、重要でありながら市民等には「見えにく
い」。市民生活に関わる取組みの成果を、市民目線に沿って翻訳し、市民も含めたあ
らゆる関係者が課題、成果を共有できるような「見える化」の仕組みの構築が望まれ
る。
環境政策の推進は、自治体当局だけで達成できるものでなく、市民の協力が不可欠
である。その意味で、優れた市民団体を数多く育成し、市民団体との協力体制を整え
ている北九州市などの先例を参考にして、民と官の協力体制を整備してほしい。

２．見える化については、橘川一橋大学教授からも指摘があり、この年末に自転車発電イベントを
実施。発電量の見える化により大いに賑わいました。ダイナミックプライシングなどは見える化の最
たるものと考えます。復興の過程で導入が進むと期待されるスマートメーターの活用など、「見える
化」の仕組みの構築を推進していきます。

３．　都市施策の総合評価について
都市環境政策の成果は、個別施策はもとより、総合的な都市政策として評価、発信
すべきである。例えば、既存の都市環境の総合評価ツールの活用も検討し、総合
的評価をふまえながらプロジェクトの進行をケアする体制を整えることも検討してほ
しい。

３．都市環境総合評価は、研究が相当進んでいること、環境計測に強みを有する企業が立地して
いることから、これを総合評価ツールに高め、情報発信していく土壌は十分にあると考えています。

３．　都市施策の総合評価について
都市環境政策の成果は、個別施策はもとより、総合的な都市政策として評価、発信す
べきである。例えば、既存の都市環境の総合評価ツールの活用も検討し、総合的評
価をふまえながらプロジェクトの進行をケアする体制を整えることも検討してほしい。

３．都市環境総合評価は、研究が相当進んでいること、環境計測に強みを有する企業が立地して
いることから、これを総合評価ツールに高め、情報発信していく土壌は十分にあると考えています。

【都市間連携・ネットワーク】
４．　現有の都市間ネットワークに加えて、北九州市からの支援も有効に活用してほ
しい。

４．震災後、北九州市から述べ365人が復興支援として釜石市に入っており、橋野高炉跡の世界遺
産登録やエネルギー施策等同市との連携が不可欠になっていることから、今後もネットワークを強
化していきたいと考えております。

【都市間連携・ネットワーク】
４．　現有の都市間ネットワークに加えて、北九州市からの支援も有効に活用してほし
い。

４．震災後、北九州市から述べ365人が復興支援として釜石市に入っており、橋野高炉跡の世界遺
産登録やエネルギー施策等同市との連携が不可欠になっていることから、今後もネットワークを強
化していきたいと考えております。

５．　将来想定されるアジアでの自然災害からの早期復興に寄与できるよう、復興の
過程を記録として残してほしい。

５．東日本大震災の災害記録および、復興の過程について、後世のためはもちろん、世界の減災・
防災に繋がる情報として記録を取りまとめることとし、計画にも記載した。

５．　人材活用
早期の復興を実現するためには、多様な人材の確保が不可欠である。都市間連携
のネットワークや、内閣官房・地域活性化統合事務局の推進ボードの支援を得て、
適切な人材の確保に努めることが極めて重要である。人材派遣については、地域
活性化統合事務局による財政面での支援制度も用意されているから、その利用も
検討されたい。

５．復興を実現するために多様な人材の確保は不可欠ですが、復興に関して、地域からのニーズ
は多様化しており、マンパワーの不足が被災地域共通の課題になっております。事務局による財
政面での支援の活用も含め、人材の確保に努めていきたいと考えております。

６．　人材活用
早期の復興を実現するためには、多様な人材の確保が不可欠である。都市間連携の
ネットワークや、内閣官房・地域活性化統合事務局の推進ボードの支援を得て、適切
な人材の確保に努めることが極めて重要である。人材派遣については、地域活性化
統合事務局による財政面での支援制度も用意されているから、その利用も検討され
たい。

６．復興を実現するために多様な人材の確保は不可欠ですが、復興に関して、地域からのニーズ
は多様化しており、マンパワーの不足が被災地域共通の課題になっております。事務局による財
政面での支援の活用も含め、人材の確保に努めていきたいと考えております。

■高齢化関係

１．　復興の計画又は事業に合わせて、環境未来都市計画を策定し、取組を推進する
ためのマネジメントが必要である。

１．復興計画とリンクする形で環境未来都市計画を策定しており、市関係各課と連携を
図りながら取組を推進する。

２．　初動期の段階から、環境関係、高齢化関係を含めて一体的な計画となるよう調
整が必要である。

２．一体的な計画となるよう関係部署と連携を図りながら推進する。また、プロジェクト
マネージャー会議を開催するなどして、一体的に推進していく。

■マネジメント関係 ●マネジメント関係 ■マネジメント関係 ●マネジメント関係

1．　各推進協議会の内容が独立しているため、これを束ねてシナジー効果を発揮
されるためには、プロジェクトマネジャーに大きな負担がかかる懸念がある。プロ
ジェクトマネジャーを支える事務局機能の充実を検討されてはどうか。

１．プロジェクトマネージャーを支える事務局機能の脆弱性はご指摘のとおりです。職能を有した高
齢者の活用、優れた人材の登用を含め、事務局機能の充実を図っていきます。

1．　各推進協議会の内容が独立しているため、これを束ねてシナジー効果を発揮さ
れるためには、プロジェクトマネジャーに大きな負担がかかる懸念がある。プロジェクト
マネジャーを支える事務局機能の充実を検討されてはどうか。

１．プロジェクトマネージャーを支える事務局機能の脆弱性はご指摘のとおりです。職能を有した高
齢者の活用、優れた人材の登用を含め、事務局機能の充実を図っていきます。

a.実効性・熟度
b.プロジェクトマネ
ジメントの着実な
実施
c.都市間連携・ネッ
トワークの有効活
用

環境未来都市の選定基準である下記３点のポイントに基づき、体
制の明確化・具体化のための助言を実施。
・実行ある取組を継続的に実施することができる実施主体となっ
ているか。
・環境未来都市全体の経営的なマネジメントと各プロジェクトの
進捗管理的なマネジメントを共に実施できるか。
・国内外の都市間連携・ネットワークを有効に活用し、自らの取
組の更なる高度化、創出した成功事例の普及展開の加速化を実現
できるか。

特に、実効性のある執行体制・強力なガバナンス体制の確認、プ
ロジェクト管理を行う場の設置の確認、都市間連携の具体的内容
を確認し、助言する。

③体制に関する助言
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（様式４）
●計画の更なる明確化・具体化に向けた助言 

環境未来都市名　岩沼市

計画の更なる具体化・明確化に向けた助言（案） 助言（案）に対する選定都市の見解
左記を踏まえた、計画の更なる明確化・具体化に向けた助言の内容
（今後、現地支援における追加的助言を追加）

助言への各選定都市の対応状況

■環境関係 ■環境関係 ■環境関係 ■環境関係

１．　千年希望の丘プロジェクトの成功は、本市の復興のシンボルになるものともいえる。ガレ
キの処理から公園整備、また整備後に公園が持つ意味を後世に残すという、長いタイムスパン
で考えることが必要であり、極力早い段階から、市民や地元の小・中・高校生などを含めた、市
民参画型のプロジェクトにすることが望まれる。

　１．千年希望の丘には植林を行うことを予定しており、市民や本プロジェクトに賛同していただ
ける方々の参加の下、植樹する方向で検討中である。

１．　千年希望の丘プロジェクトの成功は、本市の復興のシンボルになるもの
ともいえる。ガレキの処理から公園整備、また整備後に公園が持つ意味を後
世に残すという、長いタイムスパンで考えることが必要であり、極力早い段階
から、市民や地元の小・中・高校生などを含めた、市民参画型のプロジェクト
にすることが望まれる。

　１．千年希望の丘には植林を行うことを予定しており、市民や本プロジェクト
に賛同していただける方々の参加の下、植樹する方向で検討中である。

２．　エココンパクトシティの具体的なビジョン（どのようなデザインのまちで、どのような人が住
み、何が街の魅力や特徴なのか）が明確でない。また自然エネルギーを活用したエネルギーマ
ネジメントシステムの具体性が乏しい。採算ベースに乗らばければ持続可能な環境未来都市と
はなりえず、事業参画者の決定や資金面での現実的な検討を早急に進めることが必要と考え
られる。

　２．具体的なビジョンとするため、プロポーザルにより事業参画者を絞り、現実的な検討を進め
る予定である。

２．　エココンパクトシティの具体的なビジョン（どのようなデザインのまちで、
どのような人が住み、何が街の魅力や特徴なのか）が明確でない。どこから
移転してくるのか、移転地域の人口構成がどうなるのか等について具体的記
述を行うといいのではないか。また自然エネルギーを活用したエネルギーマ
ネジメントシステムの具体性が乏しい。採算ベースに乗らばければ持続可能
な環境未来都市とはなりえず、事業参画者の決定や資金面での現実的な検
討を早急に進めることが必要と考えられる。

　２．具体的なビジョンとするため、プロポーザルにより事業参画者を絞り、現
実的な検討を進める予定である。
　なお、移転元に関し、取組方針「①環境－１」【現状】に次の記述を追加。
「目下、沿岸部の６地区（相野釜、藤曽根、二野倉、長谷釜、蒲崎、新浜）の
住民を対象に集団移転を調整中である。」

３．千年希望の丘のプロジェクトについて、周辺部の土地利用等も含め、メガ
ソーラー、公園用地といった用途別に具体的な計画を示し、どのような課題
があるかについても明確化する必要がある。

　３．４月に新設する復興整備課で、集団移転・災害公営住宅整備事業、津
波よけ「千年希望の丘」整備事業及び自然エネルギー活用モデル事業の具
現化を行う予定である。

■高齢化関係 ■高齢化関係 ■高齢化関係 ■高齢化関係
１．　医療クラウドとは何を指しているのか不明。クラウドコンピューティングによる医療情報の
共有であれば、現在のシステムでも充分可能である。サーバーをどこに置くのか、暗号化など
では、今後検討するべき課題がある。また数値目標であるが、クラウドコンピューティングによ
る情報の共有化であれば、平成２７年に５０世帯ではなく、もっと多数の世帯での情報の共有
化が可能である。

　１．インターネットを介し、市民の医療情報を複数箇所に保存し、在宅療養を含め診療等の際
には共有する体制を医療クラウドと捉えていた。防災集団移転先をエココンパクトシティとする考
えであるが、一人暮らしの高齢者世帯や老々世帯を対象とするため５０世帯としている。

１．　医療クラウドとは何を指しているのか不明。クラウドコンピューティングに
よる医療情報の共有であれば、現在のシステムでも充分可能である。サー
バーをどこに置くのか、暗号化などでは、今後検討するべき課題がある。ま
た数値目標であるが、クラウドコンピューティングによる情報の共有化であれ
ば、平成２７年に５０世帯ではなく、もっと多数の世帯での情報の共有化が可
能である。

　１．インターネットを介し、市民の医療情報を複数箇所に保存し、在宅療養
を含め診療等の際には共有する体制を医療クラウドと捉えていた。防災集団
移転先をエココンパクトシティとする考えであるが、一人暮らしの高齢者世帯
や老々世帯を対象とするため仮に５０世帯としている。現在調整中の集団移
転数が決まれば、もう少し具体的な数値を目標値として掲載できると考えて
いる。

２．　国際医療産業都市に関してであるが、医療産業と一言で言っても分野は広いので、具体
的にどのような企業を想定しているのか？　平成２７年３月までに３社を数値目標に掲げている
が、具体的な計画、記載が必要である。新たな雇用として何名程度の雇用を見込んでいるの
かも不明である。仙台空港が近いことを長所にしているが、製品を航空機で搬出するのか、メ
ディカルツーリズムで、海外から受診者を集めるのかが不明である。メディカルツーリズムは、
確かに将来性があるが、政情などで患者数が大きく変動する、不安定な部分があるので、メ
ディカルツーリズムに過大な期待を寄せることは危険である。

　２．自然共生・国際医療産業都市検討会の審議を踏まえ、医療産業に限定しない方向で企業
誘致を図り雇用確保に繋げることとしたい。仙台空港が長所になるか否かについては、進出す
る企業次第と考えている。

２．　国際医療産業都市に関してであるが、医療産業と一言で言っても分野
は広いので、具体的にどのような企業を想定しているのか？　平成２７年３月
までに３社を数値目標に掲げているが、具体的な計画、記載が必要である。
新たな雇用として何名程度の雇用を見込んでいるのかも不明である。仙台
空港が近いことを長所にしているが、製品を航空機で搬出するのか、メディカ
ルツーリズムで、海外から受診者を集めるのかが不明である。メディカル
ツーリズムは、確かに将来性があるが、政情などで患者数が大きく変動す
る、不安定な部分があるので、メディカルツーリズムに過大な期待を寄せるこ
とは危険である。
医療産業に弱かった地域に企業を誘致する際に、比較優位を明確に示す必
要がある。また、誘致に向けた具体的ステップも示す必要がある。

　２．自然共生・国際医療産業都市検討会の審議を踏まえ、健康分野も含め
医療産業に限定しない方向で企業誘致を図り雇用確保に繋げることとした
い。仙台空港が長所になるか否かについては、進出する企業次第と考えて
いる。
　４月に新設する健康産業政策課で自然共生・国際医療産業都市の具現化
に向けた取り組みを行う予定である。

３．　超高齢化対策として、医療クラウドによる予防医学の推進を挙げているが、介護や在宅医
療、高齢者の居住の確保、生活支援の『地域包括ケア』の記載が無い。具体的な地域包括ケ
アの計画、事業者、介護保険の保険料の予測、居住する高齢者数、３世代交流や、若年障害
者・障害児の施設との合築など交流の具体的な計画を示して欲しい。

　３．障害福祉計画、障害者計画、高齢者福祉計画及び介護保険事業計画を策定中であり、そ
の計画策定を待って検討したい。

３．　超高齢化対策として、医療クラウドによる予防医学の推進を挙げている
が、介護や在宅医療、高齢者の居住の確保、生活支援の『地域包括ケア』の
記載が無い。具体的な地域包括ケアの計画、事業者、介護保険の保険料の
予測、居住する高齢者数、３世代交流や、若年障害者・障害児の施設との合
築など交流の具体的な計画を示して欲しい。

　３．現在、障害福祉計画、障害者計画、高齢者福祉計画及び介護保険事
業計画を策定中であり、その計画策定を待って検討したい。

計画の更なる具体化・明確化に向けた助言（案） 助言（案）に対する選定都市の見解
左記を踏まえた、計画の更なる明確化・具体化に向けた助言の内容
（今後、現地支援における追加的助言を追加）

助言への各選定都市の対応状況

■環境関係 ■環境関係 ■環境関係 ●環境関係
１．　岩沼市の復興ビジョンと本プロジェクト間の整合性はよく考えられている。今後具体的に
事業が進められる段階においては、震災による復興まちづくりに関わる行政内部の各担当部
局、環境未来都市を担当する部局が常に連携を密にとるための場を、行政内部に設け、強い
リーダーシップを維持しながら事業推進できる体制を整備することが求められる。

　１．震災復興にあたり、これまで震災復興推進室が中心となり各部課と調整し進められてきた
が、職員数が減り続けている中ではあるが、この４月からは復興推進室を復興推進課とし、自
然共生・国際医療産業都市の具現化に向けた取り組みを行う健康産業推進室、集団移転・災
害公営住宅整備事業、津波よけ「千年希望の丘」整備事業及び自然エネルギー活用モデル事
業を行う復興整備課を新設することとしている。市長を初めとする震災復興本部メンバーのも
と、引き続き、震災復興を推進したい。（※新設する課等の名称は仮称です。）

１．　岩沼市の復興ビジョンと本プロジェクト間の整合性はよく考えられてい
る。今後具体的に事業が進められる段階においては、震災による復興まちづ
くりに関わる行政内部の各担当部局、環境未来都市を担当する部局が常に
連携を密にとるための場を、行政内部に設け、強いリーダーシップを維持し
ながら事業推進できる体制を整備することが求められる。

　１．震災復興にあたり、これまで震災復興推進室が中心となり各部課と調
整し進められてきたが、職員数が減り続けている中ではあるが、この４月か
らは復興推進室を復興推進課とし、自然共生・国際医療産業都市の具現化
に向けた取り組みを行う健康産業政策課、集団移転・災害公営住宅整備事
業、津波よけ「千年希望の丘」整備事業及び自然エネルギー活用モデル事
業を行う復興整備課を新設することとしている。市長を初めとする震災復興
本部メンバーのもと、引き続き、震災復興を推進していく。

２．　特に環境未来都市構想関連で進む事業、復興事業は、各省庁の縦割りであるため、自治
体内部も部局が縦割りになり、情報共有が充分でなくなる可能性が高いため、留意していただ
きたい。

　２．当市の環境未来都市構想は震災からのスピード感のある復興のためのものであり、これま
で同様、庁議、震災復興本部等で逐次情報共有していく。

２．　特に環境未来都市構想関連で進む事業、復興事業は、各省庁の縦割
りであるため、自治体内部も部局が縦割りになり、情報共有が充分でなくな
る可能性が高いため、留意していただきたい。

　２．当市の環境未来都市構想は震災からのスピード感のある復興のため
のものであり、これまで同様、庁議、震災復興本部等で逐次情報共有してい
く。

３．　集団移転については、住民との密接な協働体制を構築して進めていくことが必要ではな
いか。

　３．集団移転地区が６地区あるが、既に４地区からは集団移転の要望が出されており、残り２
地区でも集団移転を希望する方々がいる。個々の希望調査も終了している。

３．　集団移転については、住民との密接な協働体制を構築して進めていくこ
とが必要ではないか。

　３．集団移転対象地区が６地区あるが、既に４地区からは集団移転の要望
が出されており、残り２地区でも集団移転を希望する方々がいる。個々の希
望調査も終了しており、被災者の意向を踏まえて進めていく。

４．　居久根などの歴史的資産も活かしたエココンパクトシティ－の方向性、検討手順を明らか
にするといいのではないか。モデルタウンとしての最終的規模のイメージも必要ではないか。

　４．集団移転地区の大きさが概ね決まってきた。復興交付金事業計画の調整中であるが、当
市に相応しいエココンパクトシティをまず検討したい。

４．　居久根などの歴史的資産も活かしたエココンパクトシティ－の方向性、
検討手順を明らかにするといいのではないか。モデルタウンとしての最終的
規模のイメージも必要ではないか。

　４．集団移転地区の大きさが概ね決まってきた。復興交付金事業計画の調
整中であるが、当市に相応しいエココンパクトシティをまず検討したい。

５．　被災農地を活用したメガソーラーを地域計画の中にどのように位置づけるのかの具体的
検討も必要ではないか。

　５．メガソーラーの設置場所については、地盤沈下が甚だしく、かつ、津波で浸水した一般保留
地区を予定したい。

５．　被災農地を活用したメガソーラーを地域計画の中にどのように位置づけ
るのかの具体的検討も必要ではないか。

　５．メガソーラーの設置場所については、地盤沈下が甚だしく、かつ、津波
で浸水した農地を考えている。岩沼の復興にどのように寄与するかを含め、
事業者と共に具現化を進めていく。

６．医療クラウドで構築できる地域内の情報ネットワークを用いた、地域の熱
エネルギー需給マネジメントシステムなど、岩沼の特長を生かした環境価値
を高める提案が期待される。（藤田先生にご追記いただいたものです）

　６．医療クラウドを検討する地区は集団移転先であり、エココンパクトシティ
を検討する地区でもある。４月に新設する復興整備課で、集団移転・災害公
営住宅整備事業、津波よけ「千年希望の丘」整備事業及び自然エネルギー
活用モデル事業の具現化を行う予定である。

②取組内容に関する助言

a.包括性・戦略性
b.事業性・熟度
c.本気度

・将来ビジョンの実現に寄与する包括的かつ戦略的な取組となっ
ているか。

・自立的・自律的なモデルが構築される見込はあるか。
・自らが責任を持って取り組む意思はあるか。

特に、５年後以上の中長期的ビジョンを踏まえつつ、今後１～５
年後の取組をより充実させるような助言を実施（目標、目的をよ

り明確にすること、より効果的な取組の追加など）。

①将来ビジョンに関する助言

a.魅力度
b.必然性

c.適切な課題・目
標設定と価値創造

性

・市民の目線で「暮らしたいまち」「活力あるまち」と感じるこ
とができるか。
・都市・地域の自然的社会的条件の特徴を踏まえているか。
・コンセプトの実現に向けた環境・超高齢化対応等に関する課
題・目標が適切に設定され、その課題の解決と目標達成の過程で
環境価値、社会的価値、経済的価値が総合的に創造され続ける
か。
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７．たとえば、火力発電、コンクリート・石材を分別した有機系、木質系の瓦礫
処理施設（瓦礫系の分別後の）での熱エネルギーのアグリビジネスや、エコ
タウン、医療センターでの活用などの分野横断的な岩沼ならでは活力を生み
出す取り組みが期待される。医療、農業、地域エネルギーを組み合わせる新
たなの産業づくりの視点を取り込んでいくことができないでしょうか。（藤田先
生にご追記いただいたものです）。

　７．医食同源と言われており、太陽光で発電した電気を用い農薬や化学肥
料のない野菜や漢方薬となる薬草などを栽培、ビジネス展開することなどの
可能性を否定できるものではないが、東日本大震災からの復興に取り組む
ことが、環境未来都市に係る各取組の具体化に繋がることから、まずは、ス
ピード感のある復興に努めていきたい。

■高齢化関係 ■高齢化関係 ■高齢化関係 ■高齢化関係
１．　予防の推進のためには、医療クラウドの導入ととともに、ソフト面での施策も検討するべき
ではないか。

　１．健康診断の充実や予防接種の公費助成の拡大等、必要に応じ検討したい。 １．　予防の推進のためには、医療クラウドの導入ととともに、ソフト面での施
策も検討するべきではないか。

　１．健康診断の充実や予防接種の公費助成の拡大等、必要に応じ検討し
たい。

２．　国際医療産業都市整備に関しては、どのような分野に比較優位があるのかについて検討
を行った上で、どのような手順で行っていくのかを明らかにするべきではないか。

　２．自然共生・国際医療産業都市検討会の審議を踏まえ、医療産業に限定しない方向で企業
誘致を図り雇用確保に繋げることとしたい。手順等については、４月に設置される健康産業推進
室で調整することとしたい。（※新設する課等の名称は仮称です。）

２．　国際医療産業都市整備に関しては、どのような分野に比較優位がある
のかについて検討を行った上で、どのような手順で行っていくのかを明らか
にするべきではないか。

　２．自然共生・国際医療産業都市検討会の審議を踏まえ、健康分野を含め
医療産業に限定しない方向で企業誘致を図り雇用確保に繋げることとした
い。手順等については、４月に設置される健康産業政策課で調整することと
したい。

■その他 ■その他 ■その他 ■その他
１．　水耕栽培を活用する次世代アグリビジネスの具体像についても、地域計画の中における
位置付けの明確化も含めて、検討を進めるべきではないか。

　１．農業復興検討委員会で、農地の回復と農業の再生に向けた事業の検討を行っており、そ
の中で、農業の６次産業化等も検討されている。検討結果を待ちたい。

１．　水耕栽培を活用する次世代アグリビジネスの具体像についても、地域
計画の中における位置付けの明確化も含めて、検討を進めるべきではない
か。

　１．農業復興検討委員会で、農地の回復と農業の再生に向けた事業の検
討を行っており、その中で、農業の６次産業化等も検討されている。検討結
果を待ちたい。

計画の更なる具体化・明確化に向けた助言（案） 助言（案）に対する選定都市の見解
左記を踏まえた、計画の更なる明確化・具体化に向けた助言の内容
（今後、現地支援における追加的助言を追加）

助言への各選定都市の対応状況

■環境関係 ■環境関係 ■環境関係 ■環境関係

１．　プロジェクト全体を通じて、①市民の参画、②自治体内部の各部局の連携体制作りが非
常に弱い。震災からの復興を目的とした本プロジェクトを成功させるためには、前述した２つの
体制作りがうまくいくか否かにかかっており、各プロジェクトベース、プロジェクト全体をマネジメ
ントする行政内部の体制作りを実施することが必要と考えられる。

　１．震災復興にあたり、これまで震災復興推進室が中心となり各部課と調整し進められてきた
が、職員数が減り続けている中ではあるが、この４月からは復興推進室を復興推進課とし、自
然共生・国際医療産業都市の具現化に向けた取り組みを行う健康産業推進室、集団移転・災
害公営住宅整備事業、津波よけ「千年希望の丘」整備事業及び自然エネルギー活用モデル事
業を行う復興整備課を新設することとしている。市長を初めとする震災復興本部メンバーのも
と、引き続き、震災復興を推進したい。既述した「千年希望の丘」構想における植樹のように、必
要に応じ、市民参画を行いたい。（※新設の課等の名称は仮称です。）

１．　プロジェクト全体を通じて、①市民の参画、②自治体内部の各部局の連
携体制作りが非常に弱い。震災からの復興を目的とした本プロジェクトを成
功させるためには、前述した２つの体制作りがうまくいくか否かにかかってお
り、各プロジェクトベース、プロジェクト全体をマネジメントする行政内部の体
制作りを実施することが必要と考えられる。

　１．震災復興にあたり、これまで震災復興推進室が中心となり各部課と調
整し進められてきたが、職員数が減り続けている中ではあるが、この４月か
らは復興推進室を復興推進課とし、自然共生・国際医療産業都市の具現化
に向けた取り組みを行う健康産業政策課、集団移転・災害公営住宅整備事
業、津波よけ「千年希望の丘」整備事業及び自然エネルギー活用モデル事
業を行う復興整備課を新設することとしている。市長を初めとする震災復興
本部メンバーのもと、引き続き、震災復興を推進したい。既述した「千年希望
の丘」構想における植樹のように、必要に応じ、市民参画を行いたい。

２．　次世代アグリビジネスの主役となるのは、被災農家のみならず、新たに農業を志す若い
世代と考えられる。したがって本事業を進めるに当っては、新しい息吹を吹き込めるような人材
にも広く協力を得て、事業推進者の層を厚くすることが必要と考えられる。

　２．助言の通りであると考えている。個人のみではなく、雇用創出も念頭に法人も視野に入れ
たい。

２．　次世代アグリビジネスの主役となるのは、被災農家のみならず、新たに
農業を志す若い世代と考えられる。したがって本事業を進めるに当っては、
新しい息吹を吹き込めるような人材にも広く協力を得て、事業推進者の層を
厚くすることが必要と考えられる。

　２．助言の通りであると考えている。個人のみではなく、雇用創出も念頭に
法人も視野に入れたい。

■マネジメント関係 ■マネジメント関係 ■マネジメント関係 ■マネジメント関係
１．　外部有識者による震災復興会議、自然共生・国際医療産業都市検討会を支える体制の
構築が必要であると思われる。環境、高齢化、その他にわたる幅広い取り組みのシナジーを確
保するためには、集中的に関与できる外部専門家や地域内の幅広いステークホルダーを巻き
込むための仕掛けを構築する必要がある。また、市役所内体制についても、横断的な体制を
構築するべきではないか。

　１．震災復興にあたり、これまで震災復興推進室が中心となり各部課と調整し進められてきた
が、職員数が減り続けている中ではあるが、この４月からは復興推進室を復興推進課とし、自
然共生・国際医療産業都市の具現化に向けた取り組みを行う健康産業推進室、集団移転・災
害公営住宅整備事業、津波よけ「千年希望の丘」整備事業及び自然エネルギー活用モデル事
業を行う復興整備課を新設することとしている。市長を初めとする震災復興本部メンバーのも
と、引き続き、震災復興を推進したい。必要に応じ、コンサルタント等も委託したい。（※新設の
課等の名称は仮称です。）

１．　外部有識者による震災復興会議、自然共生・国際医療産業都市検討会
を支える体制の構築が必要であると思われる。環境、高齢化、その他にわた
る幅広い取り組みのシナジーを確保するためには、集中的に関与できる外
部専門家や地域内の幅広いステークホルダーを巻き込むための仕掛けを構
築する必要がある。また、市役所内体制についても、横断的な体制を構築す
るべきではないか。

　１．震災復興にあたり、これまで震災復興推進室が中心となり各部課と調整し進
められてきたが、職員数が減り続けている中ではあるが、この４月からは復興推
進室を復興推進課とし、自然共生・国際医療産業都市の具現化に向けた取り組
みを行う健康産業政策課、集団移転・災害公営住宅整備事業、津波よけ「千年希
望の丘」整備事業及び自然エネルギー活用モデル事業を行う復興整備課を新設
することとしている。市長を初めとする震災復興本部メンバーのもと、引き続き、震
災復興を推進したい。必要に応じ、コンサルタント等も委託したい。

２．　医療産業の投資を確保するためには、ステークホルダーの意見も踏まえ、どのようにすれ
ば民間の投資が確保することができるのか、そのためには、外部のどのような機関との連携が
必要なのかについて、戦略を構築するべきではないか。

　２．４月に立ち上がる自然共生・国際医療産業都市の具現化に向けた取り組みを行う健康産
業推進室で検討したい。（※新設の課等の名称は仮称です。）

２．　医療産業の投資を確保するためには、ステークホルダーの意見も踏ま
え、どのようにすれば民間の投資が確保することができるのか、そのために
は、外部のどのような機関との連携が必要なのかについて、戦略を構築する
べきではないか。

　２．４月に立ち上がる自然共生・国際医療産業都市の具現化に向けた取り
組みを行う健康産業政策課で検討したい。

３．　多分野にまたがる様々な施策、事業をどのような順序で展開していくのか、また、そのよう
な順序で展開していくことによって、どのようなシナジーが確保されるのかといった、今後の全
体的な移行プロセスマネジメントについて検討すべきではないか。

　３．震災復興計画を進めることが環境未来都市の実現に繋がることから、可能なところから可
能な範囲で進めていきたい。

３．　多分野にまたがる様々な施策、事業をどのような順序で展開していくの
か、また、そのような順序で展開していくことによって、どのようなシナジーが
確保されるのかといった、今後の全体的な移行プロセスマネジメントについ
て検討すべきではないか。

　３．震災復興計画を進めることが環境未来都市の実現に繋がると考えてい
る。事業展開には、多種の規制緩和が必要なものもあることから可能なとこ
ろから可能な範囲で順次進めていきたい。

４．　今後の計画、事業の進展に応じて、外部からの意見を聞き、随時計画を変更する柔軟な
システムを構築するべきではないか。

　４．震災からのスピード感のある復興が目的であるので、必要に応じ、臨機応変に対応する。 ４．　今後の計画、事業の進展に応じて、外部からの意見を聞き、随時計画
を変更する柔軟なシステムを構築するべきではないか。

　４．震災からのスピード感のある復興が目的であるので、必要に応じ、臨機
応変に対応する。

５．被災自治体間の連携は重要となる。今どのような連携が成されており、
今後どのような連携が可能かは整理をする必要がある。

　５．現状として、原発事故に関する対応や瓦礫処理については連携して取
り組んだ経緯があるものの、その他の面では被災市町村間の連携は少な
い。市町村域を超えた道路や河川の復興等については、県と関係市町村で
連携して取り組むこととなると想定している。

③体制に関する助言

a.実効性・熟度
b.プロジェクトマネ
ジメントの着実な
実施
c.都市間連携・ネッ
トワークの有効活
用

環境未来都市の選定基準である下記３点のポイントに基づき、体
制の明確化・具体化のための助言を実施。
・実行ある取組を継続的に実施することができる実施主体となっ
ているか。
・環境未来都市全体の経営的なマネジメントと各プロジェクトの
進捗管理的なマネジメントを共に実施できるか。
・国内外の都市間連携・ネットワークを有効に活用し、自らの取
組の更なる高度化、創出した成功事例の普及展開の加速化を実現
できるか。

特に、実効性のある執行体制・強力なガバナンス体制の確認、プ
ロジェクト管理を行う場の設置の確認、都市間連携の具体的内容
を確認し、助言する。
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（様式４）
●計画の更なる明確化・具体化に向けた助言 

環境未来都市名　　東松島市

計画の更なる具体化・明確化に向けた助言（案） 助言（案）に対する選定都市の見解
左記を踏まえた、計画の更なる明確化・具体化に向けた助言の内容
（今後、現地支援における追加的助言を追加）

助言への各選定都市の対応状況

■環境関係 ●環境関係 ■環境関係
　１．自然エネルギーパーク、ネットゼロエネルギーシティに向けてのスマートコミュ
ニティモデル、ソーラーパネルリサイクルセンター、マルチメディア端末による絆利
用などのビジョンが描かれており、セルフサポートスクールなどによる防災、環境、
超高齢化対応が連携する将来像を描くことが期待される。

　１．防災、環境、超高齢化対応の連携は復興まちづくりにおける重
要な課題であります。具現化に向けた積極的な助言についてお願
いいたします。

１．具体的な対象地域はほぼ固まっており、復興住宅の整備の際に、運
用により市民の生活向上につなげるために、設備の整備スケジュールと
ともに運営のための官民の体制を構築することが期待されます。避難住
宅の自治組織等からの要望を受け入れる参加の仕組みも必要となる。
現在の企業を含む、官民コンソーシアムを早急に構築することのため
に、具体的な検討について、内閣府との連携を含めてのご検討をお願い
したい。

１．官民コンソーシアムについては、H24夏頃を目途にPMO組織を立ち上げ
（法人化）、同時に各分野毎のコンソーシアムも整備していきます。そのた
め、現在、準備委員会を設置し、各種課題の検討を進めております。
住民参画に関しては、市民協働を基軸とした基盤が震災前より整備されてい
ることから、その基盤を活用したワークショップを開催してまいります。
今後も、内閣府との積極的な連携について、取り組んでまいります。

　２．目標実現に向けてのロードマップの設計が期待される。 　２．集団移転の進捗状況を鑑みながら、ロードマップを設計してま
いります。

２．すべての集団移転での具体的検討よりも、整備のスケジュールが固
まりつつある野蒜地区、響工業団地が連携する先導的な事業検討が必
要と判断します。

２．ご指摘のとおりと存じます。構想でも記述しておりますとおり、野蒜地区を
先行モデル地域として、事業検討してまいります。

■高齢化関係 ●高齢化関係 ■高齢化関係
１．長期的な展望の元に、被災地における喫緊の課題が適切に設定されている。 　１．本震災において、たくさんの資源を失ってしまいました。何もな

い被災地ですが、震災の経験だけはあります。被災経験から見え
た課題に解決に取り組むことで、復興のモデルなり得るよう進めて
まいります。

１．長期的な展望の元に、被災地における喫緊の課題が適切に設定され
ている。
200+ヘクタールの山地を自治体が購入し、高台と沿岸地域を共に整地し
て、まちづくりをするという計画が進んでいる。長期間かかると予想される
が、基礎のインフラからすべて設計してまちづくりをするチャンスは他に
はない。世界に発進できる長寿社会のモデル都市を創っていただきた
い。仙台と石巻のベッドタウンという利点をいかして、若い子育て世代か
らも選ばれるまちになるとよい。卓越した教育施設（小中学校など）を高
台に配置するなど。

１．東日本大震災における復興土地利用計画において、住居と公共施設、更
にJRが高台に移転する方針を示しているのは当市のみであります。
その際に移転する義務教育施設は、「海と森との共存」をコンセプトに、子ど
ものみならず、日常的に地域住民が利用し、少子化が進んでいった際には、
一部を社会教育施設として活用できるような施設を整備する方針となってお
ります。
定住化促進の一助となる他の取組みに関して、推進ボードによるご助言につ
いてお願いいたします。

２．２０５０年の姿である「健康で安心して暮らすことのできるまち」と書いてある
が、その時の平均年齢を想定した上でまちづくりを考える必要があるのではない
か。

２．これまで策定していた福祉関係の個別計画は、本震災を受け、
人口フレームから見直しをしていく予定であります。委員の豊富な
知見について、計画見直しの中で取り入れてまいりたいと考えてお
りますので、ご助言お願いいたします。

２．２０５０年の姿である「健康で安心して暮らすことのできるまち」と書い
てあるが、その時の平均年齢を想定した上でまちづくりを考える必要が
あるのではないか。

２．ご指摘のとおりと存じます。その節には、東日本大震災を経験した現世代
と同震災を経験していない次世代が共にまちづくりに取り組むという考え方も
取り入れてまいります。

■マネジメント関係 ●マネジメント関係 ■マネジメント関係
１． 被災市民の意向を重視した復興計画を策定するに当たっては、自治体と民意
とのバランスを図る必要がある。

　１．復興まちづくり計画策定にあたっては、６０回以上に及ぶワー
クショップを開催しました。今後のまちづくり計画を進めるにあたって
も、市は積極的に情報発信し、市民の理解を得ながら復興事業を
進めてまいります。

１． 被災市民の意向を重視した復興計画を策定するに当たっては、自治
体と民意とのバランスを図る必要がある。

１．これまで同様、復旧・復興に関する情報を積極的に発信し、復興過程に
おいても、地域、分野毎のワークショップを開催してまいります。
また、市民が継続的に復興まちづくりに関わっていく仕組みとして「復興まち
づくり市民委員会（仮称）」を立ち上げ、計画の推進、見直しについて協議し
ていく予定であります。

２．５年後の姿が大事。５年＋５年の考えで行くべき。５年後のレビューで今考えら
れない技術の取り込みができるはず。

２．助言のとおりであると認識しております。 ２．５年後の姿が大事。５年＋５年の考えで行くべき。５年後のレビューで
今考えられない技術の取り込みができるはず。まず、住居を先に動かし
たほうがよい。

２．ご指摘のとおりと存じます。復興交付金により集団移転先の実施設計が
完了されれば、詳細な造成スケジュールが示されますので、その動向を見極
めながら取り組んでまいります。

３．助成金を前提とした事業実施ではなく、自律的に回ることを想定したシステム
構築が必要である。

３．PMO組織の立ち上げ準備期間において、整理してまいります。
専門的見地におけるご助言をお願いいたします。

３．助成金を前提とした事業実施ではなく、自律的に回ることを想定した
システム構築が必要である。

３．PMO組織の立ち上げ準備期間において、整理してまいります。専門的見
地におけるご助言をお願いいたします。

４．地域独自の技術を活かした取組（多機能可搬型スマートデバイス）はＶｅｒｙ　ｇｏ
ｏｄ

４．地場企業の技術を積極的に取り組み、対外的にPRし、産業の
活性化に努めてまいります。

４．地域独自の技術を活かした取組（多機能可搬型スマートデバイス）は
Ｖｅｒｙ　ｇｏｏｄ

４．地場企業の技術を積極的に取り組み、対外的にPRし、産業の活性化に
努めてまいります。

５．公営住宅は目標とするのではなく、その先の民間所有を考えて事業を実施す
ることも必要。

５．B/Sを活用したファシリティマネジメントの活用、PPPの積極的導
入に関して取り組んでまいります。

５．公営住宅は目標とするのではなく、その先の民間所有を考えて事業
を実施することも必要。

民間現在所有の土地を借地で借りて、民間がその資金で、移動される新
土地（住居）の資金を支払うというような仕組みを作る方がモチベーション
が高まるでしょう。

５．ご指摘のとおりと存じます。災害公営住宅の整備は確かにスピードが求
められておりますが、10年後、20年後の行政経営を主眼とする必要がありま
す。
土地信託やその他の手法等ございましたら、ご助言願います。

６．健康福祉部門が予算の32％を支配しているのであれば、この費用を抑制する
ことも考慮に入れる必要があるのではないか。

６．健康福祉部門の事業は法定受託事務がほとんどであり、また、
当市の財政基盤が脆弱なことによる数値でると分析しております。
但し、全市民をターゲットにした健康づくりなど戦略的に取り組みな
がら、抑制できる部分は抑制してまいります。

６．健康福祉部門が予算の32％を支配しているのであれば、この費用を
抑制することも考慮に入れる必要があるのではないか。

６．健康福祉部門の事業は法定受託事務がほとんどであり、また、当市の財
政基盤が脆弱なことによる数値でると分析しております。但し、全市民をター
ゲットにした健康づくりなど戦略的に取り組みながら、抑制できる部分は抑制
してまいります。

７．セルフサポートスクールのコンセプトはよい ７．中核的避難所としての機能拡充と児童・生徒に対しての環境、
防災教育による複次的な効果を期待しております。具現化に向け
たご助言よろしくお願いいたします。

７．セルフサポートスクールのコンセプトはよい
森を取り組む構想はすばらしい上、見てみたい。 ７．ありがとうございます。財源確保等の課題もございますので、引き続きご

助言についてお願いいたします。

８．新住居は５年かかるとしているが、それを３－４年で実現
する規制緩和と工事過程を立てる必要がある。 ８．ご指摘のとおりと存じます。工事工程は若干工夫の余地があるのです

が、規制緩和については、復興推進計画（震災復興特区）を策定し、認定さ
れるまでに多くの期間を要します。推進ボードの立場からも規制緩和につい
て積極的なご助言をお願いいたします。

①将来ビジョンに関する助言

・市民の目線で「暮らしたいまち」「活力あるまち」と感じること
ができるか。
・都市・地域の自然的社会的条件の特徴を踏まえているか。
・コンセプトの実現に向けた環境・超高齢化対応等に関する課題・
目標が適切に設定され、その課題の解決と目標達成の過程で環境価
値、社会的価値、経済的価値が総合的に創造され続けるか。

a.魅力度
b.必然性
c.適切な課題・目
標設定と価値創造
性

26



計画の更なる具体化・明確化に向けた助言（案） 助言（案）に対する選定都市の見解
左記を踏まえた、計画の更なる明確化・具体化に向けた助言の内容
（今後、現地支援における追加的助言を追加）

助言への各選定都市の対応状況

■環境関係 ●環境関係 ■環境関係
　１．自律分散電源、民間運輸のエネルギーマネジメント、健康住宅整備、マルチ
メディア見守り体制、高齢者雇用、公共避難所の整備、自衛隊との共同防災訓練
など、インフラ家構築、社会システム構築を含む包括的な検討となっている。産業
セクターの参加も検討するべきか。

　１．ご指摘のとおりだと考えます。地場における産業セクターの参
加について積極的に進めてまいります。

１．自律分散電源、民間運輸のエネルギーマネジメント、健康住宅整備、
マルチメディア見守り体制、高齢者雇用、公共避難所の整備、自衛隊と
の共同防災訓練など、インフラ構築、社会システム構築など様々な課題
に取り組むことに敬意を表します。一刻も早い実現が必要な先導地区に
ついては、地域の産業グループ、外部のICT,地域ディベロッパー、コンサ
ルタントの企業コンソーシアムと連携して、事業ファイナンスを含む体制
の整備について、内閣府との連携でお進めいただくことをお手伝いでき
ればと思います。先導的なプロジェクトについては早々に定期的な検討
会必要ではないでしょうか。たとえば、横浜市で進めるスマートシティから
の中小企業のイノベーションの仕組みは大変参考になると思います。内
閣府を通じて情報共有、連携も可能ではないでしょうか？

１．ご助言ありがとうございます。今後も、国内外のベストプラクティスに関し
て、情報提供をお願いいたします。

　２．復興計画での先導的事業と連携する仕組みを提示することが必要。 　２．市役所とPMO組織の役割分担を明確にし、取り組んでまいり
ます。

２．避難住宅の皆さんは日々の暮らしで大変でしょうが、将来の復興の見
通しを共有いただくためにも、用地の買い取り補償とは別の枠組みで将
来の環境産業、医療産業を含めた復興計画の検討の場を設けることは
可能でしょうか？

２．産業分野に特化した復興計画の策定に関して、現在、検討中でありま
す。

　３．既設住宅への対応をもう少し早められないか 　３．集団移転の対象とならない移転世帯等を対象とした事業実施
について早期に検討してまいります。

３．石巻街道、三陸自動車道以北の住宅地を中心に、産業団地、地域エ
ネルギー拠点形成の議論を進めることによって、地域の活力につながる
ことを期待します。 ３．今後も、専門的見地におけるご助言についてよろしくお願いいたします。

■高齢化関係 ●高齢化関係 ■高齢化関係
１．自治体が強いイニシアティブをとって取り組みを推進していく姿勢が明らかであ
る。

　１．市長のリーダーシップのもと継続して取り組んでまいります。 １．自治体が強いイニシアティブをとって取り組みを推進していく姿勢が
明らかである。

１．市長のリーダーシップのもと継続して取り組んでまいります。

２．被災直後から市民が復興案に意見を表出する場を作ってきたことは今後の取
り組みにおいて貴重な資源となるであろう。今後、行政と市民の協働体制の維持・
強化にはマネジメントに創意と努力が必要だと思われる。

　２．市民協働の維持・強化に関しては、自治体は①情報のプラット
フォームとして積極的に情報発信すること②継続的に人材育成に
取り組むこと③市民に裁量と財源を委ねることが必要であると考え
ます。あまり知られておりませんが、当市は避難所運営においては
職員を配置せず、地域主体で運営しております。まちづくりの根本
である協働体制については、更なる強化に取り組んでまいります。

２．被災直後から市民が復興案に意見を表出する場を作ってきたことは
今後の取り組みにおいて貴重な資源となるであろう。今後、行政と市民
の協働体制の維持・強化にはマネジメントに創意と努力が必要だと思わ
れる。
山地の整地や沿岸地域の盛土などに時間を要するので、その間の住民
の生活の場の確保など、計画の再検討が必要。

２．ご指摘のとおり、行政と市民の協働体制の維持・強化には創意と努力が
必要と存じます。この部分に関しては、被災地向けの人材派遣メニューを活
用し、取り組んでまいります。

３．移動式デバイス・スマートデバイスは、スマートフォンやタブレットにアプリを加
えて十分対応可能。マルチメディア端末はモバイルにした方がよい。いろいろのと
ころで述べているスマートデバイスを統一して、規模を大きくすることも考えられ
る。

　３．事業の具現化、持続的な事業デザインにつきましては、専門
的な知見によるご助言をお願いいたします。

３．移動式デバイス・スマートデバイスは、スマートフォンやタブレットにア
プリを加えて十分対応可能。マルチメディア端末はモバイルにした方がよ
い。いろいろのところで述べているスマートデバイスを統一して、規模を
大きくすることも考えられる。

３．H23「環境未来都市先導的モデル事業」を活用し、検討してまいります。

■マネジメント関係 ●マネジメント関係 ■マネジメント関係
１．自律するシステムを考慮すべき。 　１．PMO組織の立ち上げ準備期間において検討してまいりますの

で、ご助言をお願いいたします。
１．自律するシステムを考慮すべき。

兼務ではないスタッフが必要。難しい理由はわかるがなんとかしないとい
けない。何とか知恵を出し合って解決策を見つけましょ う。

１．自治体関係者に限らず、専門スタッフの確保に努めてまいります。

２．スケジュールは詳細が必要。すくなくとも直近１年間の取組には３か月ごとのス
ケジュールを検討するなど、もっと詳細が必要。

　２．ご指摘のとおりと認識しております。PM選定後は、四半期毎の
事業計画、成果指標の設定に取り組んでまいります。

２．スケジュールは詳細が必要。すくなくとも直近１年間の取組には３か
月ごとのスケジュールを検討するなど、もっと詳細が必要。

２．ご指摘のとおりと認識しております。PM選定後は、四半期毎の事業計
画、成果指標の設定に取り組んでまいります。

■その他

②取組内容に関する助言

・将来ビジョンの実現に寄与する包括的かつ戦略的な取組となって
いるか。
・自立的・自律的なモデルが構築される見込はあるか。
・自らが責任を持って取り組む意思はあるか。

特に、５年後以上の中長期的ビジョンを踏まえつつ、今後１～５年
後の取組をより充実させるような助言を実施（目標、目的をより明
確にすること、より効果的な取組の追加など）。

a.包括性・戦略性
b.事業性・熟度
c.本気度
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計画の更なる具体化・明確化に向けた助言（案） 助言（案）に対する選定都市の見解
左記を踏まえた、計画の更なる明確化・具体化に向けた助言の内容
（今後、現地支援における追加的助言を追加）

助言への各選定都市の対応状況

■環境関係 ●環境関係 ■環境関係 ●環境関係
　１．産官民の連携するコンソーシアム体制が構築されている。この体制は復興事
業提案制度で実際に活用されているかの説明が必要。

　１．産官民コンソーシアムについては、今後、参画基準を整理し構
築してまいります。復興事業提案制度はそのフェイズについて積極
的に活用してまいります。

　１．いろいろな形での参加の仕組みに取り組まれていることはよく理解
できましたし、高く評価される取り組みであります。一方で緊急雇用や復
旧事業が中心になることは状況からはやむを得ず、中長期の地域活力
形成に向けてのコンソーシアム体制の検討について、環境未来都市の
枠組みをお使いいただくことを期待いたします。たとえば、自衛隊支援の
関連産業が新しい産業クラスターとなることはないでしょうか？

１．コンソーシアム体制については、環境未来都市の枠組みを活用してまい
ります。新たな産業クラスター形成についても、検討してまいりたいと存じま
す。

　２．国内外のネットワークは形成されており、復興地域間でのネットワーク形成も
期待される。

　２．国内外のネットワークについては、ベストプラクティスを取組み
ながらより強化してまいります。ご指摘のとおり復興地域間でのネッ
トワーク形成についても検討してまいります。

　２．デンマークとの連携を含め、国内外都市、組織との復旧支援のネッ
トワークは形成されており、復興について、環境未来都市間、周辺自治
体の環境産業連携において、環境未来都市としてのリーダーシップが地
域の活力につながることも期待いたします。

２．今後も引き続き、専門的見地によるご助言をお願いいたします。

■高齢化関係 ●高齢化関係 ■高齢化関係
　１．おそらく状況は１１月以来かなり変化していると思われる、まず、現地で現状
を把握したうえで意見を述べたい。

　１．俯瞰した立場による具体的な助言についてお願いいたします。 　１．おそらく状況は１１月以来かなり変化していると思われる、まず、現
地で現状を把握したうえで意見を述べたい。

１．具体的な助言についてよろしくお願いいたします。

２．課題別にプロジェクトチームを編成されていると推測するが、ビジョンをもって
実働部隊を引っぱっていくプロジェクトリーダーをプロジェクトごとに選んでお知ら
せいただきたい。基本的に、推進ボード（高齢化担当）はその方を通じて、各プロ
ジェクトとの連携をはかる。

　２．今後、復興まちづくり計画リーディングプロジェクト推進並びに
環境未来都市具現化のための新規部署を配置いたします。

２．課題別にプロジェクトチームを編成されていると推測するが、ビジョン
をもって実働部隊を引っぱっていくプロジェクトリーダーをプロジェクトごと
に選んでお知らせいただきたい。基本的に、推進ボード（高齢化担当）は
その方を通じて、各プロジェクトとの連携をはかる。

２．H24夏を目途に、PMO組織を立ち上げる（法人化）予定であります。設置
後、速やかにプロジェクトリーダーを選定いたします。

■マネジメント関係 ●マネジメント関係 ■マネジメント関係
１．コンソーシアムなど新組織が多く立ち上がることとなっているが、それらプロ
ジェクトコンソーシアムの作成スケジュールをどう実現・管理していくのか。スケ
ジュール管理の権限、責任体制等、全体の管理体制についての詳細を検討する
必要がある。

　１．PMO組織の立ち上げ準備段階において検討してまいります。
専門的見地における助言についてお願いいたします。

１．コンソーシアムなど新組織が多く立ち上がることとなっているが、それ
らプロジェクトコンソーシアムの作成スケジュールをどう実現・管理してい
くのか。スケジュール管理の権限、責任体制等、全体の管理体制につい
ての詳細を検討する必要がある。

１．H24夏を目途に、PMO組織を立ち上げる（法人化）予定であります。現在
は、その準備委員会を設置し、各種課題の検討を着手いたしております。

２．企画のコストに対するペイバックの考え方をしっかりと考える必要がある。 　２．ご指摘のとおりと考えます。専門的見地における助言について
お願いいたします。

２．企画のコストに対するペイバックの考え方をしっかりと考える必要があ
る。
エネルギーの使用システム、区画売り、医療活用などの新観点が大事。

２．ご指摘のとおりと考えます。引き続き専門的見地における助言について
お願いいたします。

３．第三者的な組織を入れることは重要だが、ゆだねすぎると特定の者の利益等
に傾いた計画となる恐れがあるため、市役所がリードするチームが必要。

　３．ガバナンスの担保のため、PMO組織におけるPMの上位職は、
市の管理職を配置予定であります。また、前述のとおり環境未来都
市推進に特化した新部署を設置いたします。

３．第三者的な組織を入れることは重要だが、ゆだねすぎると特定の者
の利益等に傾いた計画となる恐れがあるため、市役所がリードするチー
ムが必要。
PMをトップに置き、環境と住居の担当者をその直属におき、１５人の兼務
のスタッフが協力するというようなシステムがベスト。

３．ご指摘のとおりと存じます。また、PMO組織のスタッフについては、外部人
材を含め積極的な確保に努めます。

③体制に関する助言

環境未来都市の選定基準である下記３点のポイントに基づき、体制
の明確化・具体化のための助言を実施。
・実行ある取組を継続的に実施することができる実施主体となって
いるか。
・環境未来都市全体の経営的なマネジメントと各プロジェクトの進
捗管理的なマネジメントを共に実施できるか。
・国内外の都市間連携・ネットワークを有効に活用し、自らの取組
の更なる高度化、創出した成功事例の普及展開の加速化を実現でき
るか。

特に、実効性のある執行体制・強力なガバナンス体制の確認、プロ
ジェクト管理を行う場の設置の確認、都市間連携の具体的内容を確
認し、助言する。

a.実効性・熟度
b.プロジェクトマネ
ジメントの着実な実
施
c.都市間連携・ネッ
トワークの有効活
用
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（様式４）
●計画の更なる明確化・具体化に向けた助言 

環境未来都市名　　南相馬市

計画の更なる具体化・明確化に向けた助言（案） 助言（案）に対する選定都市の見解
左記を踏まえた、計画の更なる明確化・具体化に向けた助言の内
容
（今後、現地支援における追加的助言を追加）

助言への各選定都市の対応状況

■マネジメント関係 ●マネジメント関係 ■マネジメント関係
１．ゴールは明確でよいと思うが、中間目標（マイルストー
ン）を設置する事でより目標が達成しやすくなる。

　１．平成24年度に、環境未来都市に係る全体計画を策定
する予定であり、この点（中間目標）についても適切かつ詳
細な設定をしていきたい。

１．ゴールは明確でよいと思うが、中間目標（マイルストー
ン）を設置する事でより目標が達成しやすくなる。

マイルストーンを入れるとき、初めは住居を重要視したほう
が良い。「希望」を与えてから代替エネルギーなどの実務
に入ったほう がよいと思う。また、住居は目が喜ぶ、住み
たい建物にする工夫をすることが必要。

１．生活を営む上でもっとも重要なのは住居だと認識してい
る。住まいを豊かなモノ（ユニバーサルデザイン等により）
にすることは、ご指摘いただいた希望に繋がっていくと考え
られる。ひとつひとつの取り組みを考慮しながらスケジュー
リングをしていく。

計画の更なる具体化・明確化に向けた助言（案） 助言（案）に対する選定都市の見解
左記を踏まえた、計画の更なる明確化・具体化に向けた助言の内
容
（今後、現地支援における追加的助言を追加）

助言への各選定都市の対応状況

■環境関係
１．メガソーラーとの電力売買に関しては、広い視野から売
却先を検討してはどうか。

1　ご指摘の内容について、東京都の担当者と以前協議を
したことがあり、市としても可能性を感じているところであ
る。今後具体的な整備内容を計画していくに当たり、ひとつ
の売却先として検討していきたい。

２．再生可能エネルギーのコストは今後下がる可能性が高
い。見極めが重要である。

２．再エネ電力買取価格等、損益分岐点の動向を事業所と
見据えながら、適切な設置状況を見極めてまいりたい。

■高齢化関係 ●高齢化関係 ■高齢化関係

　１．地域包括ケア　小規模多機能施設やケア付住宅、サ
テライト型特別養護老人ホームや、３世代交流施設を中心
（広場）とするまちづくり、コミュニティを形成する。

　１．ｺﾊｳｼﾞﾝｸﾞの取り組みに関しては、国土交通省の防災
集団移転事業において中心となるアクティビティハウス（集
会施設）の整備が行えると考えている。ただし、いわゆる
「箱」を作れば問題が解決する訳ではないため、今回ご助
言いただいた内容や、総務省の実施する復興支援員制度
の活用などソフト面での充実が必要である。また、ｺﾊｳｼﾞﾝ
ｸﾞ自体は海外での取組からはじまったものであるため、南
相馬におけるありかたを検討した上で実施したい。

　１．地域包括ケア　小規模多機能施設やケア付住宅、サ
テライト型特別養護老人ホームや、３世代交流施設を中心
（広場）とするまちづくり、コミュニティを形成する。

　１．ｺﾊｳｼﾞﾝｸﾞの取り組みに関しては、国土交通省の防災
集団移転事業において中心となるアクティビティハウス（集
会施設）の整備が行えると考えている。ただし、いわゆる
「箱」を作れば問題が解決する訳ではないため、今回ご助
言いただいた内容や、総務省の実施する復興支援員制度
の活用などソフト面での充実が必要である。また、ｺﾊｳｼﾞﾝ
ｸﾞ自体は海外での取組からはじまったものであるため、南
相馬におけるありかたを検討した上で実施したい。

２．医療従事者が足りないとの事だが、企業や都心部の医
療機関と連携し、遠隔医療などを検討してみてはどうか。

２．技術的な面や各支援を、大学病院等と連携を取りなが
ら地域医療再生を行っていきたい。

３．植物工場に関しては付加価値の高い、原料生薬の生
産なども視野に入れてみてはどうか。

３．原発事故による風評被害が深刻な問題となっている現
状を踏まえると、初期段階での作物選びは慎重に選択して
いかなくてはならないと考える。採算性・事業性を精査し検
討してまいりたい。

４．EVの発想は良いが、高齢者は実際には運転できない。
他の都市の例で、ボランティアを行うとポイントを付与され
る仕組みを取り入れているところがある。EVはそのようなコ
ミュニティの中で利用することも考えられるのではないか。

４．高齢化が顕著に進む当市において、若い世代の力（活
躍）は欠かせないモノと考える。ボランティアは基より、若者
が働いたり活動できる場をさまざまな角度から検討してま
いりたい。

・将来ビジョンの実現に寄与する包括的かつ戦略的な取組となって
いるか。

自立的 自律的なモデルが構築される見込はあるか

①将来ビジョンに関する助言

②取組内容に関する助言

・市民の目線で「暮らしたいまち」「活力あるまち」と感じること
ができるか。
・都市・地域の自然的社会的条件の特徴を踏まえているか。
・コンセプトの実現に向けた環境・超高齢化対応等に関する課題・
目標が適切に設定され、その課題の解決と目標達成の過程で環境価
値、社会的価値、経済的価値が総合的に創造され続けるか。

a.魅力度
b.必然性
c.適切な課題・目
標設定と価値創造
性
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■マネジメント関係 ●マネジメント関係 ■マネジメント関係

１．スマートシティとコアハウジングは個々ですばらしいコン
セプトだが、その組み合わせ方を追求することにより、さら
に効率が高く南相馬の強みの出るコンセプトになると思う。

　１．防災集団移転の予定地において、コハウジングとス
マートコミュニティを導入した集落をモデル的に整備する予
定である。ここでの取組内容を評価しながら、南相馬市とし
てベストミックスの内容を周辺地域に広めてまいりたい。

１．スマートシティとコアハウジングは個々ですばらしいコン
セプトだが、その組み合わせ方を追求することにより、さら
に効率が高く南相馬の強みの出るコンセプトになると思う。

　１．防災集団移転の予定地において、コハウジングとス
マートコミュニティを導入した集落をモデル的に整備する予
定である。ここでの取組内容を評価しながら、南相馬市とし
てベストミックスの内容を周辺地域に広めてまいりたい。

２．ここまでまとまって、バランスの取れたプランのため、さ
らにPR戦略も考えに含めてはどうか。

　２．HPへの掲載、パンフレットの作成などは考えている
が、それ以上は不得意な部分であるため、引き続きご助言
いただきたい。

２．ここまでまとまって、バランスの取れたプランのため、さ
らにPR戦略も考えに含めてはどうか。

PRを使って、日本の住民と海外の財団にアピールをすると
良い。

２．取り組みを行うにあたり出てくる弊害や問題点等があっ
た場合はマスメディアを有効に活用できると考えている。ま
た、地域住民とよく意見交換し構想の理解を求め、住民自
らから取り組みをＰＲできるような仕組みの可能性を探る。
対象を明確にしながら、それぞれに対応したＰＲ方法論を
検討していく。

３．環境教育の徹底は素晴らしいと思う。それにプラスし
て、企業のCSR活動を利用・活用すればさらに結果が達成
できる可能性がある。

　３．市は、【仮称：南相馬市再生可能エネルギーセンター】
を整備する予定であり、この施設を環境に関する教育・研
究・研修活動の拠点にする予定である。この施設の運営に
関して企業のCSR活動を利活用できないかと考えている。
その他については可能性を含めて検討していきた。ただ
し、市内の事業所は震災によりかなり疲弊しており厳しい
状態である。

３．環境教育の徹底は素晴らしいと思う。それにプラスし
て、企業のCSR活動を利用・活用すればさらに結果が達成
できる可能性がある。

　３．市は、【仮称：南相馬市再生可能エネルギーセンター】
を整備する予定であり、この施設を環境に関する教育・研
究・研修活動の拠点にする予定である。この施設の運営に
関して企業のCSR活動を利活用できないかと考えている。
その他については可能性を含めて検討していきた。ただ
し、市内の事業所は震災によりかなり疲弊しており厳しい
状態である。

４． プラン達成に向けて、喜びと悲しみは交代交代に表れ
ると思う。心のケアがないと実現は険しい。そのケアのシス
テムも考慮を願いたい。

４．今提案に関しては、ご指摘をいただいたとおり、心のケ
アを含めたソフト面での対応が若干弱い。福祉関連や専門
家の意見を聞きながらを進めてまいりたい。

５。ハブ＆スポークの考え方でコミュニティを創っていく方が
効率が良いと思う。効率がとても大事。このモデルは提案
されているものよりだいぶ効率がよい。ぜひ検討していた
だきたい。

５．構想そのものは、一気に進めようとは想定していない。
目標を見据え、それぞれの繋がりを意識しながらもコミュニ
ティ個々の地区にあった方法で形成していく。

■その他
１．大学生の入学時期について議論されているが、地域貢
献をポイントにし、ポイントに応じて資金的な支援をする方
法も考えられるのではないか。米国のPeace Corpsの「国
内版」みたいなもの。

１．震災によるボランティアを受け入れた経験を活かすとと
もに、独自の支援受け入れ態勢の検討を進めてまいりた
い。

２．沿岸部メガソーラーの資金調達方法について市町村
債、市の業者保証、運用と所有の事業体を分けるなどいろ
いろな「答え」を検討しましょう。

２．国の支援制度の有効活用や、諸外国の取り組みなどを
より多く検証し、方法論を探してまいりたい。

・自立的・自律的なモデルが構築される見込はあるか。
・自らが責任を持って取り組む意思はあるか。

特に、５年後以上の中長期的ビジョンを踏まえつつ、今後１～５年
後の取組をより充実させるような助言を実施（目標、目的をより明
確にすること、より効果的な取組の追加など）。

a.包括性・戦略性
b.事業性・熟度
c.本気度
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計画の更なる具体化・明確化に向けた助言（案） 助言（案）に対する選定都市の見解
左記を踏まえた、計画の更なる明確化・具体化に向けた助言の内
容
（今後、現地支援における追加的助言を追加）

助言への各選定都市の対応状況

■高齢化関係 ●高齢化関係 ■高齢化関係
１．市立南相馬病院を、社会医療法人とするなど、独立し
て自由に活動できるようにすることも検討されたい。

　１．市立総合病院は相双地方の中核医療機関として機能
してきたが、今回の震災により医療活動が制限され、さら
には医療従事者が流出するなど、危機的状態である。しか
しながら、双葉地方を含め今後も重要な役割を担っていく
こととなるため、今後は、国、県と共にあり方検討を行って
いく。その中でご指摘の点についても検討する。

１．市立南相馬病院を、社会医療法人とするなど、独立し
て自由に活動できるようにすることも検討されたい。

　１．市立総合病院は相双地方の中核医療機関として機能
してきたが、今回の震災により医療活動が制限され、さら
には医療従事者が流出するなど、危機的状態である。しか
しながら、双葉地方を含め今後も重要な役割を担っていく
こととなるため、今後は、国、県と共にあり方検討を行って
いく。その中でご指摘の点についても検討する。

２．現場の熱意ある担当者の選定が最も大事であり、更に
大事なことは、住民や関係団体との、理念と目的の共有が
不可欠。現場主義を大切にして、推進内容の選択では、優
先性と実行可能性を重視して欲しい。

　２．高齢化に対する課題は市の復興計画の策定過程に
おいてかなり明確になってきている。市の高齢化率を考え
ると喫緊の課題であり住民とも危機意識の共有が図れて
いると捕らえている。実際の取組を進める上では、ハード
整備でなく、さまざまなソフト整備が必要であるため、地域
でこれまで熱意を持って活動してきた方を推進委員に入れ
るなどし、実行可能性を高めながら進めてまいりたい。

２．現場の熱意ある担当者の選定が最も大事であり、更に
大事なことは、住民や関係団体との、理念と目的の共有が
不可欠。現場主義を大切にして、推進内容の選択では、優
先性と実行可能性を重視して欲しい。

　２．高齢化に対する課題は市の復興計画の策定過程に
おいてかなり明確になってきている。市の高齢化率を考え
ると喫緊の課題であり住民とも危機意識の共有が図れて
いると捕らえている。実際の取組を進める上では、ハード
整備でなく、さまざまなソフト整備が必要であるため、地域
でこれまで熱意を持って活動してきた方を推進委員に入れ
るなどし、実行可能性を高めながら進めてまいりたい。

３．中間評価を大事にして、改善に生かしていくこと、特に
最終効果を指標化し、みんなでモニターすることが大事。
評価は、改善のためにある。

　３．超高齢化に関しては明確な数値目標を定めていない
状態である。これについては今後必須となってくるため、助
言をいただきながら的確な目標を定めたい。

３．中間評価を大事にして、改善に生かしていくこと、特に
最終効果を指標化し、みんなでモニターすることが大事。
評価は、改善のためにある。

　３．超高齢化に関しては明確な数値目標を定めていない
状態である。これについては今後必須となってくるため、助
言をいただきながら的確な目標を定めたい。

４．熱意ある職員や、がんばった住民にとって活躍の場を
与えるような仕組みを検討して欲しい。

　４．今後、各種取組を進めていく上で、他都市の視察や
専門家との意見交換などの場に、熱意のある住民や委
員、職員を積極的に派遣したいと考えている。また、市の
職員についてもさまざまな視点から物を捕える能力が備わ
るよう、他都市との人事交流等の可能性を探めてまいりた
い。

４．熱意ある職員や、がんばった住民にとって活躍の場を
与えるような仕組みを検討して欲しい。

　４．今後、各種取組を進めていく上で、他都市の視察や
専門家との意見交換などの場に、熱意のある住民や委
員、職員を積極的に派遣したいと考えている。また、市の
職員についてもさまざまな視点から物を捕える能力が備わ
るよう、他都市との人事交流等の可能性を探めてまいりた
い。

■マネジメント関係 ●マネジメント関係 ■マネジメント関係
１．「市長」は自治体には必要な存在だが、同時に選挙とい
うものに左右される存在でもある。「市長」は自治体のリー
ダーだが、実務に関しては、専門性のある、実務経験者が
継続的に職務に当たることで計画が保証される。

　１．取組が2050年まで続くことを考えると、長期にわたり
継続して職務に当たることが出来る者を選任したい。ただ
し。エネルギーや農業６次化等新たな領域の事業が多い
ため、現状では地元に実務経験者がおらない。今後、実際
に選任するにあたり、広範な経験を有す方にお願いをした
いと考えている。

１．「市長」は自治体には必要な存在だが、同時に選挙とい
うものに左右される存在でもある。「市長」は自治体のリー
ダーだが、実務に関しては、専門性のある、実務経験者が
継続的に職務に当たることで計画が保証される。

市長を徹底したPRマンにすると良いと考える。

１．市長を含めＰＲの広告塔となりえる人物の検討をし、Ｐ
Ｒ戦略を展開する。

２．実務に関しては経験豊富なプロジェクトマネジャーを携
わらせて、長期間にわたる責務として権限を与えてはどう
か。

　２．南相馬（福島）と共に歩んでいける方が必要と考えて
いる。具体的には福島大学と調整を行っており、今後助言
内容に沿って選任したい。現在の技術革新の速度等を考
えると、特にエネルギー・環境に関することでは概ね5年程
度で大きな変化を迎えていると捉えている。計画のローリ
ングにあわせ、柔軟な発想で対応できる方を選任する必要
があるが、10年程度は携われる方を選びたい。

２．実務に関しては経験豊富なプロジェクトマネジャーを携
わらせて、長期間にわたる責務として権限を与えてはどう
か。

外の伝道師もいいが、市民にもすばらしい「宝石」はあり
ませんか。また、JICAの国内活用の手法を検討するのも
大事であると思う。

２．市民の中にも長年暮らて培われた地元のノウハウを
持っている方がいるのも事実である。各専門家や有識者を
含め、人材を選定していきたい。

環境未来都市の選定基準である下記３点のポイントに基づき、体制
の明確化・具体化のための助言を実施。
・実行ある取組を継続的に実施することができる実施主体となって
いるか。
・環境未来都市全体の経営的なマネジメントと各プロジェクトの進
捗管理的なマネジメントを共に実施できるか。
・国内外の都市間連携・ネットワークを有効に活用し、自らの取組
の更なる高度化、創出した成功事例の普及展開の加速化を実現でき
るか。

特に、実効性のある執行体制・強力なガバナンス体制の確認、プロ
ジェクト管理を行う場の設置の確認、都市間連携の具体的内容を確
認し、助言する。

③体制に関する助言

a.実効性・熟度
b.プロジェクトマネ
ジメントの着実な
実施
c.都市間連携・ネッ
トワークの有効活
用
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（様式４）

新地町

計画の更なる具体化・明確化に向けた助言（案） 助言（案）に対する選定都市の見解
左記を踏まえた、計画の更なる明確化・具体化に向けた助言の内容
（今後、現地支援における追加的助言を追加）

助言への各選定都市の対応状況

■環境関係 ●環境関係 ■環境関係
●環境関係
１ ・・・・・・

　１．木質ﾊﾞｲｵﾏｽ、火力発電、港湾施設をはじめとする環境産業群の形
成とともに絆再生の地域コミュニティ、都市基盤再生を復興推進に向け
ての統合的な具体的な将来ビジョンの計画が必要でしょう。

　１．地域全体のエネルギー供給とコミュニティレベルでのその利活用の2段階のレベル
によって、将来ビジョンの具体化を進める予定です。前者については、太陽光やバイオ
マスなどの自然エネルギーを、主に地域内の民生部門や1次産業向けに供給に、また、
火力発電所の安定した電力を、地域外及び地域内の生産施設に供給するなど、地域全
体のエネルギー供給のあり方とや、それに伴うインフラ整備の計画を策定する予定で
す。また後者については、地域内の移動手段のEV化を推進するとともに、小中学校を中
心とした充電ステーションなどの拠点を配置することで、新たな都市基盤整備と地域コ
ミュニティの再生に向けた計画を策定中です。

１．津波被害地のメガソーラ、木質ﾊﾞｲｵﾏｽ利用と火力発電の連携、ア
グリファームなど提案された事業の検討が着実に進められていること
が確認できました。
２．現地での意見交換での議論の通り、地域エネルギーと学校LANシ
ステムや、地域交通システム、復興住宅の計画と連携した総合的な、
新地ならではの環境都市計画に繋げるためのビジョンづくりを行うこと
は重要となります。

１．自然エネルギー利活用の実証事業として、町内の小中学校４校への防
災対応型の太陽光発電システム導入事業が３月末よりスタートしました。今
後は、本事業をメガソーラープロジェクトのパイロット事業と位置づけること
で、関係事業者との協議会等の設置など、実務的な事業化検討を進めて
いきます。
また、学校、家庭、企業の電力需給関係をトータルにコントロールできるセ
ンターの開設についても準備する予定で調査を開始しました。
２．住民の意向を反映したビジョンづくりのために、現在、「新地の環境未来
都市構想」に関する住民説明会開催の準備を行っています。

　２．周辺自治体と連携する広域拠点、地域間連携支援機能を提示する
ことが期待されます。

　２．周辺自治体との連携、地域間連携支援機能について
　上記の環境・エネルギー産業群の立地にあたっては、木質バイオマス資源の広域から
の調達・確保、火力発電所の産業向けの高品質安定電力の利用や温熱利用、港湾の
国内外からの観光利用など、周辺自治体との広域連携の視点が必要と認識していま
す。
　　また、地域間連携については、大規模野菜工場の生鮮野菜の出荷、スーパーやコン
ビニ向けの加工食材の出荷、船舶用食材としての出荷など、高速道路や港湾等の立地
環境を活かした地域間の連携拠点としての整備も考えられます。
　相馬市をはじめ仙台地域などの日常生活圏における経済連携を図ます。また、被災地
域の環境未来都市間の連携をめざす協議会組織の設置と運営を提案します。
　

　２．周辺自治体と連携する広域拠点、地域間連携支援機能を提示す
ることが期待されます。

２．周辺自治体との事業連携、地域間連携支援機能のあり方や方向性に
ついて検討するため、近隣の環境未来都市の南相馬市、岩沼市との「協議
会」設置を検討しています。すでに、いくつかの自治体には声をかけ始めて
調整を開始しています。
　また、各プロジェクトにおいて想定される周辺自治体との連携・地域間連
携支援機能、例えば、木質バイオマスの資源の確保、大規模野菜工場の
生鮮野菜の出荷や農商工連携・六次産業化、オンデマンド交通の広域運
行などについて、今後、協議会や地域間連携の場を通じて、その連携内容
や連携のあり方、進め方を検討していきます。

■マネジメント関係 ●マネジメント関係 ■マネジメント関係 ●マネジメント関係
１．ゾーニングなど行政が率先垂範しなければならないため、当社は町
主体でプロジェクト案が進められることは合理的だと考えます。随時事業
化されて加わってくる民間事業者の意向や、地域住民などのステークホ
ルダーをどの段階からどのように巻き込んでいくか、多様性とスピード感
を如何に両立させるかに関し、中期的に委員会の組成、外部機関との
関係性についての整理を進めることが必要と考えます。

１．本事業が掲げる将来ビジョン及びその実現に向けた行程管理や目標管理（モニタリ
ング）を行うための組織として、有識者等によって構成される（仮称）新地町環境未来都
市検討委員会を設置し、各事業の評価を行うとともに、改善に向けた助言や指導を行う
ことが出来るしくみを構築します。

・雇用効果が期待できる植物工場で規模の経済を追求し、その競争力
を高めるために新たな地域エネルギーを活用することが本計画の肝と
拝察します。そのための最適な組み合わせ（太陽光、太陽熱、バイオ
ガス→発酵残渣の液肥利用etc.）と、この新たな地域資源への参加の
確保（ファンド経由の出資、地域通貨等）を総合的に検討することが重
要になります。検討体制の構築にあたっては、PMをヘッドにこれを支
えるWG（部会）間の横の連携を重視された構成をご検討下さい。

・大規模野菜工場の事業化にあたっては、メガソーラーやバイオマスなどの
地域エネルギーの戦略的な活用と、地元の「新地アグリグリーン」の実績や
ノウハウを活かし、経済性・事業性をふまえた検討を行っていきます。
・太陽光だけでなく、太陽熱、バイオマスなど適材適所の使用の検討を開始
しました。今後、この分野での調査、および検討作業を行っていきます。
・現在、具体的なプロジェクト推進の財源確保のために、本町としても再生
可能エネルギー活用、六次産業化といった農林水産省をはじめとする国等
の公募事業に積極的な提案を行っています。ぜひ、事業推進に必要な財
源確保についてご支援、ご助言をお願いします。
・「環境未来都市推進室」を新年度に新設するとともに、町内外の関係団
体・事業者等で構成する協議会を設置運営し、事業テーマごとに設置する
ＷＧとの横断的な連携を行うことにしています。

計画の更なる具体化・明確化に向けた助言（案） 助言（案）に対する選定都市の見解
左記を踏まえた、計画の更なる明確化・具体化に向けた助言の内容
（今後、現地支援における追加的助言を追加）

助言への各選定都市の対応状況

■環境関係 ●環境関係 ■環境関係
●環境関係
１ ・・・・・・

　１．地域エネルギーネットワーク整備を活用する絆の再生は包括的な
検討が行われており、産業再生との連携についての説明も必要です。

　１．新たな地域エネルギーを活用した農業や水産業の復興を目指すとともに、これら用
いた新たな教育プログラムによる観光事業の創出を想定しています。具体的には、先進
的なエコ農業や内陸養殖施設、エコ工場等を早期に実現し、それらをさらにノウハウとし
て体験プログラムに組み立て、農林水産の生産基地から産業イノベーションの情報発信
基地として付加価値の高い産業構造をめざしていきたいと考えます。

　１．メガソーラの地域エネルギー活用システム、バイオマス熱電利用
システムとトマトなどのアグリファームシステム、学校の太陽光エネル
ギーマネジメントシステムそれぞれに事業について具体的な検討が進
んでおり、それらを組み合わせた、多元的な地域事業の計画的な推進
が重要となります。それを復興コミュニティ再生の柱として地域の絆の
再生につなげる計画が重要となります。

１．ご指摘の通り多元的な計画推進が必要と認識しています。新年度に「環
境未来都市推進室」を設置し、本事業のグランドデザインの実施を優先して
進めることで多元的な計画推進の枠組みを作っていきます。
事業実施段階では、地域住民への積極的な参画を促すことで、地域のコ
ミュニティ再生に寄与するよう検討を進めます。
多元的な学校利用に関して、学校との調整をしていきます。地域コミュニ
ティの核として学校を位置付けるとともに様々な議論が町内で起こるように
仕掛けていきます。

　２．復興事業との相乗的連携を前提とするが、社会実装事業を国内外
にイノベーションモデルとして展開する計画を検討ください。

　２．復興事業と連携をとりながらエネルギー及び道路インフラなどのハード整備と、コ
ミュニティ再生のためのソフトを融合した、新たな地域モビリティモデルの構築を目指しま
す。また、農業分野では、自立分散型の植物工場のパッケージモデルを構築し、将来的
には食糧問題の解決に寄与することを目指した海外展開の検討を進めています。
　また、社会実装事業としては、ＥＶを活用したデマンド交通システムとカーシェアリング
の連携事業、大規模野菜工場等にける高齢者の働きやすい職場環境、６次産業などの
多様なコミュニティビジネスを創出する地域内経済循環の仕組みづくりなどを検討してい
きます。

　２．新地は福島の北端自治体として、安全な対策を前提として、瓦礫
処理循環利用の機能を持つことも期待されます。がれきの仮置き、処
理ということから一歩踏み込んで、エネルギー利用、土木資材としての
再利用をビジネスモデル化することをも期待されます。新地には火力
発電所があり新設する火力発電所とともに、エネルギーの熱電の多元
的利用で隣接する相馬、新地の産業復興を支援するということも中期
的な展開の重要となりそうです。復興事業との相乗的連携を前提とす
るが、社会実装事業を国内外にイノベーションモデルとして展開する計
画を検討ください。

２．瓦礫の復興資材の活用については、放射能測定など安全性に関する十
分な配慮をしたうえで、処理方法、活用方法について実現可能な対応策を
検討します。
　国内、国外を問わず、最新技術動向や研究動向にも目を配り、情報を収
集しながら検討していきます。法律の問題にもかくぁりますので、中央省庁
とも活発に意見交換をしていきたいところです。

　３．基本計画の策定から事業化することについてのロードマップが描か
れており、関係主体との協議も進んでいることが期待されます。

３．現在、「グランドデザイン」の精査とその具体化作業を進めていますので、その中で各
事業のロードマップを作成します。

　３．町民、住民からの要望を受けてそれを短期課題、中長期課題に
分類しつつ、計画に反映するプロセスづくりとそのための環境未来都
市の支援体制の活用のフレーム作りが必要です。周辺自治体との連
携および、外部専門家の継続的な取り込みの仕組みを計画実施体制
として構築することが必要です。

３．周辺自治体との連携体制や外部専門家の継続的な取り込み体制の整
備については、現在構築中です。具体的には、新年度の「環境未来都市推
進室」の設置とともに、協議会及びＷＧ等を設置し、本事業実施のための
体制整備を行います。ロードマップに関してはできるだけ詳細にかつ柔軟に
作成、また再構築を行っていきたいと考えています。

■マネジメント関係 ●マネジメント関係 ■マネジメント関係 ●マネジメント関係
１．環境や高齢化に関連して、様々なプロジェクトが想定されますが、
ロードマップに落として一覧化し、資源制約（人的、資金的）を踏まえて
優先順位をつけていくことも検討しては如何でしょうか。

１．前述の通り、現在実施中の「グランドデザイン」具体化作業において、事業の優先順
位付けを行っています。
　　情報化や太陽光発電の分野で先行している町内の学校を、さらに行政主導で地域の
コミュニティ活性化拠点、防災拠点として優先的に整備します。それを最大限に活かして
ＥＶを利用した地域内交通環境や情報インフラの整備を行い、高齢社会に対応した安心
安全のまちづくりに取り組みます。
　　産業振興分野に関しては、実証実験等を実施するなど民間事業者の立地促進につ
ながる事業環境の整備に優先的に取り組みます。

長期的な視点のもので、住民参加の機会を確保しながらその声を反
映してロードマップを具体化させようという進め方（例えば、旧耕作地
のメガソーラ転用について営農者の意向をくみ上げる形で国と交渉し
ていく等）は、現実的なアプローチだと感じました。今後のロードマップ
の具体化、優先順位付けについても、住民の意向をくみ上げながら進
めていかれることを期待します。また、再生可能エネルギー事業につ
いては、上記の総合性が重要となりますので、この点を加味したコン
ペを検討されては如何でしょうか。

・長期的な視点のもとで子どもから高齢者に至る幅広い住民の意向を反映
できるしくみを構築していきます。その第一歩として、住民フォーラムの開催
やホームページの開設などを計画しています。
・農業分野については、農業の六次産業化や再生可能エネルギー利用に
よる付加価値化を視野に、営農者や関係団体等で構成する協議会設置を
検討しています。
・事業実施段階では、多様な主体の意見集約を行った上で、これらのニー
ズに応える事業内容を広く募集することで、民間事業者のアイデアやノウハ
ウを活用することも検討します。

２．再生可能エネルギーに関しては、FITを活用した売電でいくのか、自
家消費で行くのかによって経済性が変わってくるので、この部分の展開
についての比較検討が必要と思われます。

２．提案書にあるとおり、「エネルギーの地産地消」を念頭に、民生部門を中心とした再
生可能エネルギーの自家消費を目指しています。今後、地域内の電力需要及び再生可
能エネルギーの経済性などを踏まえた事業のF/Sを行いますが、その結果を踏まえて具
体的な事業スキームを提示します。

上記の通り、植物工場への競争力付与（熱源である重油の価格変動
リスクのヘッジや液肥内製化等）の視点と、旧耕作地の再生利用とし
てのメガソーラ-計画とをどのようにバランスさせるかが肝要です。前
者は主に熱の話になりますし、後者は事業性を追求するならばFITの
活用が現実的と考えます。

・町内学校への太陽光発電システム導入事業を前例に、大規模野菜工場
のほか地域の事業所での太陽光利用の経済性、安定性など事業面での検
討に活用していきます。また、自然エネルギーの利活用にあたっては、太陽
光のほか、太陽熱、農業廃棄物、地中熱などの利用可能性についても検
討を行います。
・メガソーラーの事業性の検討にあたって、現時点、ＦＩＴの活用について国
の施策動向の把握に努めています。併せて、自然エネルギーの地産地消
をめざすスマートタウンの実現可能性についても検討します。

・将来ビジョンの実現に寄与する包括的かつ戦略的な取組となっ
ているか。
・自立的・自律的なモデルが構築される見込はあるか。
・自らが責任を持って取り組む意思はあるか。

特に、５年後以上の中長期的ビジョンを踏まえつつ、今後１～５
年後の取組をより充実させるような助言を実施（目標、目的をよ
り明確にすること、より効果的な取組の追加など）。

a.包括性・戦略性
b.事業性・熟度
c.本気度

・市民の目線で「暮らしたいまち」「活力あるまち」と感じるこ
とができるか。
・都市・地域の自然的社会的条件の特徴を踏まえているか。
・コンセプトの実現に向けた環境・超高齢化対応等に関する課
題・目標が適切に設定され、その課題の解決と目標達成の過程で
環境価値、社会的価値、経済的価値が総合的に創造され続ける
か。

a.魅力度
b.必然性
c.適切な課題・目
標設定と価値創造
性

●計画の更なる明確化・具体化に向けた助言

環境未来都市名

①将来ビジョンに関する助言

②取組内容に関する助言
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計画の更なる具体化・明確化に向けた助言（案） 助言（案）に対する選定都市の見解
左記を踏まえた、計画の更なる明確化・具体化に向けた助言の内容
（今後、現地支援における追加的助言を追加）

助言への各選定都市の対応状況

■環境関係 ●環境関係 ■環境関係
●環境関係
１ ・・・・・・

　１．地域エネルギーシステムと連動する復興まちづくり形成の構想構築
から事業設計までの具体的な道筋の構築と推進の体制づくりを具体的
に描くことを期待します。

　１．前述の通り、現在実施中の「グランドデザイン」の具体化作業において、各事業の
ロードマップの検討を行っています。
　　　町役場内に「復興対策室」に加えて「環境未来都市推進室」を新設し、相互に連携
を図りながら推進します。
　　　また、全町民、学校児童・生徒に対するアンケート調査を実施し、環境未来都市構
想の周知と今後の一体的な推進の機運の醸成を図ります。併せて、アンケート調査の実
施に際し、住民説明会を地域ごとに開催します。

　１．地域エネルギーシステムと連動する復興まちづくり形成の構想構
築から事業設計までの具体的な道筋の構築と推進の体制づくりを具
体的に描くことが必要を期待します。とくに、各事業の連携のための体
制づくりとともに、優先順位に応じた着実な実行計画づくりに取り込む
ことが期待します。その中で内閣府の推進ボードを含む連携を具体的
に検討いただくようお願いします。

1．復興計画の推進と連携して環境未来都市構想の推進を行うべく、庁内
組織を位置づけるととともに、推進計画の策定、計画推進の協議会等の運
営にあたってもその考えをふまえて実施します。
　　内閣府の推進ボードを含む有識者等の助言、支援を積極的にいただく
ために、定期的な会議の設定やコミュニケーションツール（電子掲示板等）
を活用したいと考えます。

　２．国内外の専門機能との連携が構築されている。周辺復興自治地と
の連携による展開の検討もお願いします。

　２．大学との多様な連携を進めており、一例として明治大学との包括協定に基づき、各
事業について専門的な視点から助言や支援をお願いする予定です。また、地域モビリ
ティについては東京大学等に技術支援をお願いする予定としています。
　また、本事業には、シスコシステムズ、アップルコンピュータジャパン、博報堂などの多
数の民間企業が、検討会や各種のプロジェクトに積極的に参画しています。
　周辺の復興自治体については、積極的に連携を呼び掛けていきます。

　２．復興自治体の環境未来都市間の連携について具体的な提案を
頂くようにお願いいたします。国際的な情報連携についても内閣府の
ネットワーク機能の活用を期待します。自治体の計画に応じた、内外
の専門機能の拡充とその推進のコア組織の立ち上げが重要な課題と
なります。

２．復興自治体の環境未来都市間の連携をめざし、南相馬市、岩沼市との
「協議会」設置を検討しています。また、被災３県の環境未来都市間６地域
ともそれぞれの計画や課題、計画推進上の工夫、成果などの情報交換でき
る場づくりを呼び掛けていきたいと考えています。
　計画推進のコア組織の立ち上げについては、その実施のための財政的
な裏付けが必要となるため、方策検討とともに段階的に推進しています。

■マネジメント関係 ●マネジメント関係 ■マネジメント関係 ●マネジメント関係
１．現場の熱意ある担当者の選定が最も大事であり、更に大事なこと
は、住民や関係団体との、理念と目的の共有が不可欠です。現場主義
を大切にして、推進内容の選択では、優先性と実行可能性を重視して欲
しいです。

１．「グランドデザインの」策定及び今後の事業展開を想定し、既に本町内に調査チーム
の事務所を設置し、地域とのコミュニケーションを密にしながら検討を進めます。現在、
地元住民や事業者を対象としたアンケート調査の準備を進めていますが、定期的に地
域住民・地元企業との意見交換の場を設けながらそのニーズを十分に反映し、地域が
主体的に取り組むことが出来る事業の展開方策を検討しています。

１．現場の熱意ある担当者の選定が最も大事であり、更に大事なこと
は、住民や関係団体との、理念と目的の共有が不可欠です。現場主
義を大切にして、推進内容の選択では、優先性と実行可能性を重視し
て欲しいです。

1．ご指摘の通りと考え、庁内における推進部署の位置づけを明確化し、
「環境未来都市推進室」を平成２４年度から設置します。また、担当者に
は、協議会の運営、住民フォーラムの運営のほか、国内外の先進事例の
視察、交流に積極的に参加させ、熱意のある担当者に育成し、継続的な事
業実施の基盤づくりを行います。

２．中間評価を大事にして、改善に生かしていくこと、特に最終効果を指
標化し、みんなでモニターすることが大事と思っています。評価は、改善
のためにあるからです。

２．本年６月の町議会に向けて「グランドデザイン（案）」をとりまとめることとし、その中で
目標値の精査及びそのモニタリング手法を導入することで、事業見直しや予算執行の最
適化を図ります。また進捗状況を随時公開することで幅広い意見を吸い上げることで事
業推進上の改善に役立てます。

２．中間評価を大事にして、改善に生かしていくこと、特に最終効果を
指標化し、みんなでモニターすることが大事と思っています。評価は、
改善のためにあるからです。

２．ＰＤＣＡサイクルを基本に、中間的な評価を改善に活かしていきます。そ
のための方策として、住民の理解を得るための住民フォーラムの開催、
ホームページの開設による地域内外との情報交流、その他、さまざまな機
会を活用した地域の意見やニーズの集約を図ります。
今年度事業や、既に提出済みの計画書の目標達成を目指して事業を進め
ますが、今年度末に事業の達成状況を評価し、次年度以降の事業計画の
改善に活かす予定です。

３．熱意ある職員や、がんばった住民にとって活躍の場を与えるような仕
組みを検討ください。

３．前述の通り、地域が主体的に取り組むことが出来る事業の展開方策を検討ししてい
ます。
　　国内外への実地研修や交流事業を積極的に行い、担当職員や地域人材の育成や
やる気の創出に注力します。

３．熱意ある職員や、がんばった住民にとって活躍の場を与えるような
仕組みを検討ください。

3．熱意ある職員については、人事考課における配慮とともに、国内外の先
進事例の視察など、事業推進の意欲向上につながるような機会の提供を
検討したいと考えます。
　またがんばった住民に対しては、各種検討組織の委員等の招請やフォー
ラム等における事例発表、パネラー等の機会の提供をはじめ、顕彰制度な
ど、さまざまな機会をとらえて、事業実施に対する意欲向上につながるよう

４．当面は行政主導によるインフラ整備が中心となるため、　新地町主
体の運営で問題ないと思います。中長期的には、併走する民間プロジェ
クトや地域住民の「参加」が極めて重要なことから、それに向けた仕掛け
作り（各種委員会への参加機会の提供を通じた十分な対話の確保など）
と、将来より開かれたマネジメント体制を構築（コンソーシアムの形成等）
する可能性の検討などは、初期段階から進めておくことが望ましいと考
えます。

４．地域全体のインフラ整備は、「グランドデザイン」の策定作業を通じて住民や地元事
業者との合意形成を図りながら、行政が主体的に推進します。また、コミュニティレベル
での各事業については、その担い手となる事業者候補を含めたWG（コンソーシアム）を
設置し、民間による主体的な事業内容の検討を支援することを目指しています。

行政が率先して基本構図を描き（現時点）、その後住民の参加を確保
しながら（4月以降のフォーラム等）具体化していく方向は手堅く現実的
です。各種事業を分断せず、相互にシナジーが出るような仕掛け作り
が重要となりますので、コンソーシアム内での情報流通や横の連携に
留意下さい。

・今後、協議会の設置・運営、分野別のプロジェクトの設置・運営を行うＷＧ
を優先をつけながら立ち上げていきます。具体的には、太陽光やバイオマ
ス等の自然エネルギー関連、オンデマンド交通、大規模野菜工場の事業化
検討を行うＷＧの設置を予定しています。
・事業実施にあたって、関係機関、団体間で情報流通や横の連携を行うた
めに、協議会やＷＧ会議（部会）の定期的な開催と掲示板やメーリングリス
ト等による効率的な情報共有ツールの活用を行うことにしています。
・各WGを担当するコアメンバーは、定期的にミーティングを開催し、事業の
進捗状況などの情報共有やWG相互の連携について随時協議を行うことを

a.実効性・熟度
b.プロジェクトマネ
ジメントの着実な
実施
c.都市間連携・ネッ
トワークの有効活
用

環境未来都市の選定基準である下記３点のポイントに基づき、体
制の明確化・具体化のための助言を実施。
・実行ある取組を継続的に実施することができる実施主体となっ
ているか。
・環境未来都市全体の経営的なマネジメントと各プロジェクトの
進捗管理的なマネジメントを共に実施できるか。
・国内外の都市間連携・ネットワークを有効に活用し、自らの取
組の更なる高度化、創出した成功事例の普及展開の加速化を実現
できるか。

特に、実効性のある執行体制・強力なガバナンス体制の確認、プ
ロジェクト管理を行う場の設置の確認、都市間連携の具体的内容
を確認し、助言する。

③体制に関する助言
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（様式５） 

1 

 

関係府省庁意見対応表 

 

１．下川町 

人が輝く森林未来都市しもかわ 

 

（ａ）規制・制度改革 

１．【指摘箇所】 

（  18  ページ   23   行目～    26 行目） 

１ ＜＜林業システム革新＞＞ 

■欧州型高性能林業機械の国内改良導入に伴う規制の緩和（道路法、道路交通法） 

欧州型林業機械の導入及び作業現場への搬送、作業現場間移動における高効率化を図るた

め、車両の高さ制限の緩和や道路管理者・警察署長の許可を届出とすることにより通行可能とな

る規制緩和を求める。 

 

【指摘内容】 

［府省庁名］警察庁 

 

高さ制限を超える積載については、道路交通の安全を確保するため、車両が安定した走行がで

きる状態になっているかどうか、走行ルート上に支障のある場所はないかどうかなどを確認した

上で許可することが必要である（現に無許可積載による事故も発生している）。 

なお、警察による制限外積載許可については、従来から、同一運転者により定型的に反復、継続

して行われる場合、期間を定めた包括的な許可を可能としている。 

 

［府省庁名］国土交通省 

 

現行制度において、道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障が無いと認

めて指定した道路を通行する車両（積載物を含む。）にあっては、高さ４．１メートルまで、許可なく

通行することが可能となっている。 

 

【対応状況】 

 総合特区制度において協議中。 
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（様式５） 

2 

 

 

２．【指摘箇所】 

（  ２３ ページ   ２１  行目～  ２６ 行目） 

３ ＜＜森林文化の創造＞＞ 

■建築基準法における木造高層建築物既定の緩和 

 現行の建築基準法においては、４階以上の建築物（用途により３階以上）については、木造の建

築物は建設できない（法第２１、２７条関係）。スウェーデンでは８階建て木造高層住宅が日本メー

カーの技術を用いて建築されている事例があり、国内の技術の担保や地震リスクの低い地域へ

の限定など安全性を確保した上で、木造高層建築物の建築を認めることを求める。 

 

【指摘内容】 

［府省庁名］国土交通省 

 

■建築基準法における木造高層建築物規定の緩和 

平成１２年に建築基準の性能規定化を行った結果、耐火性能に関する基準に適合するものとして

国土交通大臣が認定した構造を用いる場合、また、耐火性能検証法等により、所要の基準に適

合することが確かめられた場合には、木造建築物であっても、延べ面積や高さの制限なく建築す

ることが可能になった。 

また、建築基準法は建築物を地震、風圧等に対して倒壊等が生じない安全な構造とするよう求め

ており、構造計算を行い安全性が確かめられた場合には、木造建築物であっても延べ面積や高

さの制限なく建築が可能である。 

 

【対応状況】 

 既存の法令の範囲内で対応することとしたい。 
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（様式５） 

1 
 

関係府省庁意見対応表 

 

２．千葉県柏市、東京大学、千葉大学、三井不動産株式会社等 

柏の葉キャンパス「公民学連携による自律した都市経営」 

 

（ａ）規制・制度改革 

３．【指摘箇所】 

（ ６７ページ ２３行目～ ２４行目） 

６＜＜マルチ交通シェアリング・システムの拡充＞＞ 

シェアリング車両の公道上の駐車（ポートの設置）について、柔軟な措置をお願いしたい。 

 

【指摘内容】 

［府省庁名］国土交通省 

 

道路区域内に物件を設置しようとする場合には、占用許可を受ける必要があり、ご提案の駐車

場、駐輪場については、道路法第３３条第１項の基準を満たせば、現状においても占用許可が可

能である。 

 

【対応状況】 

（自治体にて上記指摘への対応状況を記入すること） 

 

現在関係省庁と調整中。 
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（様式５） 

2 
 

 

４．【指摘箇所】 

（  69  ページ  24   行目～    25 行目） 

７＜＜柏ＩＴＳ情報センターの設立＞＞ 

国土交通省、ならびに警察が一元的に管理している定点カメラ画像データならびにトラフィックカ

ウンターについて、一部、民間との利用共有化を求める。 

 

【指摘内容】 

［府省庁名］警察庁 

 

 警察庁及び国土交通省においては、交通管理若しくは道路管理又はプライバシーの保護等の

ため必要が生じたときは映像の全部又は一部の提供を中止することを条件に、道路管理者が設

置する ITV の映像を（財）日本道路交通情報センターを介して公平かつ効率的に提供するシステ

ムの構築を進めており、本システムは平成 23 年 12 月より運用を開始する予定である。また、トラ

フィックカウンター等により収集された渋滞情報は、（財）日本道路交通情報センターが作成してい

る渋滞統計システムを通じて既に提供しており、既に調査研究を実施するコンサルティング会社、

道路改良を実施する道路管理者等に対して提供実績がある。 

 

【対応状況】 

（自治体にて上記指摘への対応状況を記入すること） 

 

今後，関係省庁と調整を検討。 
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（様式５） 

3 
 

 

５．【指摘箇所】 

（ ７２ページ    ５行目～  １４ 行目） 

８＜＜トータルヘルスケアステーションの創設＞＞ 

リハビリテーション事業所における地域の包括的疾病予防・介護予防拠点の創設に関する規制

緩和を求める。 

①通所リハビリテーション事業所（介護予防含む）について、病院、診療所又は介護老人保健施

設でなくとも診療所等の医療機関との連携を以て事業実施を可能とする。 

②訪問リハビリテーション事業所（介護予防含む）について、病院、診療所又は介護老人保健施

設でなくとも診療所等の医療機関との連携を以て事業実施を可能とする。 

③歯科衛生士のみの事業所からの訪問口腔ケアで介護報酬の算定を可能とする。 

④高齢者（健常高齢者、虚弱高齢者、要支援・要介護高齢者）を対象の中心とする、リハビリ、口

腔ケア及び栄養ケアといった疾病予防・介護予防サービスを包括的に提供する訪問型及び通所

型の事業所の創設を可能とする。 

⑤当該事業は、市民の介護予防・疾病予防に対する意識啓発の観点から地域支援事業の財源

を活用することとしているところ、介護保険の２号被保険者にもサービス提供を可能とするため、

当該包括的疾病予防・介護予防事業所のサービス提供に要する財源にも活用を可能とする。 

 

【指摘内容】 

［府省庁名］厚生労働省 

 

①から④について 

状態像の異なる利用者にきめ細かくリハビリテーション、口腔ケア及び栄養ケアを提供するため、

利用者の日常の健康状態を的確に把握している医師が責任を持って提供する体制を確保する必

要がある。特に、リハビリテーションは医療行為であるため、通所リハビリテーションを実施する場

合の提供の場は、医療提供施設であることが必要。 

 

【対応状況】 

（自治体にて上記指摘への対応状況を記入すること） 

 

総合特区における「国と地方の協議会」にて優先議題として上程し，検討中。 
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（様式５） 

4 
 

 

６．【指摘箇所】 

（ ９３ページ ６行目～ ２０行目） 

１４＜＜ローカルルールに基づく道路等の区域の柔軟な維持管理＞＞ 

ローカルルールに基づく柔軟な維持管理を行いうる道路等の区域を一体的に定める新たな枠組

みを求める。現行の道路法では、道路占用に係る下記のような制約から、地域の創意を活かした

魅力ある空間形成が困難である。 

・占用物件の限定（道路法 32 条、施行令 7 条）：シェアリングポート、その他社会実験施設等の

設置は認められない 

・無余地性の要件（道路法 33 条）：公共空間活用に関わる柔軟な許可運用のむずかしさ・道路に

おいて指定管理者が行える事柄の限定（国土交通省通知 H16.3.31）：特定の地域主体が道路の

維持管理から活用までを総合的に行うことができない 

そこで、地域の交通実態や周辺状況等を考慮し、柏市が交通管理者との協議のもとで予め指定

した道路の区域（歩道の一部や暫定未供用車線等、交通に及ぼす影響が少ないと考えられる具

体的な区域）について、道路占用等に係る道路法の各種規定（法 32 条、33 条） 

全体を緩和し、柏市が地域の合意のもと独自に定めたルール（ローカルルール）に基づく管理を

認める措置を求める。当該区域では、柏市が定めたルールに基づき、法令にない占用物件の設

置や無余地性要件の除外、幅広い指定管理等も可能とする。地域のまちづくり組織が指定管理

者となり、物件の設置を伴う道路活用を行う場合、道路法に基づく道路占用許可手続きは不要と

する。 

 

【指摘内容】 

［府省庁名］国土交通省 

 

・占用物件の限定について 

 道路上に物件等を設置することは、道路交通等に支障をきたすおそれがあることから、設置可

能な物件等を道路法等において限定列挙しており、環境未来都市においてそれ以外の物件等の

占用許可を行うことは妥当ではない。 

  なお、ご提案の駐車場、駐輪場については、道路法第３３条第１項の基準を満たせば、現状に

おいても占用許可が可能である。 

 

・無余地性の要件について 

 道路は一般交通の用に供するものであり、道路の占用は、道路の交通に支障を及ぼすおそれ

があるものであるので、他に余地がある場合は占用を認める必要はないものである。 

 ただし、まちの賑わいの創出等に資するなど、一定の要件を満たす場合には道路占用許可基

準のうち無余地性の基準の適用を除外する特例を設け（平成 23 年度 10 月 20 日施行）、柔軟な
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（様式５） 

5 
 

運用に努めているところ。 

 

・指定管理者制度について 

本要望において、指定管理者に行わせたいと考える道路の管理の範囲が明らかではないが、道

路の管理のうち、災害対応、計画策定、工事発注占用許可、監督処分等については、行政判断

を伴う事務又は行政権の行使を伴う事務であるため指定管理者が行うことができるとすることは

妥当でないものの、そのような事務以外の事務については、指定管理者に行わせることは可能で

あり、包括的に委託することも可能である。 

 

【対応状況】 

（自治体にて上記指摘への対応状況を記入すること） 

 

 柏の葉では、「環境未来都市」としての姿を市民や来訪者に目に見える姿で表出させるた

めに、道路等の公共空間を活用したイベントや情報発信、社会実験等を今後展開していく。

また、「公民学が連携した自律した都市経営」に向けて、道路を含む公共空間の管理活用等

の仕組みについても、地域の関係主体で検討を進めたい。 

 こうした活動を強力に推進することを目的として、今回の提案をしたところであるが、

道路の活用自体については昨年10月施行の法改正等を通じて柔軟化が図られていることか

ら、当面は現行法の範囲のなかで、環境未来都市の推進と一体となった多様な利活用や、

地域が主体となった道路管理の枠組み構築を試みることとしたい。 

 このため，今後の活動を通じて、実際に制度面での課題が出てきた際には、個別に助言

や指導をいただきながら、必要であれば改めて規制緩和について協議させていただきたい。
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(様式５) 

関係府省庁意見対応表 

 

１１．神奈川県横浜市 

ＯＰＥＮ ＹＯＫＯＨＡＭＡ 

―ひと･もの･ことがつながり、うごき、時代に先駆ける価値を生み出す「みなと」― 

 

（ａ）規制・制度改革 

７．【指摘箇所】 

（ ３８ページ １７行目～ ２１行目、 ２４行目～ ２９行目） 

２＜＜電気自動車（EV）の普及・利活用＞＞ 

（１）ＥＶ充電インフラ整備における規制緩和 

・路上駐車場（パーキングメーター）への充電設備設置による道路占用に関して、許可条件項目

に電気自動車充電設備の追加 

・非接触充電器の道路埋設に関して、道路占用許可項目への追加（２）ＥＶカーシェアリング普及

における規制緩和 

・路上駐車場（パーキングメーター）をカーシェアリングステーションとして使用する道路占用に関

して、道路占用許可にカーシェアリングステーションの追加 

・カーシェアリング車両のレンタカー枠からの除外による車両保有者への負担軽減・複数の事業

者間での車両の共同所有におけるレンタカー事業者としての届出不要の実現 

 

【指摘内容】 

［府省庁名］国土交通省 

 

道路区域内に物件を設置しようとする場合には、占用許可を受ける必要があり、 

・ 電気自動車充電設備については道路法第３２条第１項第１号に該当し、同法第３３条第１項の

基準を満たせば、現状においても占用許可が可能である。 

・ 非接触充電器がどのような物件であるかは明らかではないが、当該物件の設置に関し、安全

性等が十分に確認できれば、道路法第３３条第１項の基準を満たすことにより、占用許可が可能

であると考えている。 

・ 駐車場、駐輪場については、道路法第３３条第１項の基準を満たせば、現状においても占用

許可が可能である。 

 

【対応状況】 

（自治体にて上記指摘への対応状況を記入すること） 

ご指摘をふまえて、今後対応内容を検討していきます。 
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(様式５) 

 

９．【指摘箇所】 

（   82  ページ   14  行目～  19   行目） 

■建築物の建替等に関する建築基準法関連規定の緩和 

１ 一団地認定制度の緩和 

現在、一団地認定制度の適用を受けている地区において、建築物の建替等を行うときには、所有

権または借地権を有するものの全員同意が必要となっており、団地再生を進める上で障害の一

つとなっている。この規定の適用を緩和することにより、合意形成を図りやすくし、今後、社会的に

大きな課題になると予想される老朽団地・マンションの再生のモデル事業を進めたい。 

 

【指摘内容】 

［府省庁名］国土交通省 

 

建替え等のための建築物の除去及び同じ建築物の再建築は一団地認定区域内の全員の合意

がなくても実施可能であり、また、建築基準法 86 条の 2 の規定に基づき一団地認定区域内の他

の一敷地内認定建築物の位置及び構造との関係において安全上、防火上及び衛生上支障がな

い旨の特定行政庁の認定を受けた建築物については一団地認定区域内の全員の合意がなくて

も建築可能であるためご提案の内容は実現可能である。 

 

【対応状況】 

 老朽団地の再生に当たっては、建替時の自己負担を軽減するために高さや容積率の許可を伴

うものも想定されるが、この場合には一団地認定区域内の全員の同意が必要となっている。 

今後、このような建替を円滑に進めるためにも所管省庁からアドバイス等をいただきながら制

度の運用改善等に取り組んで行きたいと考えている。 
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(様式５) 

 

１０．【指摘箇所】 

（   82  ページ   20   行目～  25   行目） 

２ 既存住宅の集団規定の緩和 

老朽化した共同住宅の建替等を行う際に、用途地域等の見直しによって建物の高さや日影規制

により従前の高さや容積率が確保できない場合があり、従前の住戸数が確保できないことから建

替が困難な状況が発生している。このため、老朽化した共同住宅の建替が円滑に進むように、建

築当時の規制を勘案して一定程度の規制緩和を行うなどの特例措置を求める。 

 

【指摘内容】 

［府省庁名］国土交通省 

 

横浜市が自ら行った用途地域等の見直しによって生じた課題であり、横浜市の判断に基づき用

途地域等を再度変更することで課題の解消は可能である。また、建築基準法第 59 条の 2 に基づ

くいわゆる総合設計制度により敷地内に一定の空地を有し、かつ、その敷地面積が一定規模以

上である建築物については、特定行政庁である横浜市が交通上、安全上、防火上及び衛生上支

障がない等の総合的な配慮がなされ、市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可した範囲

で容積率や各部分の高さの緩和が可能であるため、ご提案の内容は実現可能である。 

 

【対応状況】 

 既存住宅の建替については、用途地域等の見直しや建築基準法第 59 条の 2 に基づくいわゆる

総合設計制度の活用も考えられるが、当該基準や取扱い等に適合しない場合など既存住宅の置

かれている状況は様々であることから、所管省庁からアドバイス等をいただきながら既存制度の

運用改善等を通して老朽化した共同住宅の大規模修繕、補強等に伴う増築や建替が円滑に進

むように取り組んで行きたいと考えている。 
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(様式５) 

 

１１．【指摘箇所】 

（ ８６ページ ３行目～ ４行目） 

１４－２＜＜市民に身近な地域におけるきめ細かな交通機能の強化～バリアフリー歩行空 

間整備事業～＞＞ 

道路のバリアフリー化は、超高齢化社会に対応していくために必要な施策であることから、財源

の確保が必要。 

 

【指摘内容】 

［府省庁名］国土交通省 

事実誤認、選定にあたっての問題点等 

財源の確保の内容が定かではないが、社会資本整備総合交付金等で対応可能である。 

 

【対応状況】 

（自治体にて上記指摘への対応状況を記入すること） 

社会資本整備総合交付金で対応しているが、バリアフリー化以外に都市計画道路の整備、橋梁

等道路構造物の長寿命化などに多額の費用を要している現状を鑑みると、より一層の交付金の

増額が必要と考えられる。 
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(様式５) 

 

１２．【指摘箇所】 

（ ９９ページ ２２行目～ ２６行目） 

１８＜＜歴史的建造物や倉庫、空きビル等を活用し、アーティスト・クリエーター等が創 

作・発表・滞在する創造界隈の形成＞＞ 

１ 道路空間のオープン化 

厳しい財政状況が続く中で、魅力的な施設として維持管理していくためには、民間の 

資金も活用して必要な財源を確保することが不可欠である。民間資金を活用するため、 

東横線跡地の高架上及び高架下に商業施設等が設置できるよう道路法第 32 条に定める道 

路占用の取扱いの緩和をお願いしたい。 

 

【指摘内容】 

［府省庁名］国土交通省 

 

東横線跡地の高架と道路空間との関係が明らかではないが、一般論としては、都市再生特別措

置法の改正（平成 23 年 10 月 20 日施行）により、特定都市再生緊急整備地域内の特定都市道路

の上空において店舗等の占用が可能となったため、東横線跡地の高架上についても、当該制度

を活用することにより、商業施設等の設置が可能となっている。また、高架の道路の路面下に設

ける場合には、店舗等として道路法施行令７条第１項７号に該当し、同法３３条第１項等の基準を

満たせば、現状においても占用許可が可能となっている。 

 

【対応状況】 

東横線跡地については、道路法に基づく「自転車及び歩行者専用道路」として認定を受けてお

り、道路区域として決定されています。 

東横線跡地のうち、高架下の空間や、直接には通行のように供していない道路空間について

は、賑わいの創出と魅力的な空間の整備に向けて、当該制度の活用を含め、道路管理者等と調

整を行っていきます。 
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(様式５) 

 

１３．【指摘箇所】 

（    109 ページ   35    行目～110 ページ  10   行目） 

２２＜＜高付加価値型グローバル企業の積極的誘致に向けた拠点整備＞＞ 

５ 建築物の完了検査制度の見直し 

貸室の一部がスケルトン状態でも、完了検査が可能となるような「一部完了検査制度」を創設し、

残る未済部分については、入居テナントが確定次第、順次、当該部分のみを対象として「一部完

了検査手続き」を継続して適用する。法令の規定により、建築物全体の全ての部分の工事が完了

しない限り、完了検査申請は出来ない。賃貸ビルでは、一部未入居のまま使用を開始するケース

も多く、未入居部分に本来必要のない暫定的な内装仕上げを実施し、完了検査を受け、テナント

の内装工事が決まった時点で暫定の内装工事を撤去するといった無駄が発生している。発生する

産業廃棄物による環境負荷、コスト負担、時間ロスなどが国際競争力を低下させている。国内企

業向けに設定した標準仕様では満足してもらえない、グローバル企業の多様なニーズに応えるた

めには、「一部完了検査制度」が有効である。（完了検査を経ない仮使用承認制度では不十分で

ある。）（①建築基準法第 7 条の 6、②同施行令第 13 条、第 13 条の 2、③同施行規則第 4 条の

16） 

【指摘内容】 

［府省庁名］国土交通省 

その他 

（建築物の完了検査制度の見直し） 

建築物を使用しながら増築等の工事を施工していて火災が発生し、100 名以上の死者を出す等の

重大な事態を引き起こす事例が見られたことにかんがみ、検査済証の交付前の建築物の使用制

限を行うとともに、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めて仮使用の承認

（以下、「仮使用承認」）をする仮使用承認制度が創設された。 

よって、特定行政庁が仮使用承認をした場合にあっては、未入居部分の内装が未実装である等

建築物の工事が完了していない状況であっても、建築物の使用を開始することは可能である。 

また、完了検査は工事を完了した際に建築基準法令への適合を検査するものであり、工事完了

前に部分的に検査を行ったとしても、全体の工事を完了した際に再度検査を行う必要がある。工

事が完了していない段階では、工事に伴う火気の使用等により、火災の発生する可能性が高く、

工事中の建築物を使用することにより災害発生の際の被害が拡大することが想定され、防火管理

の体制など安全上、防火上及び避難上支障がないことを特定行政庁が総合的に判断する必要が

ある。 

なお、「規制・制度改革に係る方針」（平成 23 年 4 月 8 日閣議決定）において、平成 23 年度に「消

防設備や避難経路等については全て工事が完了し、安全上、防火上及び避難上支障がないこと

が合理的に判断できる場合であって、テナント未入居部分のみが、壁や床などの内装工事を残し

て工事完了している場合に係る仮使用承認手続の迅速化などについて検討を行い、検討を得る」

こととされており、現在検討を進めているところである。 

【対応状況】 

仮使用承認制度の活用を検討していきます。 
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(様式５) 

 

１４．【指摘箇所】 

（ １１２ページ ２７行目～ ２８行目） 

２３＜＜（東北方面の経済復興支援も含めた）横浜港の国際競争力の強化＞＞ 

１ 45 フィート(ft)コンテナ輸送の実現 

積載効率の高い 45ft コンテナの走行に関する規制の緩和（集荷力の強化） 

 

【指摘内容】 

［府省庁名］国土交通省 

 

『「４５フィート（ｆｔ）コンテナ輸送の実現」 積載効率の高い４５ｆｔコンテナの走行に関する規制緩和

（集荷力の強化）』の具体的な規制緩和の内容が定かでないが、現行制度では、構造改革特別区

域において実施される「４５フィートコンテナの輸送円滑化事業」において、特例措置を講じている

ところ。 

 

【対応状況】 

（自治体にて上記指摘への対応状況を記入すること） 

 内閣官房による「ユーザー視点の港湾再生による地域活性化のあり方に関する委員会」におけ

る議論も踏まえて検討していきます。 
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(様式５) 

 

１５．【指摘箇所】 

（ １１２ ページ  ２９ 行目～ ３１ 行目） 

２３＜＜（東北方面の経済復興支援も含めた）横浜港の国際競争力の強化＞＞ 

２ 水先制度の規制緩和 

一定基準以上の大型船について、航行の安全のために義務付けられている水先人の同乗(強制

水先)を緩和し、船会社の運航コストの低減を実現（集荷力の強化） 

 

【指摘内容】 

［府省庁名］国土交通省 

 

別表中⑦必要な措置に関する国への提言として、水先制度の規制緩和により、運航コストの低減

を実現と記載されているが、水先制度は、水先人が乗り込む船舶のみならず、水域を航行する多

数の船舶や港湾全体の安全を保持することを目的とした国際的に実施されている制度である。特

に京浜港（横浜川崎区）は、強制水先の対象船舶を１万トン以上としている他の港と比べ船舶航

行の危険性が極めて高いこと等から、3，000 トン以上の船舶を強制水先の対象としており、その

見直しについては、水先区における自然条件、船舶交通の状況、海難の発生状況等、当該水域

特性を十分踏まえ、船舶の安全確保と運航能率の増進の観点から慎重に検討する必要がある。

仮に同区内で、海難事故が発生した場合には、全港的な機能喪失の危険性が高く、それに伴う

物流の支障等により、首都圏の経済活動や市民生活にも多大の影響を及ぼすこととなる。 

なお、横浜市港湾局が事務局を務めた「横浜川崎区船舶航行安全に関する調査委員会」におい

ては、平成 22 年 3 月に「現段階で水先基準の数的な見直しは困難である」とされている。 

 

【対応状況】 

（自治体にて上記指摘への対応状況を記入すること） 

  内閣官房による「ユーザー視点の港湾再生による地域活性化のあり方に関する委員会」にお

ける議論も踏まえて検討していきます。 
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(様式５) 

 

１６．【指摘箇所】 

（ １１１～１１３ ページ       行目～     行目） 

２３＜＜（東北方面の経済復興支援も含めた）横浜港の国際競争力の強化＞＞ 

４ 内航輸送のカボタージュ規制緩和 

内航輸送網の船腹確保のため、国内輸送を内航船社のみに限定するカボタージュ規制を緩和

し、輸送力の増強を実現(集荷力強化) 

 

【指摘内容】 

［府省庁名］国土交通省 

 

・⑦の４ 内航輸送のカボタージュ規制緩和 

カボタージュ規制（国内輸送を行うことを自国籍船舶の運航事業者に留保）は、国際標準となって

おり、緩和については、内航海運業における雇用、安全航行の担保、危機発生時の輸送手段の

確保、一方的に日本が緩和することに伴う国益の損失等の観点から大きな問題。なお、内航コン

テナ船の輸送力は、実際の需要が十分見込まれれば、事業者において大型船の代替建造や新

規投入により拡大することが可能である。 

 

【対応状況】 

（自治体にて上記指摘への対応状況を記入すること） 

 

[同項目については取下げ] 
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(様式５) 

 

１７．【指摘箇所】 

（ １１３ページ １２行目～１３行目 ） 

２３＜＜（東北方面の経済復興支援も含めた）横浜港の国際競争力の強化＞＞ 

９ 国道 357 号の整備促進 

国道 357 号の整備促進による京浜港内の輸送効率化（京浜港の一体化の促進） 

 

【指摘内容】 

［府省庁名］国土交通省 

 

国道 357 号については、順次整備を進めており、現在、磯子区磯子町から中区本牧ふ頭間の延

長 7.4km について事業を実施中である。 

 

【対応状況】 

（自治体にて上記指摘への対応状況を記入すること） 

 内閣官房による「ユーザー視点の港湾再生による地域活性化のあり方に関する委員会」におけ

る議論も踏まえて検討していきます。 
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(様式５) 

 

１８．【指摘箇所】 

（ １１２ページ １１行目 「首都高湾岸線の無償化実験」） 

（ １１３ページ １４行目～１５行目 「首都高湾岸線の無償化に向けた社会実験の実施」） 

２３＜＜（東北方面の経済復興支援も含めた）横浜港の国際競争力の強化＞＞ 

10 首都高速湾岸線の無償化に向けた社会実験の実施 

京浜港内の輸送コスト低減（京浜港の一体化の促進） 

 

【指摘内容】 

［府省庁名］国土交通省 

 

我が国の高速道路は借入金により建設されており、利用者から徴収する通行料金収入により当

該債務を償還することが義務づけられている。このため、料金の額は、道路整備特別措置法第２

３条第１項第１号において、料金の徴収期間内に債務を償還できるものとされている。（「償還主

義」） 

また、料金の額は、同項第４号において、公正妥当なものであることが求められている。（「公正妥

当主義」） 

環境未来都市における料金割引の適用については、これらの原則や高速道路のあり方検討有識

者委員会の「中間とりまとめ」で示された今後の料金制度の基本的な考え方を踏まえた慎重な検

討が必要と考える。 

 

【対応状況】 

（自治体にて上記指摘への対応状況を記入すること） 

 内閣官房による「ユーザー視点の港湾再生による地域活性化のあり方に関する委員会」におけ

る議論も踏まえて検討していきます。 
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(様式５) 

 

 

２０．【指摘箇所】 

１８＜＜歴史的建造物や倉庫、空きビル等を活用し、アーティスト・クリエーター等が創 

作・発表・滞在する創造界隈の形成＞＞ 

２ 旧関東財務局改修事業 

海外からのアーティスト・クリエーター等が滞在、創作、発表する場として活用するため、インター

ナショナルな施設として位置づけ、外壁等を保全したうえで、耐震補強を含む改修を実施する。 

 

【指摘内容】 

［府省庁名］文化庁 

 

（  ９８ ページ  ２ 旧関東財務局改修事業  ） 

・旧関東財務局改修事業にあたっては、歴史的建造物であることに十分な注意を払って改修計画

を立案し、その価値が適切に保存、継承されることが望まれる。 

 

【対応状況】 

旧関東財務局については、横浜市の歴史を生かしたまちづくり要綱に基づき、平成１５年度に

歴史的建造物として登録されています。 

 また、平成２０年度に建物を保存して活用するとともに、市指定有形文化財の指定に向けた調

整を行うとの内容で方針決定しており、その方針に基づき、耐震対策及び活用について検討を進

めています。 
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（様式５） 

1 
 

関係府省庁意見対応表 

 

１３．富山市 

コンパクトシティ戦略による富山型都市経営の構築 

～ソーシャルキャピタルあふれる持続可能な付加価値創造都市を目指して～ 

 

（ａ）規制・制度改革 

２１．【指摘箇所】 

（ ４９  ページ     １３行目～   １５行目） 

＜＜再生可能エネルギーを活用した農業活性化＞＞ 

小水力発電の導入にあたっては、手続きが煩雑なことや時間を要することなど、課題が多くある

ため、普及が進まず、規制の緩和が不可欠である。 

 具体的には、以下の規制緩和が必要である。 

・農業用水に従属する場合でも規模に関わらず水利権を取得する必要があるため（河川法 23

条）、発電に際し水量に影響を与えない一定規模の小水力発電施設の設置については、許可制

ではなく届出制に変更し、手続きの簡素化を図る。 

 

【指摘内容】 

［府省庁名］国土交通省 

 

従属発電に係る水利使用について、許可制を届出制とすることは、 

（１）従属発電に係る水利使用が従属元の水利権の許可の範囲内のものであるかについての河

川管理者による審査・管理が行われないこととなると、不適正な取水により、他の水利使用者や

河川環境に悪影響を及ぼすおそれがある 

（２）発電のため不適正な取水があった場合に、許可取消などの適正な処分が困難となるなどの

理由から、適当でない。 

 

【対応状況】 

（自治体にて上記指摘への対応状況を記入すること） 

 

 指摘の内容については、理解しており、届出制が困難なら、従来どおりの許可手続きを経て実

施したい。 

 しかし、環境未来都市構想では国が選定都市と調整を図りながら、規制緩和を含めた支援を集

中的に行うと伺っており、スピード間を持って事業を実施するためには、認可されるまでの期間の

更なる短縮や提出書類の簡素化など、検討していただきたい。 
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２２．【指摘箇所】 

（ ４９  ページ     １９行目～   ２１行目） 

＜＜再生可能エネルギーを活用した農業活性化＞＞ 

・小水力発電の水利使用には県への流水占用料の納付が必要であり、維持管理面の負担が大

きいが（河川法 32 条）、採算性が見込めない一定規模未満の設備に関しては、減免措置を設け

る。 

 

【指摘内容】 

［府省庁名］国土交通省 

 

流水占用料等については、河川法第３２条に基づき都道府県知事が同法第２３条から第２５条ま

での許可を受けた者から徴収することができることとなっていることから、都道府県知事の判断に

よるものである。 

 

【対応状況】 

（自治体にて上記指摘への対応状況を記入すること） 

 

 ご指摘のとおり、流水占用料等の扱いについては、富山県河川法施工条例第４条に流水占用

料等の額について、第５条に流水占用料等の減免が規定されている。しかし、第５条２項には、そ

の他知事が特別の理由があると認める場合は、許可を受けた者の申請により、流水占用料等を

減免することができるとの規定があります。本提案は、環境未来都市として、富山市のみならず、

我が国全体の持続可能な経済社会構造の実現に寄与する取組であること、並びに地球温暖化

や東日本大震災の原発事故を受けて、再生可能エネルギーの必要性が高まっていることからそ

の普及促進に向け、民間企業のモデルとなるよう自治体が導入する場合については、減免措置

をとっていただけるよう協議してまいりたい。なお、国としてもバックアップしていただけるようお願

いしたい。 

 

 

 

 

 

54

CS890175
長方形



（様式５） 

3 
 

 

２３．【指摘箇所】 

（  55  ページ   ２   行目～    ６ 行目） 

＜＜交通空間の利活用交流推進＞＞ 

・現在、道路交通法における歩道内への車両等（路面電車を含む）の進入を禁止する規定（第 8

条第 1 項）と車両（路面電車を含まない）の通行を許可する規定（第 8 条第 2 項）について、トラン

ジットモール的な賑わい空間づくりのため、安全確保を前提としつつ、歩行者空間に路面電車の

進入を可能とすることを求める。 

 

【指摘内容】 

［府省庁名］警察庁 

 

歩行者空間確保のために、道路交通法第８条第１項の規定を用いて車両等の進入を禁止する場

合であっても、補助板を利用して路面電車を進入禁止の規制対象から除くことにより、歩行者空

間に路面電車のみを進入させることは可能である。 

 

【対応状況】 

（自治体にて上記指摘への対応状況を記入すること） 

 

  「補助標識の設置により、歩行者空間に路面電車を進入させることは可能である」 とのことに

ついては、交通空間の利活用の推進に繋がるものと考えている。 しかし、歩行者空間に路面電

車を走行させることは各々の空間が混在し、事故等の危険が生じるとの指摘も推察されるもので

ある。 

こうしたことから、本市では、ＬＲＴをはじめとした公共交通機関を最大限に活用し、イベントとの

連携を図りながら、賑わいを創出するものであり、現在利活用が可能である道路空間において実

施することとしている。 

今後は、中心市街地の活性化に向け、地域住民や交通事業者などと協議を行い、様々な組み

合わせのイベントを実施してまいりたいと考えている。 

なお、道路交通法第８条第１項の規定を用いて車両等の進入を禁止してイベント等の開催を検

討する際には、実施内容や規模、安全施設・交通指導員の配置などについて関係機関と綿密に

協議し、安全面において最大限の配慮を行ってまいりたい。 
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関係府省庁意見対応表 

 

２５．北九州市 

北九州市環境未来都市 

 

（ａ）規制・制度改革 

２４．【指摘箇所】 

（ ５３  ページ    ４  行目～  １０ 行目） 

２＜＜再生可能エネルギー等の導入と普及（多様な次世代エネルギーが揃った都市）＞＞ 

●建築基準法適用によるコスト増 

解説：風力発電設備は、平成 19 年 6 月の建築基準法の改正により、60ｍを超える場合、超高層

ビルと同じ耐震審査が課せられるようになり、審査期間の延長と申請にかかる多大な費用負担

（以前は数十万円で済んでいたものが、1000 万円を超える負担）が必要となっている。 

そのため、本事業で実施する風力発電設備は、平成 19 年 6 月以前の基準で建設できるよう規制

の改正をお願いするもの。 

【指摘内容】 

［府省庁名］国土交通省 

●建築基準法適用によるコスト増 

建築基準法は建築物を地震、風圧等に対して倒壊等が生じない安全な構造とするよう求めてお

り、大規模な風車等の工作物に対しても建築物と同様の安全性確保を求めている。（建築基準法

で定める手数料は、82 万円となっている。） 

なお、建築基準法においては、電気事業法等他の法令に基づき建築基準法と同等の安全性を

確保されることとなれば、同法が適用される工作物から除外することができることとしている。 

 

【対応状況】 

現在、国の「エネルギー・環境会議」や「行政刷新会議」等において、本市提案の規制緩和メニ

ューを含む“風力発電の導入促進に係る建築基準法の見直し”について検討が行われており、日

本風力発電協会をはじめとする関係団体等と協議が進められていると聞いている。 

本市提案の事業は、風力発電産業の集積による国際競争力の強化と低炭素型社会の実現を

目的としており、同産業の発展と地球温暖化対策に取り組む日本風力発電協会が要望する規制

緩和メニューと重複するものであるため、現会議の今後の行方を見守りたいと考える。 

一方で、国内風車メーカーが国内設置用とは別に海外向け風車の開発を進める中、地震や風

況などその土地の気候・風土に適応した風車の開発が必要となる。そこで、実証用風車に限り、

また侵入制限を行うなど安全面にも配慮することで、現会議の検討を進める上での実証等を含め

て、「環境未来都市」「国際戦略総合特区」に指定された本市の響灘地区をそのフィールドとして

活用するようお願いしたい。 
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２５．【指摘箇所】 

（  ７４ ページ    １３ 行目～  ２７ 行目） 

７＜＜北九州資源リサイクル拠点の形成＞＞ 

●特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律（バーゼル法）の規制改革 

＜取組を進める上での障壁＞ 

現在、使用済み小型電子機器や廃電子基盤を海外から輸入しようとすると、特定有害廃棄物等

の輸出入等の規制に関する法律（バーゼル法）における特定有害廃棄物に該当するかを輸入者

が証明する必要がある。その際、経済産業大臣への申請から許可までの期間が長期間にわたる

ため、輸入物の保管に要する経費が必要となるほか、原材料価格の国際変動リスクが拡大し、

効率的な事業展開が難しい。 

 

＜解決を図るために必要な措置に関する国への提言＞ 

使用済み小型電子機器や廃電子基盤の輸入に関し、海外からの移動計画の通告、同意の回

答、輸入移動書類の交付等手続きの簡素化及び申請・審査の権限を市長に移譲することにより、

申請から許可までの時間を短縮し、保管コストの低減と原材料価格の国際変動リスクの軽減を図

ることで、機動的な事業展開を支援する。 

（関係法令等） 

・特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律（バーゼル法）第８条第１項、２項、第 10 条

第１項 

 

【指摘内容】 

［府省庁名］環境省 

 

国境を越えて移動する有害廃棄物については、国としてバーゼル条約の的確かつ円滑な実施を

確保する必要があるため、輸出入の相手国に対する一元的な対応が必要である。同条約の国内

担保法である特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律（バーゼル法）において規定し

ている環境保全上適正な輸入であることの確認、輸入の相手国への同意の回答、輸入移動書類

の交付等の手続については、同条約において締約国における履行が定められているものであり

省略することは出来ず、また、確実な履行のため国が自ら実施すべきものである。また、バーゼ

ル法及びその下位法令で定める所要の詳細な手続きは、いずれも、バーゼル条約の確実な履行

を担保するために必要不可欠な事項を確認するための措置であるため、簡素化するとバーゼル

条約の履行が確保できないおそれがある。 
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【対応状況】 

 

 確かにバーゼル法は国際条約なので、確実な履行を担保する必要性から最初の申請について

は国主導で実施すべきということは理解できるが、その手続きの複雑さや時間がかかり過ぎると

いう点から、輸出入を試みる企業がビジネスチャンスを少なからず逸しているという現実もある。

よって法律に従って正しく輸出入を行っている企業に対しては優良施設という認定を国からいた

だき、継続申請に対しては手続きの簡素化や、現行では１年ごとに再申請しているものを３年ごと

に行うなど、少しでも企業のビジネスに有利に働くような措置も国としては検討すべきと考える。 

  国としての条約の確実な履行を確保（担保）しつつ、自治体の首長（総合特区指定自治体の首

長）に一部の権限（事務）を委譲することで、現場に一番近いところで対応できる仕組みを認めて

いただきたい。 
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関係府省庁意見対応表 

 

 

２．岩手県大船渡市、岩手県陸前高田市、岩手県住田町 等 

気仙広域環境未来都市 

 

（ａ）規制・制度改革 

２７．【指摘箇所】 

（    ２３ ページ    ６ 行目～   ９ 行目） 

１＜＜蓄電池を付帯したメガソーラー発電所の建設＞＞ 

・ メガソーラー発電設備の取り扱いの見直し 

メガソーラー発電設備を地上に設置する際、建築主事の判断によって、建築確認申請が不要とな

る場合と逆の場合があるが、建築物とは見なさないという見解を統一していただきたい。 

 

【指摘内容】 

［府省庁名］国土交通省 

 

土地に自立して設置する太陽光発電設備については、平成 23 年 3 月 25 日に「太陽光発電設備

等に係る建築基準法の取扱いについて」（平成 23 年 3 月 25 日建築指導課長通知。国住指第

4936 号）を発出し、架台下の空間を屋内的用途に供しないなど、建築物に該当しないものとして

扱う対象の要件等を明確化し既に特定行政庁等に対して周知したところである。 

なお、建築物に該当しない場合は工作物として取り扱われ、一定規模以上のものについてはこれ

まで建築基準法の規制が準用される工作物として取り扱われていたところであるが、平成 23 年

10 月 1 日に施行された改正建築基準法施行令等により、このような太陽光発電設備については

電気事業法により十分な安全性が確保されることから、建築基準法の適用対象外としたところで

ある。（参照法令等：平成 23 年政令第 46 号、平成 23 年国土交通省告示 1002 号） 

 

【対応状況】 

上記の指摘内容を踏まえて、メガソーラー発電設備を設置する際に対応する。 
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２８．【指摘箇所】 

（  28  ページ   34   行目～   29  ページ  1  行目） 

４＜＜２市１町に高台を利用した連結型コンパクトシティの創設＞＞ 

・ 蓄電設備に関する建築物の容積対象面積からの除外 

・ ＨＥＭＳ、ＢＥＭＳ、ＦＥＭＳ等、エネルギーマネジメントシステム（蓄電池付）導入のための各種

建築物の建蔽率及び容積率の緩和 

 

【指摘内容】 

［府省庁名］国土交通省 

 

太陽光発電設備や蓄電池等の新エネ・省エネ設備については、「円高・デフレ対応のための緊急

総合経済対策（平成 22 年 10 月 8 日閣議決定）」等を踏まえ「建築基準法第 52 条第 14 項第 1 号

の規定の運用等について（技術的助言）」（平成 23 年 3 月 25 日付国土交通省市街地建築課長通

知）において、容積率緩和に関しては法 52 条第 14 条第 1 号に基づく許可により積極的に対応す

ることが望ましい旨、建ぺい率緩和に関しては法 53 条第 4 項に基づく許可により再生可能エネル

ギーの利用拡大に向けた取り組みを支援されたい旨、全国の特定行政庁宛てに通知している。 

したがって、これを踏まえ、特定行政庁である岩手県が法第 52 条 14 項 1 号や法第 53 条第 4 項

の規定に基づき、安全上、防火上及び衛生上等の支障がないと認め許可することで、ご提案の

内容は実現可能である。 

 

【対応状況】 

上記の指摘内容を踏まえて、今後、建築物に蓄電設備を設置する際に岩手県と協議する。 
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関係府省庁意見対応表 

 

３．釜石市 

釜石市環境未来都市構想 

 

（d）その他 

２６．【指摘箇所】 

（    ６ページ       21 行目～    22 行目） 

ⅰ）課題・目標 

≪テーマ≫ a) 低炭素・省エネルギー 

『低炭素・省エネルギー・省資源による循環都市』 

ⅴ）取組の実現を支える地域資源等の概要 

 

ア）地理的条件 

 ○ 風力発電施設の立地にふさわしい風況がある。 

 ○ 波力・潮汐発電、洋上風力発電に適した地形的条件にある。 

 

【指摘内容】 

［府省庁名］環境省 

 

当該地域は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存等に関する法律において国内希少野

生動物種、環境省レッドリスト（2007）において絶滅危惧ⅠＢ類に選定されているイヌワシをはじめ

とする希少な鳥類が生息しており、風車のブレードに衝突し死亡する事故（バードストライク）が懸

念される。 

 

【対応状況】 

本市域においては五葉山などの重要な地域のほか、内陸部にイヌワシ、沿岸部にミサゴなどの

猛禽類の生息が確認されています。風力発電の設置にあたっては、このような猛禽類を始めとす

る希少な鳥類の生息に係る地域特性を踏まえ、猛禽類等に関する現地調査を実施し、生息状況

を把握します。その上で、有識者等の見解を踏まえた風車の配置計画、猛禽類等飛来防止措置

を講じることにより影響の回避・低減に努めます。 
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５．東松島市 

東日本大震災からの復興 ～あの日を忘れず ともに未来へ 東松島一新～ 

 

（ａ）規制・制度改革 

 

３０．【指摘箇所】 

（４１ページ） 

７．＜＜自衛隊との協働による“防災ソーシャルキャピタル”の形成＞＞ 

・大災害時における基地周辺市町村長要請による出動等の自衛隊法の弾力的運用 

 

【指摘内容】 

［府省庁名］防衛省 

 

「⑦当該取組を進める上での障壁とその解決を図るために必要な措置に関する国への提言 

・大災害時における基地周辺市町村要請による出動等の自衛隊法の弾力的運用」 

【意見】 

①既に自衛隊の災害派遣については、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第６８条の２

第２項において、市町村長からの通知を受けて対応する枠組みが整備されている。 

②また、自衛隊法（昭和２９年法律第１６５号）第 83 条第 2 項において、災害派遣の要請を待たず

に自衛隊が自ら部隊を派遣する枠組みも整備されている。（自主派遣） 

（なお、政府における東日本大震災を受けた災害法制の総合的な見直しは、内閣府防災対策推

進室を中心として進められている。） 

 

【対応状況】 

（自治体にて上記指摘への対応状況を記入すること） 

①②について、ご指摘をふまえて見直しいたします。 
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３１．【指摘箇所】 

（４１ページ） 

７．＜＜自衛隊との協働による“防災ソーシャルキャピタル”の形成＞＞ 

・防災訓練における自衛隊基地の活用 

 

【指摘内容】 

［府省庁名］防衛省 

 

「⑦当該取組を進める上での障壁とその解決を図るために必要な措置に関する国への提言 

・防災訓練における自衛隊基地の活用」 

【意見】 

・具体的な活用事例に基づき判断する必要がある。 

 

【対応状況】 

（自治体にて上記指摘への対応状況を記入すること） 

事業計画策定時において、「７．＜＜自衛隊との協働による“防災ソーシャルキャピタル”の形

成＞＞」の内容については見直すこととする。 
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（d）その他 

３２．【指摘箇所】 

（２６ページ７行目）（２６ページ８行目～９行目）（ ２６ ページ １１ 行目） 

ⅰ）課題・目標 

＜テーマ＞ i) 災害に強いまちづくり 

 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火等の自然災害から住民の安全を確保し、“世

代を亘り永く住み続けられるまち”を創造する。 

課題：住民個々の防災意識の定着と継承（防災－２） 

目標：自衛隊との協働による“防災ソーシャルキャピタル”の形成 

これまで航空自衛隊とは、防災訓練の共同実施や物資保管先という程度の連携であったが、東

日本大震災において唯一津波による被害を受けた航空自衛隊松島基地と甚大な被害を受けた

当市は、永続的な「防災ソーシャルキャピタル」を形成する社会的使命がある。 

 

【指摘内容】 

［府省庁名］防衛省 

 

「また、これまで航空自衛隊とは、防災訓練の共同実施や物資保管先という程度の連携であった

が、～」 

【意見】 

・防災訓練の共同実施については事実確認がとれているが、物資保管については、具体的な事

例が確認できないため、どのような連携を指しているのか内容について確認が必要 

・自衛隊が有効な災害派遣活動を行うには、松島基地のみでは不十分である。さらに、被災した

ことにより他の行政機関以上に防災に関し社会的な使命を負うという断定的な表現は不適切であ

る。 

 

「防災ソーシャルキャピタル」 

【意見】 

・詳細な用語の定義が必要。 

 

「東日本大震災において唯一津波による被害を受けた航空自衛隊松島基地」 

【意見】 

・陸上自衛隊多賀城駐屯地等も津波による被害を受けているため、「唯一」を削除するべきではな

いか。 
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【対応状況】 

（自治体にて上記指摘への対応状況を記入すること） 

「防災ソーシャルキャピタル」については、当市の想定する定義は「被災体験というソーシャル

キャピタルと被災体験を活かした今後の防災まちづくり」というイメージである。 

「基地のあるまち」として、これまで共にまちづくりに取り組み、今般の東日本大震災において

は、家を無くした被災者のため基地内に入浴施設を設置するなど、多大なる支援を受けた。今般

の事例をレアケースとするのではなく、今後も起こりうる事例として、活かしていけるのではないか

とのことから、構想段階において記載していた。 

“自衛隊が有効な災害派遣活動を行うには、松島基地のみでは不十分である。さらに、被災し

たことにより他の行政機関以上に防災に関し社会的な使命を負うという断定的な表現は不適切で

ある。”という意見に関しては防衛省の見解として理解する。ご承知のとおり、当市の環境未来都

市構想は「復興まちづくり計画」の主要を担っており、世界中が注目している東日本大震災からの

復興は社会的使命を負っているものである。 

事業計画策定時において、「７．＜＜自衛隊との協働による“防災ソーシャルキャピタル”の形

成＞＞」の内容については見直すこととする。 
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３３．【指摘箇所】 

（４１ページ） 

７．＜＜自衛隊との協働による“防災ソーシャルキャピタル”の形成＞＞ 

①取組内容 

 自衛隊との共同防災教育、防災訓練の実施 

 

【指摘内容】 

［府省庁名］防衛省 

 

「自衛隊との協働による“防災ソーシャルキャピタル”の形成」 

【意見】  

・この箇所全体として、防災訓練における、地方自治体と自衛隊との協働は既に実施されている

ところであり、これまでの防災訓練との違いが不明瞭。 

 

【対応状況】 

（自治体にて上記指摘への対応状況を記入すること） 

東日本大震災によって、真に生命を守るために必要な防災訓練の位置づけが変わったと認識

している。今後は、被災した場合に一人でも多くの国民を救うために、知恵をつける防災訓練が

必要になるとの認識から、構想段階における取組内容について記載した。 

事業計画策定時において、「７．＜＜自衛隊との協働による“防災ソーシャルキャピタル”の形

成＞＞」の内容については見直すこととする。 
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３４．【指摘箇所】 

（４１ページ） 

７．＜＜自衛隊との協働による“防災ソーシャルキャピタル”の形成＞＞ 

②実施主体（想定） 

東松島市、自衛隊松島基地、陸上自衛隊、市内町内会、自治会、婦人会、消防団、東松島商

工会 

 

 

【指摘内容】 

［府省庁名］防衛省 

 

「②実施主体（想定）東松島市、自衛隊松島基地、陸上自衛隊～」 

【意見】 

・表現を統一すべきである。 

 

【対応状況】 

（自治体にて上記指摘への対応状況を記入すること） 

指摘のとおり、修正する。 
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３５．【指摘箇所】 

（４１ページ） 

７．＜＜自衛隊との協働による“防災ソーシャルキャピタル”の形成＞＞ 

⑥当該取組から創出される成功事例とその普及展開の考え方、自立的・自律的モデルの実現可

能性 

定期的な防災教育、防災訓練を自衛隊組織と地域が共同で実施することで、効果的で永続的な

防災ソーシャルキャピタルを形成できる。他自治体からの参加も可能とすることで、全国的な取組

に広げることが可能。防災に加え、国防への意識向上にも波及が期待され、他国からの依頼が

あった場合には、自衛隊の派遣を含めて同様の取組を行う。本取組は、当市を環境未来都市とし

て災害 Free 化するための、防衛的取組であり、他地域からの視察費用やノウハウの提供料等で

多少の収益化は可能であるが、自律化は困難と考えている。 

 

【指摘内容】 

［府省庁名］防衛省 

 

「⑥当該取組から創出される成功事例とその普及展開の考え方、自立的・自律的モデルの実現

可能性 

（中段） 

・防災に加え、国防への意識向上にも～ 

・他国からの依頼があった場合には、自衛隊の派遣を含めて～」 

【意見】 

・防災訓練と国防は切り離して考えるべき課題である。 

・他国への自衛隊の派遣について、市の判断を要件とする枠組みを設けることはあり得ない。 

 

【対応状況】 

（自治体にて上記指摘への対応状況を記入すること） 

事業計画策定時において、「７．＜＜自衛隊との協働による“防災ソーシャルキャピタル”の形

成＞＞」の内容については見直すこととする。 
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関係府省庁意見対応表 

 

６．福島県南相馬市 

次世代に繋ぐ循環型都市 南相馬 

 

（a）規制・制度改革 

３６．【指摘箇所】 

（１５ページ） 

＜スマートシティによる「エネルギー循環型都市＞ 

市内の高等学校においても環境教育を取り入れていただいたい。 

 

【指摘内容】 

［府省庁名］文部科学省 

 

「市内の高等学校においても環境教育を取り入れていただいたい。」とあるが、既に高等学校にお

いて、公民科や理科、家庭科など関連の深い教科等において環境教育を行うこととなっており事

実誤認である。なお、提言の趣旨が、南相馬市内の高等学校において、市内小中学校の取組内

容との連携や関連を図った環境教育に取り組むということであれば、設置者である県教育委員会

等に提言することが適当である。 

 

【対応状況】 

（自治体にて上記指摘への対応状況を記入すること） 

了承。 
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（ｂ）予算支援 

３７．【指摘箇所】 

（ １３ページ      ２９ 行目～     行目） 

＜スマートシティによるエネルギー循環型都市＞ 

・国や県が行っているグリーンニューディール基金の弾力的な運用 

 

【指摘内容】 

［府省庁名］環境省 

 

２．取組内容＜スマートシティによるエネルギー循環型都市＞（①環境－２） 

項目⑦ 国や県がおこなっているグリーンニューディール基金の弾力的な運用 

（意見） 

「弾力的な運用」の内容が不明確（平成 21 年度に交付した地域グリーンニューディール基金で

は、太陽光をはじめとした再生可能エネルギーの導入のために活用することができる制度となっ

ているため、南相馬市の提案内容は、現行基金（但し H23 年度まで）でも対応可能。）。 

 

【対応状況】 

（自治体にて上記指摘への対応状況を記入すること） 

 スマートコミュニティ構想を進める上で、非常に有用な補助制度であるため、実施期間の延長や

対象枠の拡大（民間企業への設置、災害公営住宅への設置など）、設備更新費用の一部を認め

ることが出来ればと考えていた。 

環境未来計画の今後の事業内容の精査にあわせ、改めて依頼を行うこととしたい。 
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